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（注）   

・日本放送協会の事業年度は、毎年４月に始まり翌年３月に終わる。

本 報 告 書 に 記 載 し て い る ４ 月 か ら １ ２ 月 ま で の 日 付 に つ い て は 、

特に断りのないかぎり、平成１８年の当該日付を指している。  

・第１章及び第９章に記載の金額については、単位未満の端数を切

り捨てて表示している。 
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第１章 事 業 の 概 況 
 

 日本放送協会（以下「協会」という。）は、公共の福祉のために、あまねく日本全国に

おいて受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送

番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、

あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的として、放送法に基づき設

立された法人である。                   （協会の沿革 資料１） 

 協会は、平成１８年度の事業運営にあたり、一連の不祥事等を理由とする受信料の支払

い拒否・保留がなお相当数あるなど厳しい経営環境の下で、「平成１８年度～２０年度 

ＮＨＫ経営計画」を踏まえ、業務全般にわたる効率的な運営を図りつつ、事業計画の着実

な遂行に努めた。視聴者の負担する受信料によって支えられる公共放送の使命と責任を深

く認識し、視聴者の信頼と要望にこたえるべく、放送サービスの充実、視聴者との結びつ

きの強化、地上デジタルテレビジョン放送の推進と普及促進、海外への情報発信の強化、

調査研究の推進等各部門の事業活動を積極的に進め、放送を通じて国民生活の充実と文化

の向上に資するよう努めた。 

 

本年度における協会の業務運営の状況について次章以下に記述するが、これらを概観

すれば、次のとおりである。 

 

(1) 国内放送（第２章） 

地上放送では、テレビジョンにおいて、アナログ方式により総合放送（アナログ総合

放送）及び教育放送（アナログ教育放送）を実施するとともに、デジタル方式により総合

放送（デジタル総合放送）及び教育放送（デジタル教育放送）を、アナログ方式による放

送と同時同内容の放送として実施した。ラジオにおいて、アナログ方式により第１放送、

第２放送、ＦＭ放送を実施した。衛星放送では、デジタル方式により委託国内放送業務と

してハイビジョン放送（デジタル衛星ハイビジョン放送）、第１テレビジョン（デジタル
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衛星第１放送）、第２テレビジョン（デジタル衛星第２放送）を実施するとともに、アナ

ログ方式によりハイビジョン放送（アナログ衛星ハイビジョン放送）、第１テレビジョン

（アナログ衛星第１放送）、第２テレビジョン（アナログ衛星第２放送）を、デジタル方

式による委託国内放送業務としての放送と同時同内容の放送として実施した。 

 放送番組の実施にあたっては、視聴者の意向を積極的に受け止め、公共放送の使命に徹

し、公正な報道と多様で質の高い放送番組の提供に努めた。 

 地上放送については、テレビジョンにおいて、総合放送で、平日夜間のニュースを大幅

に刷新するとともに、多様なジャンルの番組を柔軟に編成する番組ゾーンを平日夜間に新

設した。教育放送では、平日夜間に福祉番組をシリーズで編成した。また、デジタルテレ

ビジョン放送で、高画質、高音質、高機能の特性を生かした放送を行った。ラジオにおい

ては、第１放送でニュースの拡充、第２放送で英語講座番組等の拡充、ＦＭ放送で平日の

深夜の音楽番組及び夜間のニュースを拡充した。地域放送については、地域に密着した放

送の充実に努めた。 

 衛星放送については、衛星ハイビジョン放送で、高画質、高音質の特性を生かした番組

を編成するとともに、午前及び夜間の編成の充実刷新を図った。衛星第１放送では、

ニュース・情報番組の充実強化を図った。衛星第２放送では、地上放送の難視聴解消に資

する番組を編成するとともに、夜間編成の刷新を図った。 

 テレビジョン放送の音声による補完放送としてステレオ放送、２か国語放送、解説放送

を、テレビジョン放送の文字・データ等による補完放送として字幕放送、データ放送、文

字放送を、ＦＭ放送の文字による補完放送として文字放送（ＦＭ文字放送）を、それぞれ

実施した。４月、地上デジタルテレビジョン放送のデータによる補完放送として、携帯端

末向けサービス「ワンセグ」を開始した。１９年３月３１日、ＦＭ文字放送のサービスを

終了した。 

放送時間（１日平均）は、テレビジョンで、アナログ総合放送２４時間００分、デジ

タル総合放送２３時間５６分、アナログ教育放送２１時間１９分、デジタル教育放送２１

時間１９分、衛星ハイビジョン放送２１時間１５分、衛星第１放送２３時間５８分、衛星
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第２放送２３時間５８分、ラジオで、第１放送２４時間００分、第２放送１９時間３９分、

ＦＭ放送２３時間５２分であった。 

 放送番組の編集にあたっては、国内番組基準に準拠するとともに、放送番組審議会等の

意向を尊重し、あわせて、世論調査結果、モニターによる番組評価等を通じて視聴者の意

向を的確に受け止めるよう努めた。放送番組の考査についても、国内番組基準にのっとり

厳正に行った。 

 このほか、放送を補完する観点から、放送番組補完インターネット利用計画に基づき、

インターネットホームページを利用した情報提供を行った。 

 

(2) 国際放送（第２章） 

 テレビジョン放送による委託協会国際放送業務（テレビジョン国際放送）については、

衛星を使用して、全世界に向けた同一の番組編成による放送として、１日平均２３時間 

５８分の放送を日本語及び英語により実施した。また、受信が容易で、現地の生活時間に

合わせた番組編成の放送として、北米向けに１日平均６時間０４分、欧州向けに１日平均

６時間３３分の放送を日本語及び英語により実施した。放送番組については、英語による

情報発信を強化するなど報道番組及びインフォメーション番組の充実刷新を図り、国際放

送にふさわしい番組を国内放送から抜粋して編成するとともに、国際放送独自の番組を編

成した。 

 国際放送（ラジオ国際放送）については、放送法に基づく国際放送実施命令によるもの

と一体として、世界の１７の放送区域に向け、１日６５時間（一般向け放送３１時間、地

域向け放送３４時間）を基本とする放送を２２の言語により、短波放送で実施した。放送

番組については、報道番組及びインフォメーション番組の強化を図り、内外の重要ニュー

スについて正確かつ迅速な放送に努めるとともに、日本及び日本人に対する理解促進に役

立つ番組等の実施に努めた。なお、中東・北アフリカ向けのアラビア語放送について、 

１６年４月に開始した臨時の放送時間拡大を１０月まで実施した。ラジオ国際放送の受信

状況の改善を図るため、ガボン・モヤビ中継局等からの海外中継放送を実施した。 
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 １０月、ラジオ放送による委託協会国際放送業務（衛星ラジオ国際放送）を開始し、衛

星を使用して、欧州及び中東に向けて、１日平均３０分の放送を、アラビア語により行っ

た。 

 また、国際理解の促進を図るとともに放送番組を補完する観点から、インターネット

ホームページにより国際放送のニュース等の提供を行った。 

 

(3) 放送番組の国際交流（第２章） 

 放送番組の国際交流を積極的に推進し、海外への番組提供のほか、放送番組の共同制作

や交換を行った。 

 衛星伝送による番組提供については、全世界をカバーする１日２４時間配信を実施し、

アジア・太平洋、南北アメリカ、欧州地域等の放送事業者等に対して提供を行った。 

 

(4) 調査研究（第３章及び第７章） 

 放送番組及び放送技術の両分野にわたって調査研究活動を推進した。放送番組について

は、テレビジョン・ラジオ番組の視聴率調査をはじめとする各種世論調査を行ったほか、

デジタル時代の放送に関する総合的な調査研究等を進めた。放送技術については、高臨場

感システムの実現に向けた研究、高度番組制作技術及び機動的報道技術の研究、ユビキタ

ス・ユニバーサルサービスの実現に向けた研究を進めた。 

 調査研究の成果は、放送の実施等にあたって活用したほか、シンポジウムや研究発表、

放送技術研究所の一般公開等により、広く一般に公表した。また、外部の研究機関等との

共同研究を進めるとともに、外部に対して各種の技術協力を行った。 

 

(5) 営業活動（第４章） 

 営業活動をめぐる状況が引き続き困難な状態にある中、放送受信契約の維持・増加と受

信料の確実な収納に全力で取り組むとともに、より効果的・効率的な営業活動を推進する

ため、クレジットカード継続払等の支払方法や同一生計支払割引制度を導入するなどの諸
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施策を実施した。 

 年度末における放送受信契約件数は、カラー契約２,４３０万（うち有料の受信契約は

２,３０４万）、普通契約３３万（同３０万）、衛星契約１,２９２万（同１,２８４万）、契

約総数３,７５５万（同３,６１８万）であった。年度内の増減は、衛星契約において３８

万（同３７万）の増加、契約総数において４万（同３千）の増加であった。 

 また、受信実態に関する情報等の提供を通じてアナログ周波数変更対策が円滑に行われ

るよう協力するとともに、高層建造物等による受信障害の予測、調査、改善方法の技術的

助言や協力を行うなど、放送の受信環境の維持改善のための諸活動を推進した。 

 

(6) 視聴者関係諸活動（第５章） 

 視聴者との結びつきをいっそう強化するため、視聴者関係業務を総合的に推進した。 

 広報活動として、事業運営や放送番組に関する広報を行うとともに、アナログ放送の円

滑な終了に向けた周知活動を行った。公共放送として視聴者に対する説明責務を果たす観

点から、ＮＨＫ情報公開基準に基づく情報公開を推進し、視聴者からの問い合わせに対す

る迅速かつ適切な情報提供に努めるとともに、放送、インターネットホームページ等の活

用により、事業活動や財務内容等に関する情報を積極的に提供した。視聴者からの文書開

示の求めに対しては、迅速かつ的確な対応を行うよう努めた。ＣＳ（お客さま満足）向上

活動を推進し、「ＮＨＫふれあいミーティング」を１,９７３回開催するとともに、視聴者

コールセンター等において視聴者の意見、要望、問い合わせ等に対する迅速かつ適切な対

応に努めた。年度を通じて視聴者から寄せられた意向は６２０万件であった。視聴者の意

見・要望については分析を行い、業務改善につなげるよう努めた。このほか、公開番組等

を全国各地で実施するとともに、放送番組の利用促進のための諸活動を推進した。 

 

(7) 放送設備の建設及び運用（第６章） 

 地上放送網の整備については、デジタル総合放送及びデジタル教育放送において札幌局、

広島局、福岡局等２３局及び中継局５８局を、デジタル総合放送において中継局１局を、
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それぞれ開設した。これにより、１２月には、全都道府県庁所在地において地上デジタル

テレビジョン放送が受信可能となった。アナログ周波数変更対策の一環として周波数変更

を行い、１９年３月をもって、放送局側の送信周波数の変更対策は終了した。ラジオでは、

第１放送１局を開設したほか、１局の開設準備を取り進めるとともに、１局の建設に着手

した。 

 衛星デジタルテレビジョン放送については、受託放送事業者である株式会社放送衛星 

システムに委託して実施するとともに、同社に対して、次期放送衛星の調達や放送衛星 

ＢＳＡＴ－２の運用に関する技術協力を行い、放送の安定的実施に万全を期した。 

 また、良質な放送を確保し、放送のデジタル化を推進するため、放送設備の改善及び老

朽設備の更新整備を進めた。特に、地上デジタルテレビジョン放送の全国展開に備え、ハ

イビジョン化整備を重点的に取り進めた。 

 放送会館については、徳島、鹿児島放送会館を完成したほか、秋田放送会館の建設工事

を取り進めた。 

   放送設備の運用については、年度末において、テレビジョンで、アナログ総合放送 

３,３３９局、アナログ教育放送３,２６４局、デジタル総合放送１２０局、デジタル教

育放送１１５局、アナログ衛星第１放送１局、アナログ衛星第２放送１局、アナログ衛

星ハイビジョン放送１局、ラジオで、第１放送２２７局、第２放送１４２局、ＦＭ放送

５２５局を運用した。 

 

(8) 業務組織・職員（第８章） 

 経営委員会は２５回開催され、法定議決事項について審議し、決定するとともに、その

他の基本的事項についても審議、検討を行った。審議状況については、議事録の公表や委

員長の報道機関への説明等により、情報の積極的な公開に努めた。コンプライアンスの徹

底を図るための取り組みを執行部に求めるとともに、執行部に対する目標管理・業績評価

を導入した。 

 理事会は４８回開催され、協会の業務執行に関する重要事項について審議した。４月以
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降、議事録を公表した。 

 “約束”評価活動として、事業運営の目標の達成状況について視聴者の視点から評価し

た結果を事業運営の改善に役立てるＰＤＣＡ（Plan、Do、Check、Act）の取り組みを行い、

「ＮＨＫ“約束”評価委員会」の平成１７年度“約束”評価報告書で指摘された諸施策に

ついて事業運営の改善を図るとともに、１８年度の“約束”の達成状況評価を同委員会に

付託した。 

 ４月、報道局スポーツ報道センターの職員が不正に多額の出張旅費等を得ていた事案が

判明したことを受けて、全部局を対象に業務調査を行い、その結果を踏まえて改善策を実

施するとともに、内部監査の実効性向上のための施策を実施するなど、コンプライアンス

活動を推進した。 

 このほか、組織・業務体制の見直し、子会社等（放送法施行規則第１１条第１０号に定

める子会社、関連会社及び関連公益法人等）との効果的な連携等業務全般にわたって合理

的、効率的な運営に努め、要員については、「平成１８～２０年度 ＮＨＫ経営計画」に

掲げた職員削減の初年度として、業務の集約・再編成の実施、子会社の活用等の施策によ

り、３８５人の純減を行った。 

 

(9) 財政の状況（第９章） 

 収支（一般勘定）については、事業収入は６,４３２億円で、受信料収入の増加等によ

り予算に対し２１０億円の超過となった。事業支出は６,１９８億円で、業務全般にわた

る見直しを行い効率的な業務運営に努めたこと等により、２３億円の予算残となった。事

業収支差金は２３４億円となり、この全額を翌年度以降の財政安定のため繰り越すことと

した。翌年度以降の財政安定のための繰越金は、債務償還に使用した４９億円を差し引き、

当年度発生した２３４億円を加え、年度末において５５７億円となった。 

 

(10) 子会社等の概要（第１０章） 

子会社等のあり方について引き続き検討を行い、再編成に向けた諸準備を取り進めた。 
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 子会社等は、年度末において、３４団体であった。子会社等からの配当は３６億６千万

円、副次収入は６８億８千万円であった。 

 子会社等の事業については、子会社等の運営基準に基づき、経営上の重要事項について

の事前協議、外部監査法人による業務監査に加え、コンプライアンス推進のための施策を

行ったほか、役員の退任慰労金制度の廃止を推進するなど、子会社等の適切な管理に努め

た。さらに、経営情報を積極的に公開するよう指導した。 

 

 

 

 なお、１９年度における事業運営の重点は、次のとおりである。 

① “ＮＨＫだからできる”放送を通じた社会への貢献 

② 信頼される公共放送のための経営改革の推進 

③ 受信料の公平負担と効率的な契約収納活動に向けた取り組みの徹底 

④ 視聴者のみなさまとの結びつきの強化 

⑤ 海外への情報発信を強化 

⑥ 新たな放送サービスの開発や放送の発展に向けた調査研究の推進 

⑦ 徹底した業務改革とスリム化の継続 
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第２章 放送番組の概況 
 

１ 国内放送 

 (1) 番組の編成 

  ア 重点事項 

 放送番組の編集にあたっては、公共放送としての使命に徹し、信頼性あるジャーナリズ

ム機能と文化創造機能のいっそうの向上に努めつつ、公正な報道と多様で質の高い放送番

組の提供に努めた。 

 放送のデジタル化が本格化する中、視聴者の信頼と多様な要望にこたえるため、地上放

送、衛星放送各波の役割を明確にし、次の項目を年度重点事項として、放送番組のいっそ

うの充実に努めた。 

① テレビジョン総合放送の夜間の抜本的刷新と機動的で柔軟な編成 

② ニュース番組の大幅な刷新と緊急報道の充実・強化 

③ 時代を見据え、課題を掘り下げる大型企画番組の編成 

④ 視聴者の声を活かし、共に考える番組の充実 

⑤ 地域の多様な要望にこたえる地域放送番組の編成 

⑥ デジタル技術を活用した新しい公共放送サービスの実施 

⑦ 字幕放送の拡充など障害者向けサービスの充実 

⑧ ワールドカップサッカー・ドイツ大会放送の実施 

 ４月、地上デジタルテレビジョン放送において、携帯端末向けサービス「ワンセグ」を

開始した。 

 地上デジタルテレビジョン放送については、前年度に引き続き各地で順次放送を開始し、

１２月には全国の都道府県庁所在地で視聴可能となった。 

  イ テレビジョン 

  (ｱ) 地上放送 

 総合放送では、広く一般を対象に、国民の生活・視聴態様に対応して、報道、教育、教
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養、娯楽の各分野にわたり調和ある編成を行った。教育放送では、教育番組を中心とし、

教養番組を効果的に編成するとともに、報道番組若干を編成した。地域向けの放送として

は、地域に密着したニュース・情報番組を中心に編成するとともに、地域の実情に応じた

特集番組を随時編成した。デジタル総合放送及びデジタル教育放送については、高画質、

高音質、高機能の特性を生かし、それぞれアナログ総合放送及びアナログ教育放送と同時

同内容の放送（サイマル放送）を行った。デジタル放送においては、視聴者の多様な要望

にこたえるため、デジタル教育放送でハイビジョン放送１チャンネルを時間帯によって標

準テレビジョン放送２チャンネルに分割するなど、マルチ編成を行った。 

 本年度の開始に際し、番組改定を行い、総合放送で、平日夜間のニュースを大幅に刷新

するとともに、多様なジャンルの番組を柔軟に編成する１時間３０分の番組ゾーンを平日

夜間に新設するなど、ニュース・報道番組、教育番組、教養番組、娯楽番組の充実刷新を

図った。教育放送では、平日夜間に視聴者の声を活かす福祉番組をシリーズで編成するな

ど、学校教育番組、社会教育番組、教養番組等の充実刷新を図った。１０月、番組改定を

行い、総合放送で、夜間・深夜編成の刷新を行った。このほか、夏期特集として戦争と平

和を考えるさまざまな番組を編成するなど、年間を通じて特別編成を随時実施した。 

  (ｲ) 衛星放送 

 衛星ハイビジョン放送では、その普及に資するため、高画質、高音質の特性を生かした

番組を編成した。衛星第１放送では、内外の最新の動向を伝える番組やスポーツ番組を中

心に編成した。衛星第２放送では、地上放送の難視聴解消を目的として総合放送及び教育

放送の主な番組を編成するとともに、大型エンターテインメント番組をはじめとする衛星

独自番組を効果的に編成した。デジタル衛星ハイビジョン放送においては、ハイビジョン

放送とあわせて臨時に標準テレビジョン放送を行うマルチ編成を随時実施した。アナログ

衛星放送においては、それぞれデジタル衛星放送のサイマル放送を実施した。 

 本年度の開始に際し、番組改定を行い、衛星ハイビジョン放送では、午前及び夜間の編

成の充実刷新を図った。衛星第１放送で、ニュース・情報番組の充実強化を図った。衛星

第２放送では、“団塊の世代”に向けた番組を新設したほか、夜間の編成を刷新した。 
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１９年１月、番組改定を行い、衛星ハイビジョン放送では、内外の優れた文化・芸術を紹

介する番組の充実や平日夜間の編成の刷新を行った。衛星第１放送で、アジア情報を発信

する番組を新設するとともに、衛星第２放送では、視聴者の要望にこたえて過去の優れた

番組を紹介するアンコール番組を新設した。 

  ウ ラジオ 

 第１放送では、広く一般を対象に、聴取実態に応じて、報道、教育、教養、娯楽の各分

野の番組を編成し、特に、ラジオの機動性及び速報性を生かした弾力的編成を行った。第

２放送では、教育番組を中心とした全国同一放送として、対象となる聴取者層を明確にし

て編成した。ＦＭ放送では、高音質の特性を生かした音楽番組に重点を置いて編成した。

地域向けの放送としては、第１放送及びＦＭ放送において、地域の関心にこたえる番組を

編成した。 

 本年度の開始に際し、番組改定を行い、第１放送で、ニュースを拡充したほか、若者向

け番組を強化した。第２放送では、英語講座番組等を拡充した。ＦＭ放送では、平日の深

夜の音楽番組及び夜間のニュースを拡充した。 

  エ 補完放送 

  (ｱ) テレビジョン補完放送 

 テレビジョン放送の音声による補完放送として、ステレオ放送、２か国語放送、解説放

送を実施した。解説放送は、主として視覚障害者に向けて編成した。 

 テレビジョン放送の文字・データ等による補完放送として、字幕放送、データ放送、文

字放送を実施した。４月、地上デジタルテレビジョン放送のデータによる補完放送として、

地上デジタルテレビジョン放送１チャンネルの周波数帯域１３セグメントのうち１セグメ

ントを用いて、携帯電話一体型のデジタル放送受信機等、主に携帯端末に向けたサービス

「ワンセグ」を開始した。字幕放送は、聴覚障害者・高齢者に向けて、ニュース・情報番

組を中心に、総合放送で拡充した。また、近畿地方、中部地方、九州地方、東北地方にお

いて、総合放送の一部の地域放送番組で字幕放送を実施した。 

 なお、補完放送のほか、地上及び衛星のデジタルテレビジョン放送各波において、番組
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情報を一覧できる番組ガイド（ＥＰＧ）を実施した。 

  (ｲ) ラジオ補完放送 

ＦＭ文字放送について、東京、大阪、名古屋等８放送局で放送を実施し、６項目の番

組を編成した。１９年３月３１日、ＦＭ文字放送は、サービスを終了した。 

  オ 放送時間及び放送事項別比率 

 放送時間については、１日平均、テレビジョンで、アナログ総合放送２４時間００分、

デジタル総合放送２３時間５６分、アナログ教育放送２１時間１９分、デジタル教育放送

２１時間１９分、衛星ハイビジョン放送２１時間１５分、衛星第１放送２３時間５８分、

衛星第２放送２３時間５８分、ラジオで、第１放送２４時間００分、第２放送１９時間 

３９分、ＦＭ放送２３時間５２分であった。また、字幕放送は、１週間平均、アナログ総

合放送７１時間１２分、デジタル総合放送７１時間１２分、アナログ教育放送４２時間 

４７分、デジタル教育放送４２時間４７分、デジタル衛星ハイビジョン放送５１時間０４

分、衛星第２放送４５時間２３分であった。 

 年間の放送事項別比率については、テレビジョンで、アナログ総合放送は報道    

４７.９％、教育１１.０％、教養２４.８％、娯楽１６.３％、デジタル総合放送は報道 

４８.０％、教育１１.０％、教養２４.７％、娯楽１６.３％、アナログ教育放送は報道 

３.８％、教育８１.２％、教養１５.０％、デジタル教育放送は報道３.８％、教育  ８

１.２％、教養１５.０％、衛星ハイビジョン放送は報道２５.２％、教育１２.９％、 教

養３７.１％、娯楽２４.８％、衛星第１放送は報道５５.９％、教育１０.２％、教養 ２

１.１％、娯楽１２.８％、衛星第２放送は報道１９.３％、教育３０.０％、教養  ２２.

４％、娯楽２８.３％、ラジオで、第１放送は報道５１.８％、教育３.０％、教養 ２２.

５％、娯楽２２.７％、第２放送は報道１４.３％、教育７０.１％、教養１５.６％、ＦＭ

放送は報道１７.０％、教育６.１％、教養３７.８％、娯楽３９.１％であった。 

（テレビジョン及びラジオの放送事項別放送時間及び比率 資料２、３） 

（テレビジョン補完放送の放送時間 資料４）（地域放送番組放送時間 資料５） 
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 (2) 番組の実施 

  ア 報道部門 

 ニュースをはじめ、内外の諸情勢を解明する各種の報道番組の充実を図り、特に、重要

ニュースの放送に際しては、臨機の編成による速報や重点的な報道に努めた。報道取材に

あたっては、国内外の緊急時における機動力の向上を図った。 

 テレビジョンにおいては、総合放送で、「ＮＨＫニュース おはよう日本」等を放送す

るとともに、「ニュースウオッチ９」、「スポーツ＆ニュース」等を新設した。衛星第１放

送では、「News Today 30 Minutes」、「アジアクロスロード」を新設した。ラジオにおいて

は、第１放送で、午後７時の「ニュース」を刷新するとともに、午前１時の「ニュース」

を拡充した。 

 秋田県の小学生連続殺害事件、村上ファンド代表逮捕、イラク派遣の陸上自衛隊撤収、

北朝鮮のミサイル発射と地下核実験、日銀の金利引き上げ、小泉総理大臣の靖国神社参拝、

秋篠宮悠仁親王誕生、自民党総裁選と民主党代表選、安倍内閣発足、福島・和歌山・宮崎

と相次いだ官製談合事件、アメリカ中間選挙、津波警報発令が相次いだ千島列島付近の地

震、能登半島地震等の重要ニュースの放送に際しては、特設ニュースの編成やニュース時

間の延長、関連番組の集中的な編成等により、迅速かつ正確で多角的な報道に努めた。 

 ＮＨＫスペシャルとして「ドキュメント北朝鮮」、「同時３点ドキュメント」、「小泉改革

５年を問う」、シリーズ「変貌する日米同盟」、「危機と闘う・テクノクライシス」、「北朝

鮮・ミサイル発射の衝撃」、「ワーキングプア～働いても働いても豊かになれない～」、「日

中は歴史にどう向き合えばいいのか」、「密着“ポスト小泉”の３００日～ドキュメント自

民党総裁選～」、「日本の縮図 １０００人にきく団塊の素顔」、「インドの衝撃」等を放送

した。クローズアップ現代として「エレベーター 揺らぐ安全」、「瀬戸際の北朝鮮～ミサ

イル発射の真意は～」、「金利はどうなるのか～検証・ゼロ金利解除～」、「変わらない 

“オウム”」、「見えない“いじめ”～子どもとどう向き合うか～」等を放送した。「日本の、

これから」として「米軍基地について考えたことはありますか」、「もう一度話そう ア 

ジアの中の日本」、「医療に安心できますか」、「“団塊”大量退職へ とことん話そう  
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２００７年問題」、「いじめ、どうすればなくせますか」等を放送した。ハイビジョン特集

として「日中戦争～兵士は戦場で何を見たのか～」、「翻弄
ほんろう

された亡命イラク人の街～アメ

リカ・ディアボーン～」等を、ＢＳ特集として「民衆が語る中国・激動の時代～文化大革

命を乗り越えて～」等を放送した。 

 このほか、特集番組として、「医師が足りない～崩壊する地域医療体制～」、「誰が支え

る？あなたの食卓～点検・農業改革～」等を放送した。 

 解説番組については、「視点・論点」等を放送するともに、総合放送で、「スポーツ＆ 

ニュース」に解説コーナー「時論公論」を設けた。このほか、複数の解説委員が各専門分

野から多角的にテーマを論じ合う「夜どおしナマ解説 どう読む２００７年の日本と世

界」を放送した。 

 手話を使った番組として、「ＮＨＫ手話ニュース８４５」、「週間手話ニュース」等を放

送した。 

 衆議院統一補欠選挙及び滋賀、長野等１１府県の知事選挙に際しては、政見・経歴放送

を行うとともに、開票速報及び選挙関連番組を放送した。 

 広報番組については、「あなたとＮＨＫ」、「見どころＮＨＫ」等を新設したほか、特集

番組を随時放送した。 

  イ 教育部門 

 学校教育番組については、テレビジョンにおいて、教育放送で、小学校向け番組として、

「道徳ドキュメント」、「理科５年 ふしぎワールド」、「理科６年 ふしぎ情報局」、「わか

る国語 読み書きのツボ ５・６年」を、中学校・高等学校向け番組として、ティーンズ

ＴＶ「地球データマップ」等を新設した。また、ＮＨＫ高校講座「数学基礎」を新設した。 

 社会教育番組については、テレビジョンにおいて、総合放送で、ＮＨＫアニメ劇場とし

て「少女チャングムの夢」を放送した。教育放送では、「アニメ ぜんまいざむらい」、

「クインテット プチ」、「味
み

楽
らく

る！ミミカ」、「一期一会 キミにききたい！」、「アニメ 

南の島の小さな飛行機 バーディー」等を新設した。また、語学講座として、「新感覚☆

キーワードで英会話」、「テレビで留学！コロンビア大学初級英語講座」を新設した。ＥＴ
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Ｖ特集として「学校が変わる 子どもが変わる～民間人校長・４年目の挑戦～」、「スクー

ルカウンセラーが見る子どもたちの心」等を放送したほか、特集番組として、「ブログ社

会の落とし穴」、「これが世界の教育番組だ」等を放送した。衛星ハイビジョン放送では、

「素敵にガーデニングライフ」等を放送した。衛星第２放送では、「ＢＳどーもくんワー

ルド」、「響け！みんなの吹奏楽」等を放送した。ラジオにおいては、第１放送で、「きら

り１０代！」を双方向番組として刷新するとともに、第２放送で、「レベルアップ英文法」、

「ものしり英語塾」、「徹底トレーニング英会話」を新設した。 

  ウ 教養部門 

 テレビジョンにおいて、総合放送で、「その時 歴史が動いた」等を放送するとともに、

「プレミアム１０」、「プライスの謎」、「ゆるやかナビゲーション ゆるナビ」、「ダーウィ

ンが来た！生きもの新伝説」、「飛び出せ！定年」、「ドキュメント７２時間」等を新設した。

ＮＨＫスペシャルとして「プラネットアース」、「恐竜ＶＳほ乳類 １億５千万年の戦い」、

「調査報告・劣化ウラン弾～米軍関係者の告発～」、「硫黄島玉砕戦～生還者 ６１年目の

証言～」、「満蒙開拓団はこうして送られた」、「日中戦争 なぜ戦争は拡大したのか」、「赤

ちゃん 成長の不思議な道のり」、「ラストメッセージ」、シリーズ「認知症 その時、あ

なたは」、「“学校”って何ですか？」等を放送した。にんげんドキュメントとして「眠ら

ない街の“肝っ玉園長”～新宿 ２４時間学童保育～」、「もう一度 海へ～海上保安官へ

の６か月～」、「空師～大樹と生きる仕事人～」、「ノッポさん ７２歳の詩
うた

」等を放送した。

また、特集番組として、「宇宙ロマン 星に秘められた４６億年の物語」、「彼は生きた～

小頭症被爆者・４７年の生涯～」、「７年ごとの成長記録 ２１歳～家族、そして私～」、

「青海チベット鉄道～世界の屋根２０００キロをゆく～」等を放送した。 

 教育放送では、「新日曜美術館」等を放送するとともに、知るを楽しむ「人生の歩き方」、

同「歴史に好奇心」、「しばわんこの和のこころ」、「美の壺」、「オーケストラの森」等を新

設した。このほか、特集番組として、「第３３回ＮＨＫ古典芸能鑑賞会」、「ＮＨＫ音楽祭

２００６ハイライト」等を放送した。 

 衛星ハイビジョン放送では、「毎日モーツァルト」、「人間力アップ 達人に学ぶ」、 
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「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン」、「双方向ライブ にっぽんのマ 

ジョリティー」等を新設するとともに、ハイビジョン特集として、「ビザンチン帝国」、

「ＳＬ復活 Ｃ５７１よ永遠に」、「あの夏 ６０年目の恋文」、「日本の名峰」、「千の風に

なって」、「五木寛之 ２１世紀・仏教への旅」等を放送したほか、特集番組として、「夢

の旅 にっぽん絶景百選」、新春ハイビジョン中継「フィレンツェ ルネサンス～美の女

神がほほえむ街～」等を放送した。 

 衛星第１放送では、「ＢＳ世界のドキュメンタリー」等を放送するとともに、「地球特派

員２００６」を新設した。特集番組として、ＢＳ特集「未来への提言」、同「インターネ

ットと放送の新時代」等を放送した。 

 衛星第２放送では、「おーい、ニッポン」等を放送するとともに、「にっぽん清流ワンダ

フル紀行」、「週刊お宝ＴＶ」、「ネクスト 世界の人気番組」を新設した。 

 ラジオにおいては、第１放送で、「ラジオ深夜便セレクション」を新設するとともに、

平日午後の「ラジオほっとタイム」枠内に「ビュッフェ１３１」を新設した。特集番組と

して、「鎌田實 いのちの対話」、「錦織健 オペラへの招待」、「２１世紀 日本の自画

像」等を放送した。第２放送では、特集番組として、「新春特集 輝け！チャレンジスピ

リット」、「新春・朗読への招待」等を放送した。 

  エ 娯楽部門 

 テレビジョンにおいて、総合放送で、「ＮＨＫのど自慢」、「ＮＨＫ歌謡コンサート」等

を放送するとともに、連続テレビ小説「純情きらり」、同「芋たこなんきん」、大河ドラマ

「風林火山」、「クイズ 日本の顔」、「謎のホームページ サラリーマンＮＥＯ」、「あの歌

がきこえる」、「クイズモンスター」等を新設した。木曜時代劇として「柳生十兵衛七番勝

負 島原の乱」、「次郎長 背負い富士」等を、土曜ドラマとして「ディロン～運命の犬」、

「ハゲタカ」等を、プレミアム１０として「ＰＯＰＪＡＭ ＤＸ．」等を放送した。この

ほか、特集ドラマとして、「介護エトワール」、正月時代劇「堀部安兵衛」等を、特集番組

として、「第３８回 思い出のメロディー」、「第５７回ＮＨＫ紅白歌合戦」等を放送した。 

 衛星ハイビジョン放送では、「シブヤらいぶ館」、「ウエンズデー Ｊ－ＰＯＰ」等を新
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設した。特集番組として、「吉田拓郎＆かぐや姫 ｉｎ つま恋 ２００６」、「東京ＪＡ

ＺＺ２００６」等を放送した。 

 衛星第２放送では、海外ドラマ「ＥＲXI 緊急救命室」、同「名探偵モンク３」、同「Ｆ

ＢＩ 失踪者を追え！２」等を新設した。特集番組として、「ＢＳ永遠の音楽大全集」、

「来日４０周年記念 ビートルズ・スペシャルナイト」等を放送した。 

 ラジオにおいて、第１放送で、「今夜も大入り！渋谷・極楽亭」を新設した。ＦＭ放送

で、「ひるのいこい」、「ひるの散歩道」を新設したほか、特集番組として、「きょうは一日

“みんなのうた”三昧
ざんまい

」等を放送した。 

オ スポーツ部門 

ワールドカップサッカー・ドイツ大会については、総合放送、衛星ハイビジョン放送、

衛星第１放送、ラジオ第１放送において、競技中継を合わせて６３７時間放送したほか、

関連番組を放送した。 

また、カタールで開かれたアジア競技大会、国民体育大会、全国高校野球選手権大会、

大相撲、プロ野球、プロサッカー、プロゴルフ、米大リーグ野球、駅伝、マラソン等の中

継を行った。 

このほか、テレビジョンにおいて、総合放送で、「サンデースポーツ」、ＮＨＫスペシ

ャル「ドイツＷ杯 日本代表“プレス”を磨け」、同「熱闘６１２球～早実ＶＳ駒大苫小

牧～」、クローズアップ現代「オシムからのメッセージ」、同「日ハム優勝に秘密あり」、

にんげんドキュメント「白鵬～“綱”に挑んだ１５日～」等を放送した。また、衛星ハイ

ビジョン放送で、ハイビジョン特集「ディープインパクト～空飛ぶサラブレッドの軌跡

～」等を、衛星第１放送で、ドキュメントスポーツ大陸「松井秀喜 復活までの１２５

日」等を放送した。 

  カ 地域放送 

 県域又は広域に向けた放送として、地域に密着したニュース・情報番組、気象情報、教

養番組等の充実に努めた。 

 テレビジョンにおいて、総合放送で、午前の情報番組として、「情報テラス東北」、「も
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うすぐ山梨のおひる」、「みやざき情報ひろば」、「りっかりっか沖縄」等を新設した。 

 また、ホンネで北海道「どうする？就職しない若者たち」、徹底討論・どうする信州

「新知事に問う 県政のこれから」、東海のこれから「どう減らす 交通事故死」、かんさ

い特集「ＪＲ福知山線事故１年」、九州沖縄スペシャル「討論 福岡市・五輪誘致」等の

地域が直面している課題等を取り上げる多様な番組を特集番組として放送した。 

 デジタル総合放送では、開局記念番組として、北海道スペシャル「ふるさとの宝 北海

道遺産」、「ちゅうごく とっておきの旅スペシャル」、四国スペシャル「霊峰・石鎚」等

を放送した。 

 このほか、津波警報が出された千島列島付近の地震、震度６強を記録した能登半島地震、

西日本を中心に大きな被害をもたらした台風１３号等の災害の発生に際しては、随時地域

向けのニュースを放送したほか、常時文字情報を挿入することにより、きめ細かな生活関

連情報等を提供した。 

 ラジオにおいては、第１放送で「午後のひととき木曜ラジオ」（中部地方）、ＦＭ放送で

「ＦＭやまぐち広場」、「うちなあジョッキー」（沖縄県域）等を新設した。 

 なお、テレビジョン総合放送において、「ＮＨＫネットワーク５４」で、九州沖縄金曜

リポート「勝ちにこだわれ～王ホークス 日本一奪還への始動～」、北海道クローズアッ

プ「再生できるか ばんえい競馬」等、各放送局が制作した地域放送番組を全国に紹介し

た。 

  キ 補完放送 

  (ｱ) テレビジョン放送の音声による補完放送 

 「きよしとこの夜」、「Ｎ響アワー」、スポーツ中継等でステレオ放送を、「ＮＨＫニュー

ス７」、海外ドラマ等で２か国語放送を、連続テレビ小説、「きょうの健康」等で解説放送

を実施した。デジタル放送においては、米大リーグ野球中継等の２か国語放送や、連続テ

レビ小説、大河ドラマ等の解説放送を、それぞれステレオ放送で実施した。また、地上放

送において、ラグビー中継で、ルール説明等を交えた実況を行う解説放送を実施した。 

 なお、高音質のＢモードステレオ放送については、地上デジタル放送及び衛星放送各波
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において、「名曲アルバム」等の音楽番組で実施した。臨場感あふれる５.１チャンネルサ

ラウンド放送については、地上デジタル放送及びデジタル衛星ハイビジョン放送において、

「ＮＨＫ歌謡コンサート」等で実施した。 

  (ｲ) テレビジョン放送の文字・データ等による補完放送 

 字幕放送については、総合放送、教育放送、デジタル衛星ハイビジョン放送、衛星第２

放送において、連続テレビ小説、「ニュースウオッチ９」、「ためしてガッテン」、大相撲中

継等で実施したほか、ワールドカップサッカー・ドイツ大会中継、プロ野球中継、米大リ

ーグ野球中継等で随時実施した。 

 データ放送については、デジタル総合放送において、全国及び地域向けの「ニュース」、

「気象情報」のほか、地域ごとの番組として、「首都圏くらしガイド」（関東地方）、「ふる

さと 東北の温泉」（東北地方）、「のりものinfo」（福岡、熊本、鹿児島、大分、佐賀の各

県域）等を放送した。デジタル教育放送において、「健康Ｑ＆Ａ」等を放送した。４月に

開始した携帯端末向けサービス「ワンセグ」においては、デジタル総合放送及びデジタル

教育放送の放送内容のサイマル放送を実施するとともに、デジタル総合放送の全国向け放

送のデータ放送の一部を抜粋して「ニュース」、「気象情報」等を放送した。デジタル衛星

ハイビジョン放送において、「ニュース」、「気象情報」等を放送したほか、ワールドカッ

プサッカー・ドイツ大会や全国高校野球選手権大会に際しては、番組に連動した関連情報

を提供した。また、デジタル総合放送及びデジタル衛星ハイビジョン放送において、「台

風情報」、「大雨情報」、「地震・津波情報」を随時放送した。このほか、デジタル衛星ハイ

ビジョン放送において、「にっぽんのマジョリティー」等で、デジタル総合放送等におい

て、「第 ５７回ＮＨＫ紅白歌合戦」で、データ放送の双方向機能を活用した放送を行っ

た。 

 文字放送については、アナログ総合放送において、ニュース、地域情報等を放送したほ

か、全国高校野球選手権大会に際し、特集番組を放送した。 

（テレビジョン文字放送番組表 資料６） 

  (ｳ) ＦＭ文字放送 
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 ニュース、気象情報、地震情報等の放送を行った。 

  ク 緊急警報放送 

 １１月１５日、千島列島を震源とする地震により、１９年１月１３日、千島列島東方を

震源とする地震により、いずれも北海道太平洋沿岸東部、オホーツク海沿岸地域に津波警

報が発令されたことに伴い、それぞれテレビジョン・ラジオ全波で緊急警報放送を実施し

た。 

  ケ 番組制作の委託 

 コンパクトな番組制作体制の下で多様で質の高い放送番組を安定的に確保するため、

「スタジオパークからこんにちは」、「趣味の園芸」、「テレビスポーツ教室」等で、一部の

番組制作を子会社等に委託した。 

 また、番組のいっそうの多様化を図るため、外部の制作プロダクションから広く番組企

画提案を募集し、番組制作を委託した。子会社を通じて、木曜時代劇「ちいさこべ～若棟

梁と九人の子～」、ハイビジョン特集「あの夏～６０年目の恋文～」、「ゆるやかナビゲー

ション ゆるナビ」等の全部又は一部の番組制作を委託するとともに、６月、外部の制作

プロダクションに対し直接委託する方式を導入することとし、７月以降３回にわたって企

画募集を行い、「サイドマン ブルース」等８番組の番組制作を委託した。委託にあたっ

ては、下請法に準拠した手続きをとるとともに、「番組制作委託取引に関する自主基準」

に基づき実施し、公正性・透明性をいっそう高めるよう努めるとともに、「新放送ガイド

ライン」を周知し、公共放送としての質の確保に努めた。 

（番組制作委託取引に関する自主基準 資料７） 

  コ 地上デジタル音声実用化試験放送への参画 

 地上デジタル音声放送の普及・発展に資するため、社団法人デジタルラジオ推進協会に

参加して、高音質、高機能の特性を生かした番組の開発を推進するとともに、同法人が行

う実用化試験放送に対し、１日あたり東京で１０時間、大阪で８時間の番組提供を行った。 

 

 (3) 放送番組審議会等 
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 中央放送番組審議会は１１回開催され、会長の諮問に応じて、平成１９年度国内放送番

組編集の基本計画について審議し、答申を行ったほか、新設番組「地域発！どうする日

本」をはじめ、放送番組全般について意見交換を行った。各地方放送番組審議会はそれぞ

れ１１回開催され、会長の諮問に応じて、平成１９年度各地方向け地域放送番組編集計画

について審議し、答申を行ったほか、各地方向け地域放送番組等について意見交換を行っ

た。各審議会の答申や議事の概要等については、全国向け又は各地方向けの放送やイン 

ターネットホームページへの掲載等により公表した。なお、審議の充実に資するため、視

聴者意向の概要を各審議会に毎回報告した。           （委員名 資料８） 

 放送番組の企画及び実施にあたっては、教育放送企画検討会議等部外委員による番組専

門委員会における検討を参考にした。 

 

 (4) 放送番組の考査 

 国内番組基準にのっとり、放送番組の事前考査及び放送時の考査を実施し、人権の尊重

や放送倫理の徹底等放送番組の向上に資するよう努めた。考査結果については、速やかに

放送現場への周知を行った。 

 考査にあたっては、部外のモニターによる番組評価を参考にした。モニターによる番組

評価は放送現場にも周知し、視聴者の意向が放送番組に反映されるよう努めた。 

 

 (5) 放送番組等の保存と公開 

 放送番組の再利用等を容易にするため、放送番組等の体系的な保存に努めた。埼玉県川

口市で、放送番組等の保存、管理、活用を一元的に行うＮＨＫアーカイブスを運用した。

このほか、日本の優れた文化遺産、人物、事件等の映像・音声記録の保存を行った。保存

した放送番組等は、「ＮＨＫアーカイブス」等の放送番組において活用した。 

 保存した放送番組の一部については、一般公開用に必要な権利処理を行い、サーバーに

保存された映像を専用端末で視聴できる番組公開ライブラリーにより公開を行った。同ラ

イブラリーについては、新たに松江放送局、千葉放送局等に端末を設置し、横浜放送局を
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除く全国の放送局及びＮＨＫアーカイブス等合わせて５６施設で公開した。また、１９年

２月、ＮＨＫアーカイブスに保存している全番組のリストを、インターネットホームペー

ジへの掲載により一般に公開した。 

 放送法第５条の規定に基づき、訂正・取消し放送の関係者等が内容を確認できるよう、

放送番組を保存した。なお、訂正・取消し放送の請求及び実施については、いずれも無か

った。 

 

 (6) 一般放送事業者への放送番組の提供等 

 一般放送事業者に対し、放送番組５,５００本、放送番組の編集に必要な資料１,３５０

件を提供した。財団法人放送番組センターに対し、同法人が行う一般放送事業者への放送

番組の貸出しのためテレビジョン番組４４本を提供したほか、同法人が行う放送番組ライ

ブラリー事業のため放送番組２００本を提供した。株式会社日本文字放送に対し資料の提

供を行った。また、放送大学学園に対し、資料１,６７８件を提供するとともに、ケーブ

ルテレビ事業者に対し、放送番組５,９６８本、ブロードバンド配信事業者に対し、放送

番組６８７本を提供した。 

 このほか、放送及びその受信の進歩発達に資するため、モバイル放送株式会社に対し、

１日あたり約８時間の番組提供を行った。 

 さらに、聴力障害者向けの字幕付きビデオの制作や、海外の日本人の視聴等に供するた

め、それぞれ関係する団体に対し放送番組の提供を行った。このほか、番組複製頒布事業

等のための放送番組二次使用申し込みにも応じた。 

 

 (7） 番組の受賞 

 バンフテレビ祭において、ＮＨＫスペシャル「立花隆 最前線報告 サイボーグ技術が

人類を変える」がポピュラーサイエンス・ナチュラルヒストリー番組部門で、部門最優秀

のロッキー賞を受賞した。 

 イタリア賞において、ＦＭシアター「シリーズベトナムの現代文学 戦争の悲しみ」が
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ラジオ翻案ドラマ番組部門で、イタリア賞を受賞した。 

 ＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）賞において、土曜ドラマ「氷壁 第２回 生死を賭け

た挑戦」がテレビドラマ番組部門で、ＮＨＫスペシャル「ひとり団地の一室で」がテレビ

ニュース番組部門で、ＦＭシアター「はるさんの日記」がラジオドラマ番組部門で、それ

ぞれＡＢＵ賞を受賞した。 

 芸術祭において、ＮＨＫスペシャル「日中戦争 なぜ戦争は拡大したのか」がテレビ部

門で芸術祭大賞を受賞したほか、土曜ドラマ「マチべン 第４回」及びプレミアム１０

「この世界に 僕たちが生きてること」がテレビ部門で、ＦＭシアター「夕凪の街 桜の

国」、「シリーズ・ドイツの現代文学 黙って行かせて」、「なにわのチンドン２５年」がラ

ジオ部門で、それぞれ優秀賞を受賞した。 

 放送文化基金賞において、ＮＨＫスペシャル「被爆者 命の記録～放射線と闘う人々の

６０年～」がテレビドキュメンタリー番組部門で、土曜ドラマ「クライマーズ・ハイ（前

編）」がテレビドラマ番組部門で、それぞれ本賞を受賞した。 

 「地方の時代」映像祭において、ＮＨＫスペシャル「ひとり団地の一室で」がグランプ

リを、ハイビジョン特集「イナサ～風と向き合う集落の四季～」が優秀賞を受賞した。 

 

 (8) 放送を補完するインターネット利用による情報提供 

 放送を補完する観点から、インターネットホームページを利用した情報提供を行った。 

 実施にあたっては、総務省の「日本放送協会のインターネット利用に関するガイドライ

ン」を踏まえ、「平成１８年度放送番組補完インターネット利用計画」を策定し、その分

野、態様、規模を公表した。同計画に基づき、全国・地域のニュース・気象情報、学校放

送番組「たったひとつの地球」、語学番組「スーパーえいごリアン」等を二次利用した動

画・音声・文字情報等の提供を行うとともに、「きょうの健康」、「きょうの料理」、福祉番

組、気象情報等の番組関連情報の提供を行った。 

 提供にあたっては、利用者の便宜を図る観点から、パソコンに限らず、インターネット

接続機能付きのデジタルテレビジョン受信機、携帯電話等多様な端末からの利用が可能と
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なるよう、さまざまな端末に対応したホームページを整備した。なお、携帯電話からの利

用については、携帯電話事業者の公式メニューから利用できるホームページを整備すると

とともに、「ワンセグ」受信機能付き端末のデータ表示画面から直接アクセス可能な方式

を導入した。 

 

 (9) その他 

 ４月、「スーパーライブ ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」（１８年１月１９日放送）の映像

の中に、光点滅の回数が社団法人日本民間放送連盟と共同で定めた「アニメーション等の

映像手法に関するガイドライン」に定める数値基準を超えているものがあったことが判明

し、９月、「光点滅ガイドラインの運用内規」を新たに定めるなど、再発防止措置を講じ

た。 

 日本民間放送連盟と共同で設立した「放送倫理・番組向上機構」（ＢＰＯ）の運営に協

力するとともに、その取り組みについて放送による周知を行うなど、その活動に資するよ

う努めた。１９年１月明らかになった一般放送事業者による番組捏造問題を受け、再発防

止を図る観点から、外部の専門家による審議機関の新設等を柱とするＢＰＯの機能強化策

について、３月、協会は日本民間放送連盟及びＢＰＯとの間で基本合意を行った。 

 

２ 国際放送 

 (1) テレビジョン国際放送 

  ア 番組の編成 

 テレビジョン国際放送については、全世界に向け、デジタル方式で、日本語及び英語に

より、衛星を使用して実施した。 

 全世界に向けた同一の番組編成による放送については、３つの衛星（インテルサット８、

９、１０号機）を使用して実施した。また、受信が容易で、現地の生活時間に合わせた番

組編成の放送については、北米向けの放送及び欧州向けの放送を、それぞれ地域衛星（エ

コースター１、３、７、９号機、ホットバード６号機）を使用して実施した。 
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 放送番組の編集にあたっては、諸外国の日本への理解を深め、国際交流の発展に寄与す

るよう、外国人に対する放送サービスを強化するとともに、海外の日本人に対し幅広い情

報を提供するため、次の項目を年度重点事項として、放送番組のいっそうの充実に努めた。 

① ニュースの刷新・強化 

② 英語による情報発信の充実 

 放送番組については、国際放送独自の番組を編成するとともに、国際放送にふさわしい

番組を国内放送番組から抜粋して編成した。 

 本年度の開始に際し、番組改定を行い、日本及びアジアの情報を伝える英語ニュースを

刷新したほか、英語による番組を拡充するなど、報道番組及びインフォメーション番組の

充実刷新を図った。１０月、番組改定を行い、英語によるニュース・情報番組を刷新した。  

 放送時間は、１日平均、全世界に向けた放送２３時間５８分、北米向け放送６時間  

０４分、欧州向け放送６時間３３分であった。また、年間の放送事項別比率は、年度平均、

報道６６.８％、インフォメーション３３.２％であった。 

 英語による番組の拡充を推進し、全世界に向けた放送の１週間の放送時間のうち英語ま

たは英語の字幕による番組の放送時間が占める比率（英語化率）を、１０月の番組改定に

おいて７３％とした。 

  イ 番組の実施 

 全世界に向けた放送においては、国際放送独自制作の英語番組として、１日の出来事を

まとめて伝える英語ニュース「News Today 30 Minutes」、各界の専門家が国内外の時事を

分かりやすく伝える「Insight & Foresight」、さまざまな分野で活躍する日本人を紹介す

る「Maverick Minds of Japan」、外国人リポーターが日本の暮らしや文化を紹介する

「Nippon Out & About」を新設したほか、新設番組「ニュースウオッチ９」や「経済羅針

盤」、「プロフェッショナル 仕事の流儀」、「デジタル・スタジアム」、「ＮＨＫスペシャ

ル」等の国内放送番組に新たに英語を付加するなど、英語による情報発信を強化した。 

１０月には、国際放送独自制作の英語番組として、日本のビジネスの最新情報を追う

「JAPAN BIZ CAST」、東京を中心とした最新流行情報を紹介する「TOKYO EYE」、世界の気
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象情報を英語で解説する「World Weather」を新設したほか、「NHK NEWSLINE」では経済情

報を強化するなど、英語情報のいっそうの充実を図った。 

 日米首脳共同会見、北朝鮮のミサイル発射と地下核実験、小泉総理大臣の靖国神社参拝、

安倍内閣発足、タイで発生したクーデター、能登半島地震等国内外の重要ニュースの放送

にあたっては、国内放送番組の臨機の編成や独自番組・英語字幕ニュースにより、英語及

び日本語による正確かつ機動的な報道に努めた。また、南太平洋トンガ沖地震や千島列島

沖地震の際に出された津波監視情報について、迅速に伝えた。 

 このほか、特集番組として、ＢＳフォーラム「世界はムラカミハルキをどう読むか」、

「アジア経済 発展の鍵は～ダボス会議東京会合～」、「日本人の知らない日本へ～世界遺

産・紀伊半島の霊場と参詣道への旅～」、「大相撲 ２００７～グローバル化進む土俵～」、

放送記念日特集「情報発信に世界が動く～国際放送新時代～」等を放送した。広島・長崎

における平和記念式典に際して、英語及び日本語による中継を行ったほか、関連番組とし

て「世界へ“ヒロシマ”を語り継ぎたい～８か国 若者たちの朗読劇」、「国境を越えて

“ナガサキ”を伝えたい～最先端技術が伝える原爆の恐怖」を放送した。 

 北米向け放送及び欧州向け放送では、「ニュースウオッチ９」、「スポーツ＆ニュース」、

「News Today 30 Minutes」を新設し、ニュース・情報番組の拡充を図った。 

 

 (2) ラジオ国際放送 

  ア 番組の編成 

 ラジオ国際放送については、放送法に基づく国際放送実施命令によるものと一体として、

世界の１７の放送区域に向け、１日６５時間（一般向け放送３１時間、地域向け放送３４

時間）を基本とする放送を２２の言語により、八俣送信所及び海外中継局からの短波放送

で実施した。なお、実施命令の内容については、時事等に関する報道及び解説を放送する

こと等に加え、１１月、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意することが追加された。 

 放送番組の編集にあたっては、諸外国の日本への理解を深め、文化及び経済の国際交流

の発展に寄与するとともに、海外の日本人に対する放送サービスの強化を図るため、次の
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項目を年度重点事項として、放送番組の充実に努めた。 

① 海外の日本人に向けた情報の充実・強化 

② 日本の理解を助ける英語による情報番組の充実 

③ 国際相互理解に役立つ番組の新設・強化 

④ 内外の重要問題に関する日本の見解及び世論の動向の正確な報道 

 本年度の開始に際し、番組改定を行い、一般向け放送において、日本語放送で、ラジオ

第１放送との同時放送の枠を増設し、海外の日本人に役立つ情報を充実させたほか、英語

放送で、日本の最新音楽情報を紹介する番組や世界各地の聴取者を結ぶ双方向番組を新設

するなど、報道番組、インフォメーション番組及び娯楽番組の充実刷新を図った。地域向

け放送において、日本やアジアの最新情報を伝える番組を刷新し、報道番組及びインフォ

メーション番組の充実を図った。 

 なお、地域向け放送のうち、中東・北アフリカ向けのアラビア語放送については、１６

年４月に開始した臨時の放送時間拡大を１０月２９日まで実施した。 

 放送時間は、１日平均６５時間０８分（一般向け放送３１時間００分、地域向け放送 

３４時間０８分）であった。また、年間の放送事項別比率は、報道６７.４％、インフォ

メーション３０.９％、娯楽１.６％であった。 

（ラジオ国際放送の放送事項別放送時間及び比率 資料９） 

  イ 番組の実施 

  (ｱ) 報道部門及びインフォメーション部門  

 報道部門では、一般向け放送において、英語放送で、「Japan & the World 44 

Minutes」を刷新した。日米首脳共同会見、北朝鮮のミサイル発射と地下核実験、小泉総

理大臣の靖国神社参拝、安倍内閣発足、タイで発生したクーデター、能登半島地震等国内

外の重要ニュースの放送に際しては、一般向け放送及び地域向け放送において、正確かつ

迅速な放送に努めるとともに、日本の立場を明らかにした見解等を随時報道したほか、世

論の動向を正しく伝えるよう努めた。また、南太平洋トンガ沖地震や千島列島付近の地震

の際に出された津波監視情報について、迅速に伝えた。 
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 インフォメーション部門では、一般向け放送において、英語放送で、世界各地の聴取者

を結ぶ双方向番組「World Interactive」を新設した。 

 両部門にまたがる番組として、地域向け放送において、日本やアジアの最新情報を世界

の動向とあわせて詳しく伝える「ラジオジャパンフォーカス」に、日本在住の外国人から

見た日本の姿を伝える「日本新発見」のコーナーを新設した。 

 このほか、特集番組として、報道部門で、一般向け放送において「ヒロシマの手帳」を、

両部門にまたがる番組として、一般向け放送において「まあるい地球は誰のもの」を、地

域向け放送において「ワールドミュージックに新風～５人の日本人アーティストたち～」

（２１言語）及び「あらしのよるに～あなたと綴
つづ

る物語」（２１言語）を、それぞれ放送

した。 

 なお、両部門を通じて、一般向け放送において、日本語放送で、ラジオ第１放送との同

時放送により「こんにちは！８０
はちまる

ちゃんです」、「ラジオ深夜便」、「地球ラジオ」、大相撲、

全国高校野球選手権大会決勝戦等を放送した。 

  (ｲ) 娯楽部門 

 一般向け放送において、英語放送で、日本の最新音楽情報を紹介する「Countdown 

Japan」を新設した。また、日本語放送で、ラジオ第１放送との同時放送により「きらめ

き歌謡ライブ」、「第５７回ＮＨＫ紅白歌合戦」等を放送した。 

  ウ 海外中継放送 

 受信状況の改善を図るため、ガボン・モヤビ中継局から、欧州向け、アフリカ南部向け

に１日５時間、カナダ・サックビル中継局から、北米東部向け、北米西部向けに１日９時

間、仏領ギアナ・モンシネリ中継局から、南米東部向け、南米西部向け、中米向けに１日

７時間３０分（１０月２９日午前１０時からは１日２時間）、スリランカ・エカラ中継局

から、南西アジア向け、中東・北アフリカ向け、大洋州向けに１日７時間、イギリス中継

局（スケルトン、ウーハートン、ランピシャムの３か所）から、欧州向け、中東・北アフ

リカ向けに１日１０時間、シンガポール・クランジ中継局から、インドシナ半島向け、大

洋州向け、南西アジア向けに１日１７時間、英領アセンション島・アセンション中継局か
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ら、アフリカ中部向け、アフリカ西部向け、南米東部向けに１日８時間３０分、アラブ首

長国連邦・ダバヤ中継局から、中東・北アフリカ向け、欧州向けに１日７時間、オランダ

領ボネール島・ボネール中継局から、南米向けに１日３時間（１０月２９日午前１０時か

らは１日４時間）の放送を実施した。 

（ラジオ国際放送の中継放送時間（１日）の推移 資料１０） 

 これらのうち、サックビル中継局、クランジ中継局、アセンション中継局からの放送の

一部は年度を通じて、モンシネリ中継局からの放送は１０月２９日午前１０時まで、それ

ぞれ外国放送事業者との交換中継方式により実施した。 

 

 (3) 衛星ラジオ国際放送 

 １０月３０日、衛星ラジオ国際放送を開始し、欧州及び中東に向けて１日平均３０分の

放送を、アラビア語により、３つの地域衛星（ホットバード６号機、ナイルサット１０１

号機、バドル４号機）を使用して実施した。 

 放送番組は、ラジオ国際放送における中東・北アフリカ向けのアラビア語による地域放

送と同内容により実施した。 

 

 (4) 放送番組審議会 

 国際放送番組審議会は１１回開催され、会長の諮問に応じて、平成１９年度国際放送

（テレビジョン・ラジオ）の放送番組編集の基本計画について審議し、答申を行ったほか、

新設番組「Your Japanese Kitchen」をはじめ、放送番組全般について意見交換を行った。

審議会の答申や議事の概要等については、放送やインターネットホームページへの掲載等

により公表した。なお、審議の充実に資するため、視聴者意向の概要を審議会に毎回報告

した。                           （委員名 資料１１） 

 

 (5) 放送番組の考査 

 国際番組基準にのっとり、放送番組の考査を実施し、番組の向上に資するよう努めた。
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考査結果については、速やかに放送現場への周知を行った。 

 考査にあたっては、国内外の番組モニターによる評価のほか、視聴者から寄せられた意

向を参考にした。モニターによる番組評価は放送現場にも周知し、視聴者の意向が放送番

組に反映されるよう努めた。なお、ラジオ国際放送の番組モニターについては、使用言語

ごとに委嘱を行った。 

 

 (6) 受信状況、反響等 

  ア 受信状況 

 ラジオ国際放送の八俣送信所からの放送については、アジア大陸、東南アジア、大洋州

地域では、おおむね安定した受信状態であった。欧州、北米、ハワイ、中米、南米、南西

アジア、極東ロシア地域では、場所、時期、時間帯等により良好な受信状態と不安定な受

信状態に分かれた。中東・北アフリカ、アフリカ地域では、中位以下の受信状態となるこ

とが多かった。海外の中継局からの中継放送は、対象となる各地域において、おおむね良

好な受信状態であった。 

  イ 反 響 

 国際放送に対して寄せられた視聴者からの投書は、約３万９千通であった。 

 テレビジョン国際放送については、「Weekend Japanology」、「TOKYO EYE」等、日本の文

化や最新流行情報を伝える番組が好評だった。また、番組内容や受信方法の問い合わせ、

番組編成についての要望が寄せられた。 

 ラジオ国際放送については、各言語によるニュース・番組について、公平さや正確さを

評価する意見が多く寄せられたほか、「ヒロシマの手帳」、「あらしのよるに～あなたと綴
つづ

る物語」等の特集番組に、多くの反響が寄せられた。 

 このほか、全般を通じて、北朝鮮のミサイル発射と地下核実験、安倍内閣発足、タイで

発生したクーデター、千島列島付近の地震等のニュースには特に視聴者の関心が高く、迅

速で的確な放送を評価する意見が寄せられた。 

  ウ 周知及び視聴促進 
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 番組情報等の周知については、国際放送のほか、インターネットホームページやファッ

クスにより実施した。また、番組表の空港等での配布を行うとともに、海外関係公的機関、

海外進出企業等へ番組表・パンフレット等を提供したほか、成田国際空港でのＰＲビデオ

の上映等により、国際放送の周知及び視聴促進に努めた。 

 

 (7) 中継国際放送 

 ラジオ国際放送に係る八俣送信所からの中継国際放送については、カナダ放送協会の委

託による放送を東南アジア及びアジア大陸向けに１日６時間、イギリス放送協会の委託に

よる放送をアジア大陸向けに１日１０時間、それぞれ年度を通して実施するとともに、ラ

ジオ・フランス・アンテルナシオナルの委託による放送を１０月２９日午前１０時まで東

南アジア及びアジア大陸向けに１日７時間３０分実施した。 

 

 (8) インターネット利用による情報提供 

 国際理解の促進を図るとともに放送番組を補完する観点から、インターネットホームペ

ージにより国際放送のニュース・情報番組等の提供を行った。２２の言語による音声ニュ

ースのほか、英語、アラビア語、中国語等８言語の文字ニュース、英語による動画ニュー

ス・情報番組、２１言語の音声・文字による日本語講座番組等の提供を実施した。文字ニ

ュースについては、１１月から１９年２月にかけて、インターネット接続機能付きの携帯

電話向けにも、英語、スペイン語等５言語について順次提供を開始した。 

 また、海外の日本人の生命・財産を守る観点から、「海外安全情報」を日本語音声と動

画により提供した。 

 

 ３ 放送番組の国際交流 

  (1) 海外への放送番組の提供等 

 外国放送事業者等への放送番組の提供を積極的に推進した。 

 このうち、衛星伝送による番組提供（ＮＨＫワールド・プレミアム）については、全世
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界をカバーする１日２４時間配信を実施し、「ニュースウオッチ９」、「世界ふれあい街歩

き」、「おかあさんといっしょ」、大河ドラマ「功名が」等を、アジア・太平洋、南北ア

メリカ、欧州地域等の１９６の放送事業者等に対して提供した。 

 また、財団法人ＮＨＫインターナショナル及び財団法人放送番組国際交流センターが行

う放送番組国際ライブラリー事業を通じて、放送番組１,７９２本を提供し、国際理解の

促進に資するよう努めた。 

 このほか、外国放送機関との相互協力の一環として、取材制作協力を行い、オバサン 

ジョ・ナイジェリア大統領の訪日、安倍内閣発足、東京国際映画祭、ＮＨＫ杯国際フィ 

ギュアスケート競技大会等に際して、外国放送事業者等に、スタジオ設備や衛星伝送に関

する便宜供与を行った。 

 

 (2) 放送番組の共同制作等 

 外国放送事業者等との放送番組の共同制作を実施し、ＮＨＫスペシャル「プラネット 

アース」、同「恐竜ＶＳほ乳類 １億５千万年の戦い」、ハイビジョンウィークエンドシア

ター「バレンボイムのベートーベン・プロジェクト マスタークラス」等を制作した。 

 外国放送事業者とのニュース素材、番組交換について、協力協定や協力覚書、ニュース

素材交換覚書に基づき、実施した。また、ＡＢＵ加盟の放送事業者と共同して行う番組交

換活動に参加するとともに、衛星伝送によるニュース素材交換（アジアビジョン）を実施

した。 

 なお、協会と協力協定や協力覚書、ニュース素材交換覚書を締結している外国放送事業

者等は、４８の国と地域の６５機関であった。 

 

 (3) 「日本賞」教育番組国際コンクール 

 １０月、第３３回「日本賞」教育番組国際コンクールを、東京において実施した。コン

クールには、６１の国と地域から１５２機関（２８０作品）が参加した。 
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第３章 放送番組に関する世論調査及び研究 
 

１ 放送番組に関する世論調査 

 各種世論調査を、質問用紙を配付して回収する方法、ＲＤＤ（ランダム・デジット・ダ

イヤリング）方式による電話法等により実施した。 

 (1) 視聴率調査 

 テレビジョン・ラジオ番組の全国個人視聴率調査については、４月及び６月にはそれぞ

れ３,６００人を対象に、１１月には５,４００人を対象に、それぞれ７日間にわたり実施

した。このうち、６月の調査の結果によると、協会のテレビジョン番組では、大河ドラマ

「功名が」、連続テレビ小説「純情きらり」、日曜午後８時４５分の「ニュース・気象情

報」、「ＮＨＫニュース７」､正午の「ニュース」等が高い視聴率を示した。ラジオ番組で

は、午前６時４０分の「ニュース・ビジネス展望」、午前６時３０分の「ラジオ体操」、午

前７時の「ニュース・スポーツニュース」、午前６時の「ニュース・スポーツニュース」

等が高い聴取率を示した。テレビジョンの視聴時間量（１日平均）は、３時間４３分であ

った。         （テレビジョン視聴時間量（１日平均）の推移 資料１２） 

 ６月、テレビジョン番組の幼児視聴率調査（東京３０キロ圏の幼児１,０００人）を実

施した。 

 

 (2) 放送意向調査 

 １０月、国民生活におけるインターネット利用の実態と変化をとらえるため、「ＩＴ時

代の生活時間」について、３,８２６人を対象に全国調査を実施した。１９年１月、デジ

タル放送等の先端的なメディア機器・サービスの利用意向と利用実態等を把握するため、

「日本人とメディア」について、２,０００人を対象に全国調査を実施した。１９年３月、

メディア環境が変化する中で、人々の情報に対する意識やテレビに求める機能を把握する

ため、「ネットワーク社会の中のテレビ」について、３,６００人を対象に全国調査を実施

した。 
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 (3) 国民世論調査 

 ７月、「日本人のモラル」について１,７３１人を対象に、１１月、「認知症」について

１,８５４人を対象に、「政府の役割」について１,８００人を対象に、１９年３月、「学校

教育」について２,７１７人を対象に、「日本人の好きなもの」について３,６００人を対

象に、それぞれ全国調査を実施した。 

 このほか、内閣支持率など国民の政治意識等について、毎月、約２,０００人を対象に

全国調査を実施した。 

 調査結果は、放送番組の制作及び編成にあたり活用した。 

 

 (4) 選挙世論調査 

 衆議院統一補欠選挙について、４月、千葉７区、１０月、神奈川１６区及び大阪９区で

それぞれ調査を実施した。 

 滋賀県（６月）、長野県（７月）、福島県・沖縄県（１１月）、山梨県・宮崎県・愛知県

（１９年１月）で、知事選挙について、福岡市（１１月）、北九州市（１９年１月）で、

市長選挙について、それぞれ調査を実施した。 

 調査結果は、選挙報道等にあたり活用した。 

 

２ 放送に関する調査研究 

 (1) デジタル時代の放送に関する調査研究 

 放送のデジタル化と放送・通信の融合・連携が進む中での放送のあり方に関する調査研

究を行い、国内の放送事業者や通信事業者が目指すサービスの方向性について調査した。

特に、地上デジタルテレビジョン放送の携帯端末向けサービス「ワンセグ」の利用実態の

調査と普及の課題の分析、メディアとしてのインターネットの検索機能とその課題に関す

る調査研究を行った。また、放送番組等のインターネットによる配信に関する研究を行い、

ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）等動画配信事業の現状と今後の可能性について、関係
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者のヒアリング等に基づいて調査を行った。 

 

 (2) 「日本人とメディア」に関する総合的な調査研究 

 メディアが多様化し、デジタル化が進む中で、デジタルメディアやサービスがどのよう

に広がり、人々のメディア選択、利用がどのように変化するのかについて、１９年１月に

実施した「日本人とメディア」の世論調査、携帯電話の利用動向に関するインターネット

調査や先端的なメディア機器・サービスの利用者に対するヒアリング調査の結果を踏まえ、

分析した。 

 

 (3) メディアと子どもに関する総合的な調査研究 

 テレビやビデオ等の映像メディアと子どもの発達との関係について、発達心理学、社会

心理学、小児科学等の研究者と共同して研究を進め、テレビ等の視聴実態の調査及び影響

の分析を引き続き行った。 

 

 (4) 教育番組及び障害者向け放送サービスに関する調査研究 

 小・中・高等学校及び幼稚園・保育所を対象に調査を行い、教育現場におけるメディア

利用の実態やニーズに関する調査研究を行った。 

 また、知的障害者を対象に調査を行い、障害者向け放送サービスの利用実態や課題につ

いて研究を進めた。 

 

 (5) 放送用語の調査研究 

 部外学識経験者等によって構成される放送用語委員会は１３回開催され、放送用語に関

する基本的事項、各種放送番組の用語や文章構成等について検討した。また、現代人の言

語意識や使用実態、外来語の発音・表記について総合的な調査研究を進めた。 

 

 (6) 内外の放送事情の調査研究 
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 主要各国の急速に変貌するメディアの状況や課題について調査研究を進め、特に、放送

のデジタル化に関連して、地上デジタルテレビジョン放送の進展とアナログ放送の終了、

携帯端末向け放送等について、世界の地域ごとに動向の分析を行った。また、公共放送に

関する視聴者の意識について、国際比較調査の結果の分析に基づき、研究を行った。 

 なお、「ＮＨＫ年鑑２００６」、「ＮＨＫデータブック世界の放送２００７」等を刊行し

た。 

 

３ 放送文化研究委員会 

 部外学識経験者によって構成される放送文化研究委員会は１回開催され、調査研究のあ

り方について検討し、助言を行った。             （委員名 資料１３） 

 

４ 調査結果及び研究成果の公表 

 調査の結果及び研究の成果は、「放送研究と調査」、「ＮＨＫ放送文化研究所年報」等を

通じて公表し、新聞社、通信社、一般放送事業者、図書館、大学、調査研究機関、関係官

庁等に送付したほか、インターネットホームページを活用し広く利用に供した。 

 ４月、研究発表会とシンポジウムを兼ねた「デジタル時代のテレビと視聴者」を、１９

年３月、研究発表会「公共放送の可能性と役割」を、それぞれ東京で開催するとともに、

山形、千葉、長野、愛知で「ＮＨＫ放送文化セミナー」を開催して研究成果の発表を行っ

たほか、関係の学会においても研究発表を行った。  

 放送博物館（東京都港区）においては、放送の発展の歴史や現状に関する資料の展示を

行った。 
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第４章 営業及び受信関係業務の概況 
 

１ 営業活動の実施状況 

 一連の不祥事等を理由とする受信料の支払い拒否・保留数が依然として高い水準にある

ことなど、営業活動が引き続き厳しい状況にある中、協会の業務運営と受信料制度に対す

る視聴者の信頼回復を重点として、放送受信契約の維持・増加と受信料の確実な収納に全

力で取り組んだ。 

 一連の不祥事等を理由とする受信料の支払い拒否・保留を表明した人等に対しては、昨

年度に引き続き全部門の職員が、訪問や電話により、協会の改革・再生へ向けた取り組み

等を説明し、支払い再開を求める活動を行うとともに、集金取扱者や専門のスタッフによ

る対策を実施した。 

 より効果的・効率的な営業活動を推進するため、６月、視聴者の利便性向上の観点から、

クレジットカード継続払等の支払方法を導入するとともに、１２月、親元を離れて暮らす

学生及び単身赴任者を対象とした同一生計支払割引制度を開始したほか、受信契約等の取

次業務について家電量販店、不動産会社、引越し会社等への法人委託を拡大するなどの施

策を実施した。同割引制度については、放送等を通じて周知に努めた。さらに、普通契約

のカラー契約への統合に向けた諸準備を取り進めたほか、事業所の受信契約の見直しに向

けた検討を行った。 

 １１月、受信料未払い者について簡易裁判所への支払督促の申立てを開始し、年度末ま

でに５９件実施した。 

 衛星放送については、受信確認メッセージの活用に努めるとともに、ワールドカップ 

サッカー･ドイツ大会の開催期間を中心として受信機器メーカーや電器店等と連携した衛

星契約の締結促進活動を展開した。 

 すべての契約種別の契約数を合わせた契約総数については、１０万件の増加を目標とし

ていたのに対し、年度末には３千件の増加となった。 

 なお、一連の不祥事等を理由とする受信料の支払い拒否・保留の件数は、年度当初に比



 

－３８－ 

べ３３万１千件減少し、年度末では８６万７千件であった。 

（放送受信契約の種別及び受信料額 資料１４） 

（放送受信契約（有料）増加計画等の達成状況 資料１５） 

 

２ 放送受信契約の状況 

 放送受信契約件数は、カラー契約において、年度当初２,４６１万に対し、年度中の新

規契約件数２４７万、契約変更等による解約件数２７８万、差し引き３１万減少して、年

度末には２,４３０万、普通契約において、年度当初３６万に対し、年度中の新規契約件

数１万、契約変更等による解約件数４万、差し引き３万減少して、年度末には３３万とな

った。衛星契約においては、年度当初１,２５４万に対し、年度中の新規契約件数１１１

万、解約件数７３万、差し引き３８万増加して、年度末には１,２９２万となった。契約

総数は、年度当初３,７５１万に対し４万増加して、年度末には３,７５５万となった。 

（都道府県別放送受信契約件数 資料１６） 

 放送受信契約のうち、受信料を免除しているものの件数は、年度末、カラー契約におい

て１２６万、普通契約において３万、衛星契約において８万であった。このほか、台風や

地震災害等の被災者に対し期間を定めて受信料を免除した件数は、年間、カラー契約にお

いて１,４７３、普通契約において４、衛星契約において８０９であった。免除金額の総

額は、推計２７１億円である。          （種類別免除契約件数 資料１７） 

 年度末における有料の契約件数（半額免除を含む。）は、カラー契約において２,３０４

万、普通契約において３０万、衛星契約において１,２８４万、契約総数において   

３,６１８万であった。なお、年度内の有料契約件数の増減は、契約総数において３千の

増加、衛星契約において３７万の増加、カラー契約、衛星カラー契約、特別契約の契約数

を合わせたカラー契約総数において３万の増加であった。 

（放送受信契約件数（有料）の推移 資料１８） 

 口座振替等利用件数は、カラー契約において、年度当初１,８２５万に対し、１５万増

加して、年度末には１,８４０万、普通契約において、年度当初２４万に対し、２万減少
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して、年度末には２２万となった。衛星契約においては、年度当初１,１３２万に対し、

５３万増加して、年度末には１,１８５万となった。利用件数の総数は、年度当初   

２,９８１万に対し、６６万増加して、年度末には３,０４７万（利用率８４.２％）とな

った。             （支払区分別放送受信契約件数の推移 資料１９） 

 前払制度利用件数は、カラー契約において、年度当初１,１２６万に対し、２万増加し

て、年度末には１,１２８万（６か月前払４０４万、１２か月前払７２４万）、普通契約に

おいて、年度当初１４万に対し、１万減少して、年度末には１３万（６か月前払６万、 

１２か月前払７万）となった。衛星契約においては、年度当初７８０万に対し、３４万増

加して、年度末には８１４万（６か月前払２９０万、１２か月前払５２４万）となった。

利用件数の総数は、年度当初１,９２０万に対し、３５万増加して、年度末には１,９５５

万（利用率５４.０％）となった。 （毎期・前払別放送受信契約件数の推移 資料２０） 

（一括支払割引制度利用件数 資料２１）（同一生計支払割引制度利用件数 資料２２） 

 本年度受信料の年度末における収納率は９１.７４％であった。 

 前年度受信料の当年度末収納率は９０.３３％であったが、本年度末における２年間通

算収納率は９１.２９％となった。 

 

３ 受信普及と改善 

 (1) デジタルテレビジョン放送の受信普及 

 デジタルテレビジョン放送の周知と普及促進を図るため、一般放送事業者、受信機メー

カー、電器店等と連携して、地上デジタルテレビジョン放送の開局やワールドカップサッ

カー・ドイツ大会の時期を捉え、受信公開、展示、技術セミナー等を実施した。１１月か

ら１９年１月にかけては、デジタル放送普及キャンペーンを全国各地で実施し、高画質・

高音質、データ放送、携帯端末向けサービス「ワンセグ」等デジタル放送の魅力を視聴者

に伝える活動を展開した。 

 ケーブルテレビ事業者や集合住宅の管理会社等に対しては、伝送実験、設備点検活動、

セミナーの開催への協力等により、デジタルテレビジョン放送の導入促進を図った。 
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 このほか、独立行政法人情報通信研究機構の衛星放送受信設備設置助成制度の周知及び

運用に協力し、難視聴地区における衛星放送の受信普及に努めた。 

 

 (2) アナログ周波数変更対策への協力 

 地上デジタルテレビジョン放送を開始するためのアナログ周波数変更対策について、協

会、総務省、一般放送事業者等からなる全国各地の地上デジタル放送推進協議会に対して、

受信実態に関する情報等を提供し、これにより、社団法人電波産業会が国からの事務移管

を受けて行う受信対策が円滑に行われるよう協力した。 

 

 (3) 受信障害対策等 

 高層建造物等に起因するテレビジョン放送の受信障害の防止及び改善を図るため、原因

者の責任と負担による解消を基本に、建築主等に対して障害の予測、調査、改善方法の技

術的助言や協力を行った。特に、東京都港区や名古屋市で、大規模建造物による受信障害

の軽減策や改善対策について、助言や協力を積極的に行った。また、地上デジタルテレビ

ジョン放送の受信障害について、関係官庁及び関係団体で構成する受信環境クリーン協議

会等と連携し、障害予測手法の周知を図った。 

 夏季、地上約１００ｋｍ上空に突発的に発生する電離層（スポラディックＥ層）に外国

電波が反射して起きるテレビジョン放送の混信障害については、地上デジタル放送の受信

やＵＨＦ中継局への受信局変更等を助言することによって改善を図った。また、電器店の

協力を得て全国３５地区に設置している障害発生早期把握システムを活用し、放送を通じ

て障害発生状況の迅速な周知に努めた。 

 電気機器から発する雑音電波による受信障害については、受信環境クリーン協議会と連

携して、その防止や対処を行うための方法の周知に努めた。 

 このほか、全国の放送局で受信に関する技術相談に応じ、電話により１３万４千件、訪

問により５万８千件の技術的助言を行った。  
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 (4) テレビジョン共同受信施設の運用 

 山間部等の難視聴地区において地元の視聴者と共同で設置したテレビジョン共同受信施

設を運用するとともに、老朽施設の改修を行った。年度末における運用施設数は、    

８,４５３施設（加入者数は６０万１千世帯）であった。 
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第５章 視聴者関係業務の概況 
 

１ 広報活動及び情報公開 

 (1) 広報活動 

 視聴者の信頼回復を図り、協会の活動に対する理解と支持を得るとともに、放送番組の

視聴を促進するため、広報活動を実施した。 

  ア 事業運営や放送番組に関する広報 

 公共放送の役割や存在意義、受信料制度への理解を求めるとともに、協会の事業運営、

改革の取り組み状況について周知を図るため、副会長が出演して説明する「永井多惠子の

あなたとＮＨＫ」、公共放送ＮＨＫの仕事を視聴者にわかりやすく伝えるスポット「今日

も、どこかでＮＨＫ」等のほか、「ＮＨＫ平成１９年度予算審議－衆議院総務委員会－」

「ＮＨＫ平成１９年度予算審議－参議院総務委員会－」を放送した。また、視聴者からの

放送番組や事業運営に関する質問や要望に答える「土曜スタジオパーク－あなたの声に答

えます－」を放送するとともに、ミニ番組「ＮＨＫプレマップ」等で放送番組の周知を図

った。 

 インターネットを利用して、パソコン向けのホームページ「ＮＨＫオンライン」、イン

ターネット接続機能付き携帯電話向けのホームページ「ＮＨＫケータイ」により、放送番

組や事業運営に関する情報の周知を図った。 

 報道機関に対しては、会長、放送総局長等の記者会見を実施するとともに、経営や放送

に関する取材に協力した。 

  イ アナログ放送の円滑な終了に向けた周知 

 アナログ衛星ハイビジョン放送の終了（１９年９月予定）については、同放送において、

字幕スーパーやスポットで告知するとともに、パンフレットによる周知を図った。また、

総務省等と共同して、視聴者からの電話による問い合わせ対応窓口を設けた。 

 地上アナログテレビジョン放送の終了（２３年７月予定）については、総務省、一般放

送事業者、受信機メーカー、地上デジタル放送推進協会等と連携して、放送、イベント、
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インターネットホームページ等で周知を図った。 

 

 (2) 経営・事業内容に関する情報の公開 

 受信料によって運営されている公共放送として、事業活動や財務内容等に関して透明性

を確保し、視聴者に対する説明責務を果たす観点から、ＮＨＫ情報公開基準に基づく情報

公開を推進した。 

  ア 情報の提供 

 視聴者からの電話や電子メール等による問い合わせに対して、迅速かつ適切な情報提供

に努めた。 

事業活動や財務内容等に関する情報については、放送、パンフレット、インターネッ

トホームページ等を活用して積極的に提供したほか、主な文書は各放送局等で閲覧可能と

した。決算については、官報に公告した。新たに、理事会議事録、役員の報酬支給基準、

職員給与支給基準を公開したほか、「デジタル時代のＮＨＫ懇談会報告書」、「１７年度Ｎ

ＨＫ“約束”評価報告書」等を公開した。番組制作費については、テレビジョン放送番組

の７ジャンルにおける主な番組の１本あたりの制作費の予算の最低額と最高額や、代表的

な１７番組の１本あたりの制作費の予算を公開した。また、テレビジョン放送番組を１０

のジャンルに分け、各ジャンル別の直接制作費の決算額を公開した。 

（インターネットで公開している文書 資料２３） 

  イ 情報の開示 

 ＮＨＫ情報公開規程にのっとり、視聴者からの「開示の求め」に応じて、協会が保有し

ている文書（電磁的に記録されたものを含む。）を公開した。新たに受け付けた「開示の

求め」は１３２件で、前年度からの継続案件を加えた１３９件のうち、１３６件について

検討を終えた。検討結果の内訳は、開示・一部開示が８４件、不開示が３１件、対象外が

２１件であった。「再検討の求め」に対しては、部外有識者で構成するＮＨＫ情報公開・

個人情報保護審議委員会が、前年度からの継続案件を含め３０件について審議し、２５件

について答申を行った。このうち２２件については、協会の当初判断が妥当とされた。協
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会は、すべての案件について、同委員会の答申どおりの最終判断を行った。情報開示の実

施状況については、月ごとに取りまとめ、インターネットホームページで公表した。同委

員会は２０回開催された。     （委員名 資料２４）（情報開示の状況 資料２５） 

 なお、情報開示の求めの対象とならない分野の文書についても、可能な範囲で情報の提

供に努めた。 

 

２ 理解促進・意向吸収活動 

 (1) 視聴者との交流・ふれあい活動 

 視聴者との交流・ふれあいを図るため、東京の放送センターにおいて、来館者向けの施

設「ＮＨＫスタジオパーク」及び「みんなの広場 ふれあいホール」を積極的に活用した。

各地の放送会館等においては、番組やデジタル放送等に関する展示を実施したほか、会館

ロビーを地域のサークル等の展示の場として開放した。また、小学生を対象に、番組制作

の体験を通じて放送への理解促進を図る「キミが主役だ！ＮＨＫ放送体験クラブ」、「ＮＨ

Ｋ出前授業」を、全国の放送局や学校等で実施したほか、家族で参加する「ファミリー放

送体験」を実施し、全国で合わせて約７万人が参加した。このほか、「制作者といっしょ

に番組を見る会」、「ドキュメンタリー上映祭＆トークセッション」等、番組制作担当者と

視聴者が番組を見て意見交換する場を設けて、交流を深めた。全国の放送会館の来館者数

は年間３９９万人（うち放送センターの「ＮＨＫスタジオパーク」の来館者数は７５万

人）であった。 

 

 (2) ＣＳ（お客様満足）向上活動 

 視聴者の満足度を向上させる観点から、視聴者の多様な意向を収集するとともに、業務

への迅速、的確な反映に努めた。 

 多様な意見を業務に反映させることをねらいとし、視聴者が自由に参加できる「ＮＨＫ

ふれあいミーティング」を全国各地で１,９７３回開催し、参加者は４万８千人であった。

このうち、１２月に愛媛県と山梨県で開催した回では、役員が視聴者からの質問に直接答
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え、その模様を地域放送で紹介した。 

 「ＮＨＫふれあいミーティング」、視聴者コールセンター、放送センター及び各放送局

の視聴者対応窓口「ＮＨＫハートプラザ」等に寄せられた視聴者の意見、要望、問い合わ

せ等に対しては、視聴者対応システムを活用するなどして、迅速かつ適切な対応に努めた。

視聴者から寄せられた意向は年間６２０万件であった。視聴者の意見・要望については分

析を行い、業務改善につなげるよう努めるとともに、インターネットホームページ等で紹

介したほか、年間の概要を取りまとめた「ＮＨＫ視聴者サービス報告書」を公表した。 

    （視聴者意向件数の推移 資料２６） 

 

３ 公開番組の実施、番組の利用促進等 

 (1) 公開番組、催物等 

 放送番組に対する視聴者の理解と関心を高めるため「ＮＨＫのど自慢」、「ＢＳふるさと

皆様劇場」、「ＢＳ日本のうた」、「ひるの散歩道」等の公開番組を全国各地で実施した。な

お、「第５７回ＮＨＫ紅白歌合戦」等、一部の公開番組について、受信料支払者限定の観

覧募集を実施した。 

 「藤田嗣治展」、「山内一豊とその妻展」、「世界の巨大恐竜博２００６」、「ＮＨＫ音楽祭

２００６」等を開催した。また、社会的関心の高いテーマについて、放送と連動してイベ

ント等を実施し、福祉をテーマに「ＮＨＫハート・プロジェクト」を全国で展開するとと

もに、食料をテーマに全国の各放送局と地方自治体等との共催によるイベント「ふるさと

の食 にっぽんの食」を開催したほか、６月の環境月間を中心に「地球だい好き 環境 

キャンペーン」関連のイベント等を開催した。さらに、学校単位で参加する教育イベント

「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」、「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテス

ト」等を実施した。 

 このほか、社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団等との共催により、「ジャワ島中部地震

災害救援金」、「長野県大雨災害義援金」等８件の「災害たすけあい」と「ＮＨＫ歳末たす

けあい・ＮＨＫ海外たすけあい」を、放送と連動して実施した。 
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 (2) 放送番組の利用促進 

 学校放送番組の利用促進を図るため、放送教育研究会等と連携して、放送教育の全国・

地方研究大会及び研修会を実施するとともに、「デジタル時代の授業創造講座～先生の 

ための教え方教室～」を全国１０か所で実施したほか、「ＮＨＫ学校放送利用ガイド  

２００６」、「学校放送番組と利用のてびき」を、インターネットホームページに掲載した。

なお、高等学校講座番組の充実とその利用促進に協力する学校法人日本放送協会学園に対

し、助成金を交付した。 
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第６章 放送設備の建設改修及び運用の概況 
 

１ 放送設備の建設改修 

 (1) 地上放送網の整備 

  ア デジタルテレビジョン 

 デジタル総合放送及びデジタル教育放送において札幌局、広島局、福岡局等２３局及び

中継局５８局を、デジタル総合放送において中継局１局を、それぞれ開設した。これによ

り、１２月には全国の都道府県庁所在地において、地上デジタル放送の受信が可能となっ

た。                           （開設局名 資料２７） 

 アナログ周波数変更対策の一環として、ニセコ局（北海道）、長浜出海局（愛媛）、奈摩

局（長崎）等のアナログテレビジョン放送局の周波数の変更作業を完了し、１９年３月を

もって、放送局側の送信周波数の変更対策は終了した。 

  イ ラジオ 

 第１放送において、夜間に外国電波が混信する受信状況を改善するため、奄美住用局

（鹿児島）を開設したほか、南・北大東島地区（沖縄）において放送局の開設準備を取り

進めるとともに、奄美大和地区（鹿児島）において放送局の建設に着手した。 

 ラジオの放送区域は、年度末で、第１放送が全国世帯の９９.９％、第２放送が   

９９.４％、ＦＭ放送が９６％であった。 

 

 (2) 衛星デジタルテレビジョン放送の安定的実施 

 衛星デジタルテレビジョン放送については、放送衛星ＢＳＡＴ－２を運用する受託放送

事業者である株式会社放送衛星システムに委託して実施するとともに、同社に対して、次

期放送衛星の調達やＢＳＡＴ－２の運用に関する技術協力を行い、放送の安定的実施に万

全を期した。 

 

 (3) 放送設備の整備 
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 良質な放送を確保し、放送のデジタル化を推進するため、放送設備の改善及び老朽設備

の更新整備を進めた。特に、地上デジタルテレビジョン放送の全国展開に備え、ハイビ

ジョン化整備を重点的に取り進めた。 

 金沢放送局、広島放送局等２２か所で放送会館の送出設備の整備を進めたほか、札幌放

送局、沖縄放送局等４８か所で地上デジタルテレビジョン放送の携帯端末向けサービス

「ワンセグ」を開始するための設備整備を行った。ニュースのハイビジョン化を進めるた

め、鳥取放送局、高松放送局等６か所で放送会館のニュース送出設備の更新整備等を進め

た。緊急報道に備え、放送センターでヘリコプター搭載設備の、大阪放送局及び熊本放送

局で衛星伝送車の、二戸（岩手）等５か所で映像伝送設備等の更新整備を進めた。ハイビ

ジョン番組の充実のため、山形放送局等１６か所でスタジオカメラの更新整備を進めると

ともに、長野放送局等４５か所でＶＴＲ機器等の整備を進めた。このほか、制作・送出業

務の効率的な実施を図るため、放送センターでサーバー等を活用したテープレスシステム

の整備を進めた。 

 これらハイビジョン放送設備の整備のほか、長崎放送局等９か所で地上デジタルテレビ

ジョン放送設備の整備に対応した電源設備の増力を、福井放送局等２２か所でラジオ送出

設備の更新整備等を進めた。 

 ラジオ放送所設備については、長野、山形で第１放送及び第２放送の、秋田で第１放送

の、それぞれ放送機の更新整備を行ったほか、東京で第２放送の放送機の更新整備に着手

した。また、ＦＭ放送機の更新整備を徳島で行った。 

 

 (4) 放送会館の整備 

 徳島、鹿児島放送会館を完成したほか、秋田放送会館の建設工事を取り進めた。また、

横浜、千葉放送会館整備のための諸準備を取り進めた。 

 

２ 放送設備の運用 

 (1) 国内放送 
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 年度末において、地上放送関係では、テレビジョンで、アナログ総合放送３,３３９局、

アナログ教育放送３,２６４局、デジタル総合放送１２０局、デジタル教育放送１１５局、

ラジオで、第１放送２２７局、第２放送１４２局、ＦＭ放送５２５局を運用した。 

（放送局の概要及び運用局数の推移 資料２８～３１） 

 このほか、地方自治体等が整備し所有する施設により、アナログ総合放送、アナログ教

育放送各１４局を運用した。なお、５月、テレビジョン都市受信障害対策用ＳＨＦ放送局

として運用していた千駄ヶ谷中継局を廃止した。 

 衛星放送関係では、標準テレビジョンの放送衛星局として、アナログ衛星第１テレビ

ジョン放送、アナログ衛星第２テレビジョン放送各１局を運用するとともに、これらの地

上再送信局各３局（父島、母島、南大東）を運用した。また、アナログ方式による高精細

度テレビジョン放送の放送衛星局として、デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放

送を行う局１局を運用した。 

 このほか、固定局４５４局、基地局２局、携帯基地局１６０局、陸上移動局４,５５９

局、携帯局４,８５４局、地球局１５局、人工衛星局３局を運用し、取材、連絡、番組中

継等に活用した。 

 

 (2) ラジオ国際放送 

 年度末において、ＫＤＤＩ八俣送信所の送信機３００ｋＷ７台、１００ｋＷ３台、計 

１０台を運用した。 

 送信出力は、一般向け放送については３００ｋＷ及び１００ｋＷ、地域向け放送につい

ては、欧州向け、北中米向け、中東・北アフリカ向け、アフリカ向け、極東ロシア向け、

南西アジア向け、大洋州向けが３００ｋＷ、アジア大陸向け、東南アジア向けが３００ 

ｋＷ及び１００ｋＷ、ハワイ向け、南米向けが１００ｋＷであった。 

 カナダ放送協会の委託による中継国際放送の送信出力は３００ｋＷ及び１００ｋＷ、ラ

ジオ・フランス・アンテルナシオナル及びイギリス放送協会の委託による中継国際放送の

送信出力は３００ｋＷであった。 
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 なお、ＫＤＤＩ八俣送信所の送信設備等については、１９年３月、協会業務に支障がな

い範囲で、ＫＤＤＩが特定失踪者問題調査会に一部使用させることを承諾した。 

 

３ 放送技術審議会 

 会長の諮問機関である放送技術審議会は３回開催され、放送技術の大綱について審議を

行った。                          （委員名 資料３２） 
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第７章 放送技術の研究 
 

１ 主な研究とその成果 

 (1) 高臨場感システムの実現に向けた研究 

 走査線４,０００本級の超高精細映像システムであるスーパーハイビジョンに関する研

究では、映像信号を伝送するための研究を本格的に進めた。スーパーハイビジョンの大容

量の映像信号を従来よりも効率よく高圧縮することが可能なＡＶＣ／Ｈ.２６４方式によ

り符号化を行う研究を進め、２００～３００Ｍｂｐｓに圧縮した信号を、２１ＧＨｚ帯の

擬似衛星伝送路の環境において変復調する実験を行い、良好な結果を得た。また、映像信

号を約６００Ｍｂｐｓに圧縮し一般のＩＰ光回線を使った長距離の生中継伝送に成功した。 

 メガネが不要で自然な立体画像が得られる立体テレビについては、映像表示法の研究を

進め、立体像として見ることができる範囲（視域）を従来の約２倍の２０度に拡大するこ

とができた。 

 撮像素子の基礎研究では、小型で超高感度なスーパーハイビジョンカメラを目指し、従

来の約６倍の画素数の冷陰極ＨＡＲＰ撮像板を試作した。超高精細映像用の表示素子の研

究では、プラズマディスプレイの画素ピッチの微細化と高効率化の研究を継続した。 

 

 (2) 高度番組制作技術及び機動的報道技術の研究 

 番組制作システムの高度化の研究では、高精度な位置検出が行え、かつ発生騒音が小さ

い移動ロボットカメラを開発し、実際の番組制作に活用した。被写体の周りに多数のハイ

ビジョンカメラを配置し、各カメラの映像を滑らかに切り替えることで、あたかも被写体

の周りをカメラが移動するような映像を生成できる多視点ハイビジョンシステムを開発し、

実際のスポーツ番組制作に利用した。原稿を自然な合成音声で読み上げるシステムを開発

し、デジタルラジオの実用化試験放送において、株式市況の読み上げで運用実験を行った。 

 メタデータ制作技術の研究では、番組に付加された字幕テキストから番組内の特定の被

写体が映っている主要なシーンを抽出する研究を進めた。 
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 報道分野の機動性等を向上させるための技術研究では、通信衛星を経由して伝送する

ニュース映像の取材（ＳＮＧ）の機動性を向上させるため、開口径１.５ｍの主反射鏡を

傘のように折り畳んで持ち運べる、１４ＧＨｚ帯ＳＮＧ伝送装置用アンテナを開発した。

また、霧や煙、塵に隠れて見ることのできない物体を可視化するための電波カメラの研究

を進めた。 

 超高速度カメラの研究では、肉眼ではとらえきれない動きの速い現象を高速撮影できる

小型の単板式超高速度カラーカメラの実用化を進め、スポーツ番組や科学番組に利用した。

音響機器の研究では、通常のマイクでは収音不可能な高温・多湿な環境でも使用できるシ

リコンマイクや、鋭い指向性を持ち収音したい方向の音のみを捉えられるマイクロホンの

研究を進めた。 

 ネットワークを利用して機能的、効率的に番組制作・送出を行うシステムの研究では、

ネットワークにつながった機器や映像素材を組み合わせてリアルタイムに映像編集を行う

分散型番組制作システムの開発を進めた。 

 

 (3) ユビキタス・ユニバーサルサービスの実現に向けた研究 

 携帯端末向けサービスの研究では、緊急警報放送で自動起動する「ワンセグ」端末の待

機電力を約１／１０～１／１００に低減する技術や、複数の事業者による「ワンセグ」信

号をまとめて再送信する技術を開発し、電波が届かない地下街などでも「ワンセグ」を受

信可能とする技術を開発した。 

 地上デジタル放送の送信に関する技術研究について、増幅素子に、高性能のトランジス

ターを用いることで、小型化や省電力化を実現させた実用型の地上デジタル放送用電力増

幅器を開発した。単一周波数中継における自局混信を防ぐための同一チャンネル干渉除去

装置の実用機を開発し、地上デジタル放送中継局に導入した。 

 地上デジタル放送ネットワークを補完する伝送手段の研究については、ブロードバンド

ＩＰネットワークを利用して再送信するシステムの研究を進め、ＩＰ再送信の信号を一般

の受信機向けに再度電波として発射するＩＰギャップフィラー技術を開発した。 
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 新たな衛星デジタル放送サービスについて、超高精細映像や高速ダウンロードなど新た

な伝送方式についての仕様検討を行った。 

 軽量で丸めて持ち運びが可能なフレキシブルディスプレイの実現に向けた研究を継続し、

有機ＥＬについては、発光効率を従来よりも１０％改善したカラー表示パネルを試作した。 

 人にやさしい放送サービスの実現を目指し、視覚に障害のある人のための解説放送を拡

充するため、緊急気象情報等の速報スーパーの内容を自動的に音声合成で伝える技術を開

発したほか、音声認識の技術による自動字幕制作の研究では、出演者同士の会話や雑音の

多い現場レポートでの認識率を高める研究を進めた。国内に住む外国人向けに、気象や災

害の情報を自動的に英訳する技術の研究を開始した。 

 テレビジョン受信機の高度化を目指して、視聴者の多様な番組の嗜好や視聴環境に応じ

て自動的に番組や情報を変換して、多様な視聴に適した形で提示する技術（ＡｄａｐＴ

Ｖ）の研究を行った。 

 

２ 技術協力等  

 外部に対する技術協力等は、前年度から継続したもの９件、新たに実施したもの３５件、

合計４４件について行った。これらのうち主なものは、衛星デジタル放送関連技術、地上

デジタル放送関連技術、話速変換技術に関するものであった。 

 

３ 特許権等の取得、外部への実施許諾 

 新たに特許権等を１５７件取得し、年度末における特許権等の保有総数は１,０６０件

となった。 

 外部に対する実施許諾については、前年度から継続したもの２１６件、新たに許諾した

もの３８件、合計２５４件について行った。これらのうち主なものは、デジタル放送受信

機、ＦＭ文字多重放送受信機、字幕放送作成システム、話速変換機能を内蔵する受信機に

関するものであった。 
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４ 放送技術研究委員会等 

 部外学識経験者等によって構成される放送技術研究委員会は２回開催され、重要な研究

課題について審議した。                   （委員名 資料３３） 

 また、研究アドバイザーとして委嘱した外部研究者から、研究テーマについての助言・

指導を受けた。 

 

５ 研究成果の活用及び公表等 

 研究の成果は、放送番組の制作等に活用するとともに、放送技術及び電子産業技術の向

上に資するよう、外部に対する技術移転を積極的に行った。また、国内外の標準化機関の

活動に積極的に参加し、技術基準の策定に貢献した。 

 特に、スーパーハイビジョンについては、７月、国際電気通信連合（ＩＴＵ）の無線通

信研究委員会において、大画面デジタル映像規格のＩＴＵ無線通信部門の勧告（ＩＴＵ－

Ｒ勧告）として採択された。 

 日本の地上デジタルテレビジョン放送方式の海外普及活動に協力した。なお、６月、ブ

ラジルにおいて同方式を基本とした地上デジタルテレビジョン放送方式が採用されること

が決まった。 

 研究成果の公表については、５月の放送技術研究所の一般公開をはじめ、関係学会の会

誌や専門技術誌への寄稿、関係学会の研究会での発表、各種団体や専門委員会への参画、

「ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ」、「BROADCAST TECHNOLOGY」等の発行、インターネットホームページ

への掲載等を行い、広く周知を図った。 

 このほか、視聴者の放送技術への理解促進を図るため、「技研ひろば」として、全国の

放送局等で研究成果の展示や紹介を実施した。 

 先端技術の広がりに対応して、他の研究機関等との共同研究を推進した。また、国際的

な連携による研究開発、研究成果の実用化、標準化を推進するため、１９年２月、イギリ

ス、イタリア、ドイツ等の公共放送の技術研究機関との間で情報の共有や職員の相互派遣

等を進めていくための協定を締結した。 
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第８章 業務組織の概要及び職員の状況 
 

１ 経営委員会 

 (1) 構 成 

 年度末における経営委員会の構成は次のとおりであり、異動はなかった。なお、委員は

衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、定員は１２人で、任期は３年であり、

委員長は委員の互選によって定める。              （経歴 資料３４） 

  委 員 長  石 原 邦 夫    １７年１２月２２日委員再任 
                   １７年１２月２７日委員長就任（再選） 

                    東京海上日動火災保険社長 
    

委  員  梅 原 利 之    １６年１２月１１日委員就任 
   委員長職             １７年１２月２７日委員長職務代行者就任 
   務代行者             四国旅客鉄道会長 
     
   委  員  深 谷 紘 一    １６年１２月１１日就任 
                    デンソー社長 
 
     〃    武 田 國 男    １６年６月１９日再任 
                    武田薬品工業会長 
 
     〃    小 丸 成 洋    １６年６月１９日就任 
                    福山通運社長 
 
     〃    保   ゆかり    １７年１２月２２日再任 
        （高 崎 ゆかり）   オフィスピュア代表 
 
     〃    一 力 徳 子    １６年１２月１１日再任 
                    よろづ園茶舗常務 
 
     〃      小 柴 正 則    １６年６月１９日就任 
                    北海道大学大学院情報科学研究科長 
 
     〃     小 林   緑    １６年６月１９日再任 
                    国立音楽大学教授 
 
     〃    佐々木 涼 子    １６年６月１９日再任 
                    東京女子大学文理学部教授 
 

  〃    菅 原 明 子    １７年１２月２２日再任 
                    菅原研究所所長 
 
     〃    多賀谷 一 照    １７年１２月２２日就任 
                    千葉大学法経学部教授 

（なお、１９年４月１０日、委員石原邦夫は、経営委員会に対して委員長職の辞退を申し
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出、了承された。） 

 

 (2) 会議等 

 合議機関である経営委員会の会議は２５回開催され、法定議決事項について審議し、決

定するとともに、その他の基本的事項についても審議、検討を行った。審議にあたっては、

執行部から詳細な説明を聴取するとともに、特に重要な案件については、数次にわたって

審議を重ねた。執行部に対する目標管理・業績評価を導入することとして評価・報酬部会

を、また、会長・監事の任命、副会長・理事の任命の同意に関する検討、審議を行うため

に指名委員会を、それぞれ経営委員会内の作業部会として設置した。会長から、主要業務

の執行状況等について報告を受けるとともに、監事からは、会長、副会長、理事の行った

業務について、その監査結果の報告を聴取した。 

 ４月に判明した不正出張事案等に対処し、５月、執行部に対し、コンプライアンス体制

の再構築等を求めるとともに、９月、執行部によるコンプライアンス対策への評価と提言

を求めるため、外部の有識者からなるＮＨＫコンプライアンス委員会を経営委員会の諮問

機関として設置した。ＮＨＫコンプライアンス委員会は、経営委員会の諮問に対し、内外

の関係者にヒアリングを行うなどして審議を重ね、１２月、第一次答申を行った。経営委

員会は、第一次答申を踏まえ、１９年２月、執行部に対し、役職員の意識改革に向けた取

り組み、真に実効性のあるコンプライアンス態勢の構築、モニタリング態勢の強化をあら

ためて要請した。        （ＮＨＫコンプライアンス委員会委員名 資料３５） 

 会議における審議状況等については、原則として毎回の会議終了後に委員長が報道機関

への説明を行うことにより、その内容が広く迅速に公開されるよう努めるとともに、会議

の議事録を、各放送局等への備え置き及びインターネットホームページへの掲載により公

表した。 

 協会の事業運営について、本年度議決した事項は次のとおりであった。 

① 平成１９年度収支予算の編成にあたり、編成の基本方針及び基本的事項について審議

を重ね、平成１９年度収支予算、事業計画及び資金計画について決定した。 
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② 平成１７年度予算総則の適用について審議し、決定した。 

③ 平成１７年度業務報告書及び平成１７年度貸借対照表等について審議し、決定した。

また、これらに監事の意見書を添えて総務大臣に提出することを決定した。 

④ 地上デジタルテレビジョン放送局・中継放送局及びラジオ中継放送局の設置について

審議し、決定した。 

⑤ ラジオ放送による委託協会国際放送業務の開始について審議し、決定した。 

⑥ 平成１９年度国内放送番組編集の基本計画及び国際放送（テレビジョン・ラジオ）の

放送番組編集の基本計画について審議し、決定した。なお、ＦＭ文字放送サービスを

終了することについて了承した。 

⑦ 定款の変更について審議し、決定した。 

⑧ 日本放送協会放送受信規約の変更について審議し、決定した。 

⑨ 放送総局業務体制の整備、視聴者総局業務体制の整備等を行う組織改正について審議

し、決定した。 

⑩ 経理規程及び連結決算規程の変更について審議し、決定した。 

⑪ 役員の報酬、退職金及び役員交際費の支出限度額について審議し、決定した。 

⑫ 土地・建物の売却について審議し、決定した。 

⑬ ラジオ・フランス・アンテルナシオナルとの国際放送交換中継協定の廃止について審

議し、決定した。 

⑭ モバイル放送株式会社が実施する衛星デジタル放送のための放送番組を提供する業務

の継続について審議し、決定した。 

⑮ 財団法人放送番組センターへの出捐について審議し、決定した。 

⑯ 監事菅野和夫の辞任を了承した。 

⑰ 落合誠一を監事に任命した。 

⑱ 金田新を理事に任命することに同意した。 

⑲ 中央放送番組審議会委員及び国際放送番組審議会委員の委嘱に同意した。 

⑳ ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会委員の委嘱に同意した。 
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 平成１８年度の執行部としての事業運営の目標である“約束”について審議し、決定

した。 

 平成１９年度の執行部としての事業運営の目標である“約束”について審議し、決定

した。 

 

 なお、委員による勉強会等を随時実施し、経営委員会の運営やガバナンスのあり方、コ

ンプライアンスの徹底策等についてさまざまな角度から検討を行った。 

 経営委員会事務局は、会議の審議等に資する情報の収集、各委員への迅速な情報伝達、

執行部からの付議事項の調査等、経営委員会の事務の実施に当たった。 

 

２ 会長、副会長、専務理事、理事 

 ９月１日、金田新が新たに理事に任命された。 

 年度末における会長、副会長、理事は次のとおりであった。専務理事の指名を受けた者

は無かった。なお、会長は経営委員会が任命し、副会長及び理事は経営委員会の同意を得

て会長が任命する。会長は理事のうち若干人を専務理事に指名することがある。会長及び

副会長の定員は各１人で、任期は３年、専務理事及び理事の定員は７人以上１０人以内で、

任期は２年である。                      （経歴 資料３６） 

   会   長  橋 本 元 一 （１７年１月２５日就任） 

   副 会 長    永 井 多惠子 （１７年１月２５日就任） 

   理   事  原 田 豊 彦 （１７年４月２５日就任） 

     〃    畠 山 博 治 （１７年４月２５日就任） 

     〃    小 林 良 介 （１７年４月２５日就任） 

     〃    金 田  新  （１８年９月１日就任） 

     〃    中 川 潤 一 （１７年４月２５日就任） 

     〃    小 野 直 路 （１７年４月２５日就任） 

     〃    衣 奈 丈 二 （１７年４月２５日就任） 
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   理   事  石 村 英二郎 （１７年４月２５日就任） 

     〃    西 山 博 一 （１７年４月２５日就任） 

 理事会は４８回開催され、協会の業務執行に関する重要事項について審議した。１０月、

「平成１８年度～２０年度 ＮＨＫ経営計画」に掲げた事業運営の進捗状況を上半期の総

括として取りまとめ、公表した。 

 また、役員で構成する諸会議を随時開催し、重要な経営課題について検討を行った。特

に、「改革・新生委員会」を７３回開催し、協会業務全般にわたる改革施策について集中

的に検討を行った。 

 理事会議事録については、４月以降、インターネットホームページへの掲載等により公

表した。 

 

３ 監 事 

 監事菅野和夫は本人の申し出により８月３１日退任し、９月１日、新たに落合誠一が監

事に任命された。 

 年度末における監事は次のとおりであった。なお、監事は経営委員会が任命し、定員は

３人以内、任期は２年である。                 （経歴 資料３７） 

    古 閑 伸 高  （１７年４月２２日就任) 

    坂 野 泰 治  （１７年７月１８日就任 非常勤） 

    落 合 誠 一  （１８年９月１日就任 非常勤） 

 監事は、会長、副会長、理事の行う業務を監査し、その結果を経営委員会に報告すると

ともに、平成１７年度業務報告書に添える意見書及び平成１７年度貸借対照表等に添える

意見書を作成したほか、経営委員会の会議に出席し、随時協会の業務運営についての意見

を述べた。また、「平成１８年度～２０年度 ＮＨＫ経営計画」に掲げた事業運営方針等

の進捗状況、特にコンプライアンスの推進及び営業活動について重点的に監査を行い、そ

の監査結果を中間的に取りまとめ、６月、１１月、１９年２月の３回にわたって、経営委

員会に報告した。 
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 監事業務の遂行に当たっては、本部部局、各放送局、海外総支局の業務の実施状況を調

査するとともに、会長との定期的な打合せ等により協会業務の執行状況の適切な把握に努

めた。また、子会社からその業務及び財務に関する説明を聴取した。このほか、効果的・

効率的に監査を行う観点から、監査室や外部監査法人との連携を図った。 

 

４ “約束”評価活動 

 協会が事業運営の目標として公表した１７年度の“約束”について、外部の有識者から

なるＮＨＫ“約束”評価委員会は、視聴者アンケート調査、ＣＶＭ（仮想市場価値法）等

の客観的・定量的な測定手法を用いて、その達成状況について分析・評価した。同委員会

は、６月、「平成１７年度“約束”評価報告書」を取りまとめ、協会に提出した。協会は、

指摘された諸施策について、事業運営の改善を図った。     （委員名 資料３８） 

 ７月、１８年度の“約束”を公表し、その達成状況評価を同委員会に付託した。同委員

会は、評価方針を公表し、１９年５月の取りまとめに向けて評価作業を進めた。 

（１８年度の“約束” 資料３９） 

 

５ コンプライアンス活動の推進 

 ４月に判明した不正出張事案を受けて、４月以降、当該の元職員が在籍した報道局スポ

ーツ報道センター及び札幌放送局に対して、緊急業務調査を実施し、５月、その調査結果

を公表するとともに、交通機関の使用状況の確認措置の実施等再発防止のための改善策を

実施した。８月以降、その他の全部局を対象に、１１年度から１７年度分の経費・業務管

理全般を点検・調査し、１２月、その調査結果を公表するとともに、抜き打ち監査の実施

等改善策を示した。 

 このほか、１８年度の「コンプライアンス推進のアクションプラン」に基づき、外部監

査法人による海外総支局の経理処理に対する審査・調査の実施、外部監査法人と連携した

内部監査の強化等、内部監査の実効性向上のための施策を実施するとともに、コンプライ

アンス研修のいっそうの充実を図った。 
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 ＮＨＫコンプライアンス委員会の設置に伴い、７月、ＮＨＫ業務点検・経理適正化委員

会を廃止した。 

 なお、４月に判明した不正出張事案については、会計検査院法第２７条に基づき、会計

に関係のある犯罪として会計検査院に報告した。 

 

６ 規程、組織及びその他の業務管理 

 事業運営の基本をなす規程等については、時代の要請に適合するよう適切な管理に努め、

会社法の施行に伴う定款及び連結決算規程の変更を行うとともに、受信料クレジットカー

ド継続払や単身赴任者等を対象とした受信料の同一生計支払割引制度等の導入を内容とす

る日本放送協会放送受信規約の変更を行った。  （主要規程の変更の概要 資料４０） 

 組織・業務体制については、迅速な意思決定と制作現場の創造性のいっそうの発揮を図

るため、６月及び１０月に、編成機能の一元化、番組制作体制及び番組制作支援体制の再

編成、ニュース・報道番組制作体制の再編成、技術業務体制の再編成、視聴者サービス業

務体制の再編成、危機管理・コンプライアンス体制の整備等を実施した。 

（組織図 資料４１）（放送局等所在地 資料４２） 

 内部監査については、放送法、定款その他協会の諸規程及び経営の基本方針に基づき、

協会の各部局が、業務を適正・的確に実施しているかを監査した。 

 効率的な業務運営を図る観点から、業務委託基準等にのっとり、子会社等に対し、番組

制作、技術等の業務の一部を委託した。また、子会社及び関連会社を対象に加えた連結決

算を実施するとともに、監査法人による会計監査を行い、連結決算報告書をインターネッ

トホームページへの掲載等により公表した。 

 情報システムについては、適正経理推進に向けて業務適正点検ツールを開発するなどの

システム整備を推進するとともに、個人情報や機密情報の漏えい防止のため、パソコンの

操作履歴を保存する措置を講じるなど情報セキュリティの強化に万全を期した。 

 省エネルギー・省資源の推進等環境に配慮した経営に努め、９月、環境保全に関する基

本的な考え方や取り組みの成果を「ＮＨＫ環境報告書２００６」として取りまとめ、イン
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ターネットホームページへの掲載等により公表した。 

 

７ 職 員 

 要員については、「平成１８～２０年度 ＮＨＫ経営計画」に掲げた職員削減の初年度

として、組織の統廃合に伴う業務の見直しや管理部門の見直し等業務の集約・再編成を実

施するとともに、番組制作業務、制作・送出技術業務等における子会社の活用等の施策に

より、合計４０３人の削減を行い、地上デジタルテレビジョン放送対応等のための要員措

置との差し引きにおいて３８５人を純減した。年度末の人員は１１,２７９人であり、男

女別構成は男性９,９８２人（８８.５％）、女性１,２９７人（１１.５％）であった。平

均年齢は４０.３歳、平均勤続年数は１７.１年であった。また、障害者の雇用率は   

１.８１％であった。給与については、協会の財政状況も踏まえつつ、適正な水準を維持

するよう努めた。                 （要員効率化の推移 資料４３） 

 職員の研修については、若手職員から管理者層までを対象によりいっそうの充実を図っ

た。特に、コンプライアンスの推進、職員倫理・公金意識の徹底を図るための研修カリキ

ュラムを強化した。また、デジタル放送時代に求められる高度な専門性と幅広い業務対応

能力の伸長を目的とした各種研修を実施し、人材育成を図った。 
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第９章 財 政 の 状 況 
 

１ 資産、負債及び資本 

 年度末における一般勘定の資産総額は７,４９７億５,５１２万円で、前年度末    

７,２０３億２,８３０万円に比し、２９４億２,６８２万円の増加であり、その内容は次

のとおりである。 

 流動資産は１,６７０億４,６６１万円で、資産総額の２２.３％を占め、前年度末     

１,２９５億６,９８７万円に比し、３７４億７,６７３万円の増加であった。これは、現

金及び預金の増加等によるものである。 

 固定資産は５,７４５億８５１万円で、資産総額の７６.６％を占め、前年度末５,８５１億 

５,８４２万円に比し、１０６億４,９９１万円の減少であった。これは、減価償却費が建

設費を上回ったこと、長期保有有価証券の減少等によるものである。 

 特定資産は８２億円で、資産総額の１.１％を占め、前年度末５６億円に比し、   

２６億円の増加であった。これは放送債券償還積立資産の増加によるものである。 

 負債総額は２,６４３億６,７１０万円で、前年度末２,５８４億１,８０８万円に比し、

５９億４,９０２万円の増加であり、その内容は次のとおりである。 

 流動負債は２,１１３億２５０万円で、負債総額の７９.９％を占め、前年度末    

１,９６７億２,６５６万円に比し、１４５億７,５９３万円の増加であった。これは未払

金の増加等によるものである。 

 固定負債は５３０億６,４６０万円で、負債総額の２０.１％を占め、前年度末６１６億

９,１５１万円に比し、８６億２,６９０万円の減少であった。これは長期借入金の減少等

によるものである。 

 資本総額は４,８５３億８,８０１万円で、前年度末４,６１９億１,０２２万円に比し、 

２３４億７,７７９万円の増加となった。これは当期事業収支差金の発生によるものであ

る。 

 資本の構成は、資本４,２９６億８,４９５万円、積立金である繰越剰余金３２２億  



 

－６４－ 

２,５２６万円、当期事業収支差金２３４億７,７７９万円であった。 

 受託業務等勘定の資産総額は４８２万円であり、その内容は流動資産である。負債総額

は４８２万円であり、その内容は流動負債である。 

（資産、負債及び資本の推移 資料４４） 

 

２ 損益及び収支 

 (1) 損 益 

 一般勘定では、経常事業収入は６,７５６億６７４万円で、前年度６,７４９億４,６６９万円

に比し、６億６,００４万円の増加であり、これは衛星契約件数の増加に伴う受信料の増

加等によるものである。経常事業収入の内容は、受信料６,６４４億６,２０１万円、交付

金収入２２億７,６０３万円、副次収入８８億６,８６９万円である。経常事業支出は  

６,５２６億１,９３１万円で、前年度６,６６０億８,９９３万円に比し、１３４億    

７,０６１万円の減少であり、これは未収受信料欠損償却費の減少や給与の減少等による

ものである。経常事業支出の内容は、国内放送費２,５１６億７,４８９万円、国際放送費  

６９億３,６５３万円、契約収納費６４５億６,７８２万円、受信対策費１６億５,０９１万

円、広報費３２億１,２０４万円、調査研究費７５億１,２７５万円、給与１,３２５億 

１,０６１万円、退職手当・厚生費５２０億３,１２８万円、共通管理費１１４億    

６,１２５万円、減価償却費７０４億８,１１８万円、未収受信料欠損償却費５０５億  

８,０００万円である。以上により、経常事業収支差金は２２９億８,７４２万円であった。 

 経常事業外収入は８１億８,４６８万円で、前年度３８億１,５１９万円に比し、   

４３億６,９４８万円の増加であり、これは財務収入の増加等によるものである。経常事

業外収入の内容は、財務収入６３億２,６９２万円及び雑収入１８億５,７７６万円である。

経常事業外支出である財務費は１４５億３,２０２万円で、前年度１５７億３,６６０万円

に比し、１２億４５８万円の減少であり、これは消費税の減少等によるものである。以上

により、経常事業外収支差金は△６３億４,７３３万円であった。 

 経常事業収支差金に経常事業外収支差金を加えた経常収支差金は１６６億４,００８万
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円であった。 

 これに、固定資産の売却益や受信料欠損額確定に伴う修正益、アナログ周波数変更対策

給付金等の特別収入１００億６,９４６万円、固定資産の除却損、アナログ周波数変更対

策実施経費等の特別支出３２億３,１７５万円を加減した当期事業収支差金は     

２３４億７,７７９万円であった。 

 受託業務等勘定では、経常事業収入は１０億３,０６５万円、経常事業支出は８億  

３,０７８万円であり、差し引き経常事業収支差金は１億９,９８７万円であった。経常事

業外支出は４,３７１万円であり、経常事業外収支差金は△４,３７１万円であった。経常

事業収支差金に経常事業外収支差金を加えた当期事業収支差金は１億５,６１６万円であ

り、この当期事業収支差金は一般勘定に繰り入れた。    （損益の推移 資料４５） 

  

 (2) 収 支 

 一般勘定では、事業収入は６,４３２億８,０８８万円で、予算に対し、２１０億

９,８２３万円の超過となった。これは、衛星契約件数の増加や未収件数の減少の影響に

よる受信料収入の増加等によるものである。事業支出は６,１９８億３０９万円で、  

２３億７,９５５万円の予算残となった。これは、すべての業務について見直しを行い、

効率的な業務運営に努めたこと等によるものである。 

 一般勘定の事業収支差金は、２３４億７,７７９万円となり、この全額を翌年度以降の

財政安定のため繰り越すこととした。これにより、翌年度以降の財政安定のための繰越金

は、前年度末３７２億２６万円から、債務償還に使用した４９億７,５００万円を差し引

き、当年度発生した２３４億７,７７９万円を加え、年度末において５５７億３０６万円

となった。 

 前期繰越金受入れ、減価償却資金受入れ等の資本収入は７９０億５,３７３万円、  

建設費、長期借入金返還金等の資本支出は７９０億５,２２８万円であった。 

 受託業務等勘定では、事業収入は１０億３,０６５万円で、予算に対し、４１５万円の

超過となった。事業支出は８億７,４４９万円で、１,４００万円の予算残となった。 
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（収入支出決算表 資料４６）（衛星放送に係る収入と経費の推移 資料４７） 

（受信料、交付金収入等の推移 資料４８～５０）（業務別事業経費の推移 資料５１） 

 



－６７－ 

第１０章 子会社等の概要 
 

１ 子会社等の概況 

 子会社等は、協会の業務を補完・支援することを基本とし、協会の業務の効率的推進、

協会の資産・ノウハウの社会還元、これらを通じた協会財政への寄与を目的として、事業

活動を行った。 

 年度末において、放送法施行規則第１１条第１０号に定める子会社は２１社、関連会社

が４社、関連公益法人等が９団体（健康保険組合を含む。）で、合わせて３４団体であっ

た。                        （子会社等系統図 資料５２） 

 子会社等のあり方について、前年度に引き続き検討を行い、株式会社ＮＨＫきんきメデ

ィアプラン、株式会社ＮＨＫ中部ブレーンズ、株式会社ＮＨＫちゅうごくソフトプラン、

株式会社ＮＨＫ九州メディス、株式会社ＮＨＫ東北プランニング、株式会社ＮＨＫ北海道

ビジョンを１社に統合すること、及び株式会社ＮＨＫテクニカルサービスと株式会社ＮＨ

Ｋコンピューターサービスを統合することを目指すこととし、諸準備を取り進めた。 

 なお、一部の子会社による大型の配当を実施し、子会社及び関連会社の平成１７年度決

算における配当総額は、４９億８千万円となった。このうち協会の受取額は３６億６千万

円であった。また、子会社等からの副次収入は６８億８千万円であった。 

（子会社等の概要 資料５３） 

 

２ 子会社等の管理 

 子会社等は、協会から委託された業務を実施するとともに、協会の資産・ノウハウを社

会還元する観点等から、放送番組の多角的活用等の事業を実施した。 

 協会は、子会社等の運営基準に基づき、経営上の重要事項についての事前協議、外部監

査法人による業務監査を行うとともに、内部管理体制の強化に向けた指導等コンプライア

ンス推進のための施策を行ったほか、役員の退任慰労金制度の廃止と業績評価による報酬

制度の導入を推進するなど、子会社等の適切な管理に努めた。子会社等の事業活動として
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の適正性を外部の専門家を交えて審査する関連団体事業活動審査委員会への意見、苦情等

は１件あり、同委員会を開いて審査する妥当性を検討した結果、審査になじまない等の結

論を得て、申立人へ回答した。 

 外部監査法人による業務監査結果、協会と子会社等との３千万円を超える取引の評価等

については、インターネットホームページへの掲載等により公表した。 

 子会社等の経営情報については、業務概要、財務内容等に加え、役員数と役員報酬総額

についても、当該子会社等のインターネットホームページに掲載するなど積極的に公開を

行うよう指導した。          （子会社、関連会社からの出資先 資料５４） 

（子会社等の業務監査の概要 資料５５） 

 

３ 子会社等への出資 

 子会社等への出資は行わなかった。 

 

４ 子会社等以外への出資・出捐 

 一般放送事業者の教育・教養番組のいっそうの充実を図ること等を目的とする財団法人

放送番組センターに対し、８千８百万円の出捐を行った。 

（子会社等以外への出資 資料５６） 
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第１１章 そ の 他 
 
１ 「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」による提言 

 ６月、外部の有識者からなる会長の諮問機関「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」は、公共

放送のあるべき姿等に関する提言「公共放送ＮＨＫに何を望むか－再生と次代への展望」

を取りまとめ、会長に提出した。               （委員名 資料５７） 

 この提言の内容については、インターネットホームページへの掲載により公表するとと

もに、６月２５日放送の「あなたとＮＨＫ」で詳しく紹介した。 

 

２ 個人情報保護の取り組み 

 全部局に個人情報保護責任者を置き、責任体制を明確化して取り組みを進めるとともに、

職員向けに情報セキュリティに関する研修等を実施した。 

 協会が保有する個人情報の開示等の求めは７件であり、これに対しては、迅速かつ的確

な対応を行った。再検討の求め１件に対しては、外部の有識者で構成するＮＨＫ情報公

開・個人情報保護審議委員会の意見を踏まえて判断を行った。同委員会の意見については、

インターネットホームページへの掲載により公表した。 

（個人情報の開示等の状況 資料５８） 

 なお、保有する放送受信者等の個人情報の漏えい等の発生に際しては、インターネット

ホームページで事案の内容を公表するなど、二次被害の拡大防止に努めた。 

 

３ 非常災害対策 

 災害対策基本法等による指定公共機関として、災害に際して放送の送出及び受信の確保

を図るため、日本放送協会防災業務計画等に基づき、防災体制の確立、防災設備の整備に

努めるとともに、東海地震等の大規模な地震や大雨等を想定して、緊急初動体制や広域支

援体制の確立に資する訓練や研修等を実施した。また、新たに日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震に対する防災体制の確立を図るため、５月、日本放送協会防災業務計画等の一部
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を改正した。 

 

４ 武力攻撃事態等における国民の保護に関する取り組み 

 武力攻撃事態対処法による指定公共機関として、日本放送協会国民保護業務計画に従い、

国と地方自治体が主催して各地で行った国民保護のための共同訓練に参加した。 

 

５ 放送文化賞の贈呈 

 放送事業の発展に寄与し、放送文化の向上に著しい功績のあった方に贈る日本放送協会

放送文化賞（第５８回）は、放送記念日に際し、次の６氏に贈呈した。 

王   貞 治  （福岡ソフトバンクホークス監督） 

城戸崎   愛  （料理研究家） 

坂 田 藤十郎  （歌舞伎俳優） 

塩 野   宏  （東京大学名誉教授） 

高 見 のっぽ  （俳優、作家、歌手） 

平 井   聖  （昭和女子大学学長） 

 

６ 放送法第９条第３項の業務の実施 

 協会の保有する施設・設備等の有効活用を図るとともに、副次収入の確保に資するため、

放送法第９条第３項第１号の業務としてスタジオ・会議室の供用等を、第２号の業務とし

て委託によるスポーツ中継用国際信号の制作を行った。 

 

７ 専門家派遣による国際協力及び受託研修 

 政府の国際協力計画等に基づき、カンボジア、ブータンへ放送に関する専門家を派遣し

た。 

 また、独立行政法人国際協力機構等からの委託により２１か国４１人に対し、国内の一

般放送事業者からの委託により３０社３７人に対し、それぞれ研修を行った。 
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日 本 放 送 協 会 の 沿 革 

 

大正14年 社団法人東京放送局（３月）、同大阪放送局（６月）、同名古屋放送局 

 （７月）がラジオ放送開始 

大正15年８月 ３放送局が合併し、社団法人日本放送協会発足 

昭和６年４月 ラジオ第２放送開始 

昭和10年６月 海外放送（ラジオ国際放送）開始 

昭和25年６月 放送法に基づく日本放送協会設立 

社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務、財産を承

継。設立に際し、国の出資は受けていない。 

昭和27年２月 ラジオ国際放送再開 

昭和28年２月 総合テレビジョン開始 

昭和34年１月 教育テレビジョン開始 

昭和35年９月 テレビジョン放送カラー化開始 

昭和44年３月 ＦＭ放送開始 

昭和47年10月 東京都渋谷区に放送センター本館完成（48年７月、千代田区から移転 

 完了） 

昭和57年12月 テレビジョン音声多重放送開始 

昭和60年11月 テレビジョン文字多重放送開始 

平成元年６月 衛星第１テレビジョン、第２テレビジョン開始 

平成６年11月 ハイビジョン実用化試験放送開始 

平成７年４月 テレビジョン国際放送開始 

平成８年３月 ＦＭ文字多重放送開始 

平成12年12月 衛星デジタルテレビジョン開始（衛星ハイビジョン放送、衛星第１放 

 送、衛星第２放送） 

平成15年12月 地上デジタルテレビジョン放送開始（デジタル総合放送、デジタル教 

育放送） 

 

設立根拠法：放送法 

主管省：総務省 

（資料１） 
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テレビジョンの放送事項別放送時間及び比率（本部） 

 

（アナログ総合放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

4,194・30 

時間 分

967・45 

時間 分 

2,172・51 

時間 分 

1,424・54 

時間 分 

8,760・00 

１週間平均 80・26 18・34 41・40 27・20 168・00 

比 率 47.9 ％ 11.0 ％ 24.8 ％ 16.3 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７３０時間００分  １日平均放送時間 ２４時間００分 

 

（デジタル総合放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

4,194・24 

時間 分 

957・02 

時間 分 

 2,161・46 

時間 分 

1,424・54 

時間 分 

8,738・06 

１週間平均 80・26 18・21 41・28 27・20 167・35 

比 率 48.0 ％ 11.0 ％ 24.7 ％ 16.3 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７２８時間１１分  １日平均放送時間 ２３時間５６分 

   （マルチ編成を年間４時間５６分実施） 

 

（アナログ教育放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

294・06 

時間 分 

6,322・10 

時間 分 

1,164・49 

時間 分 

   0・45 

時間 分 

7,781・50 

１週間平均 5・38 121・15 22・20 0・01 149・14 

比 率 3.8 ％ 81.2 ％ 15.0 ％ 0.0 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ６４８時間２９分  １日平均放送時間 ２１時間１９分 

 

（デジタル教育放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

294・06 

時間 分 

6,322・10 

時間 分 

1,164・49 

時間 分 

   0・45 

時間 分 

7,781・50 

１週間平均 5・38 121・15 22・20 0・01 149・14 

比 率 3.8 ％ 81.2 ％ 15.0 ％ 0.0 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ６４８時間２９分  １日平均放送時間 ２１時間１９分 

   （マルチ編成を年間３３４１時間４７分実施） 

（資料２） （資料２） 



－７５－ 

（衛星ハイビジョン放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

1,958・43 

時間 分 

 1,003・25 

時間 分 

2,869・36 

時間 分 

1,926・17 

時間 分 

7,758・01 

１週間平均 37・33 19・15 55・02 36・57 148・47 

比 率 25.2 ％ 12.9 ％ 37.1 ％ 24.8 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ６４６時間３０分  １日平均放送時間 ２１時間１５分 

（マルチ編成を年間４時間３８分実施） 

 

（衛星第１放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

4,891・31 

時間 分 

 892・52 

時間 分 

1,844・01 

時間 分 

1,118・08 

時間 分 

8,746・32 

１週間平均 93・49 17・07 35・22 21・27 167・45 

比 率 55.9 ％ 10.2 ％ 21.1 ％ 12.8 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７２８時間５３分  １日平均放送時間 ２３時間５８分 

 

（衛星第２放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

1,689・02 

時間 分 

2,621・16 

時間 分 

1,961・20 

時間 分 

2,474・08 

時間 分 

8,745・46 

１週間平均 32・24 50・16 37・37 47・27 167・44 

比 率 19.3 ％ 30.0 ％ 22.4 ％ 28.3 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７２８時間４９分  １日平均放送時間 ２３時間５８分 

 

 



－７６－ 

ラジオの放送事項別放送時間及び比率（本部） 

 

（第１放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

4,535・57 

時間 分 

  262・23 

時間 分 

1,973・39 

時間 分 

1,988・01 

時間 分 

8,760・00 

１週間平均 86・59  5・02 37・51 38・08 168・00 

比 率 51.8 ％  3.0 ％ 22.5 ％ 22.7 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７３０時間００分  １日平均放送時間 ２４時間００分 

 

（第２放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

1,026・23 

時間 分 

5,030・19 

時間 分 

1,116・28 

時間 分 

7,173・10 

１週間平均 19・41 96・28 21・25 137・34 

比 率 14.3 ％ 70.1 ％ 15.6 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ５９７時間４６分  １日平均放送時間 １９時間３９分 

 

（ＦＭ放送） 

放送事項 報 道 教 育 教 養 娯 楽 合 計 

年間放送時間 
時間 分 

1,483・20 

時間 分 

  534・33 

時間 分 

3,290・36 

時間 分 

3,403・42 

時間 分 

8,712・11 

１週間平均 28・27  10・15 63・06 65・17 167・05 

比 率 17.0 ％  6.1 ％ 37.8 ％ 39.1 ％ 100.0 ％ 

   １か月平均放送時間 ７２６時間０１分  １日平均放送時間 ２３時間５２分 

（資料３） 



－７７－ 

テレビジョン補完放送の放送時間（本部） 

 

１ 音声による補完放送 

 ステレオ放送 ２か国語放送 解説放送 

年間放送時間 
 時間 分 

 4,634・02 
 時間 分 

 653・01 
 時間 分 

 337・42 アナログ 

総合放送 
１ 週 間 平 均  88・52  12・31  6・29 

年間放送時間 4,939・00(注２) 825・21(注３) 419・28(注４)デジタル 

総合放送 １ 週 間 平 均  94・44  15・50  8・03 

年間放送時間  5,834・50  203・45  700・40 アナログ 

教育放送 １ 週 間 平 均  111・54    3・54  13・26 

年間放送時間 5,968・48(注５) 205・15(注６) 700・40(注７)デジタル 

教育放送 １ 週 間 平 均  114・29    3・56   13・27 

年間放送時間 7,018・18(注８) 739・51(注９) 248・21(注10)衛星ハイビ 

ジョン放送 １ 週 間 平 均  134・36   14・11   4・46 

年間放送時間 2,369・14(注11) 3,381・00(注12)    0・00 
衛星第１放送 

１ 週 間 平 均   45・26   64・50    0・00 

年間放送時間 6,007・12(注13) 997・09(注14) 476・11(注15)
衛星第２放送 

１ 週 間 平 均  115・12   19・07    9・08 

(注１) 衛星ハイビジョン放送、衛星第１放送、衛星第２放送については、デジタル放送の

放送時間を記載している。 

(注２) このうち、Ｂモードステレオ放送は104時間18分、5.1チャンネルサラウンド放送は

209時間05分、ステレオ２か国語放送は261時間35分、ステレオ解説放送は307時間23分。 

(注３) このうち、ステレオ２か国語放送は261時間35分。 

(注４) このうち、ステレオ解説放送は307時間23分。 

(注５) このうち、Ｂモードステレオ放送は130時間50分、3-1チャンネルサラウンド放送は1

時間30分、5.1チャンネルサラウンド放送は48時間27分、ステレオ２か国語放送は59時

間22分、ステレオ解説放送は76時間06分。 

(注６) このうち、ステレオ２か国語放送は59時間22分。 

(注７) このうち、ステレオ解説放送は76時間06分。 

(注８) このうち、Ｂモードステレオ放送は1,144時間38分、3-1チャンネルサラウンド放送

は3時間54分、5.1チャンネルサラウンド放送は679時間15分、ステレオ２か国語放送は

610時間05分、ステレオ解説放送は248時間21分。 

(注９) このうち、ステレオ２か国語放送は610時間05分。 

(注10) このうち、ステレオ解説放送は248時間21分。 

(注11) このうち、Ｂモードステレオ放送は14時間10分、5.1チャンネルサラウンド放送は5

時間10分、ステレオ２か国語放送は28時間18分。  

(注12) このうち、ステレオ２か国語放送は28時間18分。 

(注13) このうち、Ｂモードステレオ放送は900時間54分、5.1チャンネルサラウンド放送は

65時間59分、ステレオ２か国語放送は145時間30分、ステレオ解説放送は208時間30分。

なお、アナログ放送では、年間5,631時間14分（１週間平均107時間59分）のステレオ

放送を実施。 

(注14) このうち、ステレオ２か国語放送は145時間30分。なお、アナログ放送では、年間

998時間00分（１週間平均19時間08分）の２か国語放送を実施。 

(注15) このうち、ステレオ解説放送は208時間30分。なお、アナログ放送では、年間419時

間22分（１週間平均8時間03分）の解説放送を実施。 

（資料４） 



－７８－ 

２ 字幕放送 

 年間放送時間 １週間平均 

アナログ総合放送 

時間 分 

3,712・32 

時間 分 

71・12 

デジタル総合放送 3,712・32 71・12 

アナログ教育放送 2,230・34 42・47 

デジタル教育放送 2,230・34 42・47 

デジタル衛星ハイビジョン放送 2,663・00 51・04 

衛 星 第 ２ 放 送 2,366・41 45・23 

 

３ データ放送（デジタル放送） 

 年間放送時間 １週間平均 

独立型 

時間 分 

8,738・06 

時間 分 

167・35 総合放送 

連動型 201・10 3・51 

教育放送 独立型 7,781・50 149・14 

独立型 7,758・01 148・47 衛星ハイビジョン

放送 連動型 501・55 9・38 

（注） 衛星第１（第２）放送においても独立型データ放送を実施している。 

 

（参考）字幕放送番組放送時間の推移 

年 度 

系 統 
１４ １５ １６ １７ １８ 

年間放送時間 
時間 分 

2,375･20 
時間 分 

2,912･13 
時間 分 

3,055･49 
時間 分 

3,505･50 
時間 分 

3,712・32 アナログ 

総合放送 
１週間平均 45･33 55･42 58･36 67･14 71・12 

年間放送時間 － 979･50(注1) 3,050･36 3,540･32 3,712・32 デジタル 

総合放送 １週間平均 － 56･13(注1) 58･30 67･54 71・12 

年間放送時間 1,565･08 1,905･40 2,292･28 2,415･08 2,230・34 アナログ 

教育放送 １週間平均 30･01 36･27 43･58 46･19 42・47 

年間放送時間 － 639･59(注1) 2,293･23 2,414･08 2,230・34 デジタル 

教育放送 １週間平均 － 36･43(注1) 43･58 46･18 42・47 

年間放送時間 1,500･46 2,045･32 2,228･24 2,793･00 2,663・00 デジタル衛星 

ハイビジョン放送 １週間平均 28･47 39･07 42･44 53･34 51・04 

年間放送時間 1,254･54 1,950･21(注2) 2,356･17 2,475･09 2,366・41(注2)衛星第２ 

放送(注2) １週間平均 24･04 37･18(注2) 45･11 47･28 45・23(注2)

(注１) 15年度のデジタル総合放送及びデジタル教育放送は、12月1日～16年3月31日。 

(注２) 衛星第２放送については、デジタル放送の放送時間を記載している。アナログ放送

では、15年度、年間1,944時間53分（１週間平均37時間12分）、18年度、年間2,367時間

10分（１週間平均45時間24分）の字幕放送を実施。それ以外の年度については、デジ

タル放送の放送時間と同一。  



－７９－ 

地 域 放 送 番 組 放 送 時 間 

 

（アナログテレビジョン）         （デジタルテレビジョン） 

(注)１８年度中の異なる時期に放送を開始し

た局を含むため、全国平均は算出してい

ない。 

 

（ラジオ第１放送）            （ＦＭ放送） 

局  名 年間放送時間 １日平均 局  名 年間放送時間 １日平均 

 

本部(東京) 

大   阪 

名 古 屋 

広   島 

福   岡 

仙   台 

札   幌 

松   山 

 

全国平均 
（５５局） 

時間 分 

1,087・25 

1,363・09 

1,065・41 

1,015・55 

1,135・18 

1,186・32 

1,035・00 

1,040・55 

 

1,050・58 

時間 分

    2・59 

    3・44 

    2・55 

    2・47 

    3・07 

    3・15 

    2・50 

    2・51 

 

    2・53 

 

   

本部(東京)

大   阪

名 古 屋

広   島

福   岡

仙   台

札   幌

松   山

 

全国平均 
（５４局）

時間 分 

  690・31 

  692・24 

  693・09 

  688・30 

  684・43 

  704・41 

  682・57 

  680・50 

 

  726・40 

時間 分

    1・54 

    1・54 

    1・54 

    1・53 

    1・53 

    1・56 

    1・52 

    1・52 

 

    1・59 

 

 

局  名 年間放送時間 １日平均  局  名 年間放送時間 １日平均 

 

本部(東京) 

大   阪 

名 古 屋 

広   島 

福   岡 

仙   台 

札   幌 

松   山 

 

全国平均 
（５２局） 

時間 分 

1,002・59 

1,370・30 

1,138・01 

1,135・40 

1,186・32 

1,114・45 

1,100・38 

  993・33 

 

1,076・01 

時間 分

    2・45 

    3・45 

    3・07 

    3・07 

    3・15 

    3・03 

    3・01 

    2・43 

 

2・57 

 

本部(東京)

大   阪

名 古 屋

広島（10月～）

福   岡

仙   台

札幌（6月～） 

松山（10月～）

 

全国平均 
 

時間 分 

991・40 

1,370・08 

1,141・07 

545・12 

1,186・42 

1,114・54 

929・36 

484・31 

 

――(注) 

 

時間 分

    2・43 

    3・45 

    3・08 

3・00 

3・15 

3・03 

3・03 

2・40 

 

――(注) 

（資料５） 



－８０－ 

テレビジョン文字放送番組表 

 

（平成１９年３月） 

番組番号 番  組  名 

９００ ＮＨＫ目次 

９０１ ＮＨＫヘッドラインニュース 

９０２ ニュース 

９０４ ニューススーパーライン 

９１１ ＮＨＫガイド 

９１２ ＮＨＫテキスト情報 

９１３ ＮＨＫ衛星放送 映画・音楽情報 

９１４ 番組みどころ情報（総合・教育・衛星） 

９１５ ハイビジョンみどころ情報 

９１７ バラエティー生活笑百科 

９１８ ふるさとネットワーク 

９１９ ＮＨＫ世論調査 

９９１ 聴力障害者・イベント情報 

９９２ 字幕番組案内 

９９３ 字幕番組（ドラマ）あらすじ 

 

（資料６） 



－８１－ 

番組制作委託取引に関する自主基準 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

日本放送協会（以下「ＮＨＫ」という）は、ＮＨＫ関連団体（制作子会社）を通して

ＮＨＫ番組の制作を外部の番組制作会社（以下「制作会社」という）に委託するにあたっ

て、取引に関する公正性・透明性を確保し、よりよい番組の創造を制作会社とともに推進

するため、ＮＨＫおよびＮＨＫ関連団体（制作子会社）が、取引を行うにあたっての基準

となる事項を、次のとおり定める。 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

 

（１） 制作会社への制作委託にあたっては、制作会社を放送文化の創造・発展のパート

ナーと位置付け、ＮＨＫの定めた「ＮＨＫ放送番組基準」に則った良質な番組の

制作を行うため、適正な協力関係の構築に努める。 

（２） ＮＨＫ番組の公共性および受信料を財源とする公共放送の使命について、制作会

社の十分な理解を得るよう努める。 

（３） 制作委託の取引にあたっては、「下請法の手引」に則り下請法の規定を遵守するほ

か、独占禁止法等の関係法令を遵守し、取引の内容や条件、手続き等について誠

実かつ十分な協議を行い、必要に応じて文書で確認するなど、取引の公正性・透

明性を確保する。 

 

Ⅱ．番組の制作委託に関するＮＨＫの基本方針 

 

（１）「ＮＨＫ放送番組基準」に則りＮＨＫの内容管理のもとで制作を行うため、ＮＨＫ

関連団体（制作子会社）にプロデューサー業務を委託し、その制作責任のもとで、

企画提案した制作会社への制作委託を行う。 

（２）ＮＨＫによる内容管理のもとでの制作を保障するため、番組制作に係る経費はＮＨ

Ｋが負担する。 

（３）制作会社の企画により制作会社に制作委託して完成した番組の著作権は、制作会社

と共有するとの認識に立って、制作会社の有する権利を不当に軽んじることのな

いよう留意する。 

（４）制作された番組は、公共放送ＮＨＫの番組としてＮＨＫの主体性のもとで放送等に

使用し適正に管理することが必要であり、契約にあたっては、「制作委託にあたっ

てのＮＨＫの考え方」「アニメ番組に関する契約の考え方」（別添）について制作

会社に十分な説明と協議を行い、その理解を得て適正な契約を締結する。 

 

 

（資料７） 



－８２－ 

Ⅲ．取引にあたって 

 

（契約の締結） 

（１）制作会社への制作委託にあたっては、前項の「番組の制作委託に関するＮＨＫの基

本方針」を事前に十分に説明し、理解を得ることに努める。 

（２）制作会社への制作委託の発注が決まり次第、直ちに発注書を交付する。 

（３）委託の内容、委託代金額およびその支払い、権利の扱い、納品等についてその諸条

件を双方が十分協議し、合意の上その内容を明示した契約書をできるだけ早期に

作成する。契約書作成にあたっては、必要条項を網羅した「契約書雛型」を用意

し、契約締結のための協議を確実かつ円滑に行う。 

（４）契約の内容や履行に関して、発注内容に変更が生じたり、想定外の事情や疑義が生

じたりした場合は、双方誠意をもって協議を行い、誤解のないよう必要に応じて

文書により確認を行う。 

（５）契約書において取り決める事項は、次のとおり。 

ア）［委託の目的］ 制作する番組を特定し、その使用目的を明確にする。 

イ）［委託の内容等］ 制作への双方の関わり方およびそれぞれの責任を明確にする。 

ウ）［委託金額］ 委託の目的とする範囲での番組の使用を前提とし、制作する番組

の内容に即した委託金額を取り決める。金額は、番組の内容を踏まえて制作会

社の制作業務に要する経費および管理費を制作会社側が見積もり、これをもと

に内容とあわせて適正な協議を行い、合意を得る。 

エ）［委託代金の支払い］ 委託代金の支払い時期、支払い方法等の条件を下請法の

規定を踏まえて適正に取り決め、確実に履行する。 

オ）［著作権等の扱い］ 制作委託取引に関するＮＨＫの基本方針への理解のもと、

番組の著作権の帰属を明らかにし、委託の目的とする範囲を超えた二次的な使

用に関する双方のかかわり方、およびその適正な条件を取り決める。 

カ）［納品･検収］ 完成物の仕様、納入期日、納入後の試写等について明確に定め

るほか、やり直しの必要が生じた場合の費用の扱い方を取り決める。 

キ）［その他］ 事故や紛争時の扱いなど必要な事項を定める。 

 

（遵守する事項） 

（１）正当な理由がないのに、委託した番組の受領を拒まない。 

（２）納品が完了した後に、費用の扱いを協議しないまま一方的で不当なやり直しの要請

をしない。 

（３）制作委託取引の際に、直接かかわりのない他の取引や役務の提供を強要しない。 

（４）その他、独禁法等の法令を遵守し、別途定める『下請法の手引』に従い下請法に規

定される親事業者の禁止事項や義務を遵守する。 

以上 

 



－８３－ 

「制作委託にあたってのＮＨＫの考え方」 

 

当協会は、当協会の放送で使用する番組の企画提案を外部の番組制作会社から募集するに 

あたって次に記す契約方針を持っています。提案が採択された場合には、この方針に基づい 

て制作委託契約を行うこととしています。 

 

＜ＮＨＫ関連団体による契約と制作統括＞ 

・当協会の編集基準に沿った番組制作を行うため、ＮＨＫ側プロデューサー（制作統括）

のもとで制作を行うこととし、企画した制作会社との制作委託契約は、ＮＨＫから制作

の委託を受けたＮＨＫ関連団体が行うことになります。 

＜番組制作の目的＞ 

・番組制作の目的は、ＮＨＫの放送で使用し、また、必要な視聴者サービス等に使用する

ことです。 

＜委託費＞ 

・番組全体の制作費をＮＨＫが全額負担する原則に立って、委託費は、制作経費と管理費

で構成し、企画内容とともに協議のうえ、契約において確定します。 

・なお、ＮＨＫでの放送使用が、一定の期間または回数を超える場合は制作会社に別途追

加支払いを行います（学校放送番組、汎用番組等、多回数の放送を前提とするものを除

く）。 

＜番組の著作権の取扱い＞ 

・制作委託した完成番組は、制作会社とＮＨＫ側の共同著作物と位置付けたうえで、ＮＨ

Ｋ放送番組の公共放送としての性格および制作費に用いる受信料収入の性格から※、次の

条件のもとで、ＮＨＫを、番組の著作権を代表して行使する者（共有著作権の代表行使

者）と定めます。 

○ 一定の代表行使期間を定め、その後はあらためて協議することを原則とします。 

○ 番組の著作権行使により番組著作権者としての権料収入が生じたときには、契約時

に定める権料収入配分を行います。 

○ 制作会社が番組の二次使用を行う希望がある場合は、委託元関連団体を通じてＮＨ

Ｋに提案してもらうことが可能です。 

・番組の放送にあたってのクレジット表示は、著作権の共有を踏まえ、ＮＨＫと制作会社

の名称を併記します。 

 

 

※ＮＨＫを「著作権の代表行使者」とする理由 

・番組の二次使用で公共放送としてのＮＨＫのイメージを損ない結果的にＮＨＫの放送事業に

支障が生じることのないよう、番組の二次使用をＮＨＫの管理の下に置く必要があります。 

・ＮＨＫが、特定の事業者の権利ビジネスに供するために制作費を支出したかのような誤解を

招くのを避ける必要があります。 



－８４－ 

「アニメ番組に関する契約の考え方」 

 

当協会は、当協会が放送するシリーズアニメ番組について、アニメ制作会社と次の考え方で 

契約を行う方針です。 

 

[制作委託] 

・当協会が制作するシリーズアニメ番組は、ＮＨＫの放送での使用のほか、多角的な活用

により視聴者の多様な要望に応えることを目指し、制作のパートナーとなるアニメ制作

会社とともに、それぞれの役割を定めて制作にあたります。 

・当協会の編集基準に沿った番組制作を行うため、ＮＨＫ関連団体のプロデューサー（制

作統括）のもとで制作を行うこととし、アニメ制作会社との制作委託契約は、ＮＨＫか

ら制作の委託を受けたＮＨＫ関連団体が契約することになります。 

・シリーズ番組全体の制作費をＮＨＫが全額負担する原則に立って、委託費は制作会社側

の制作経費と管理費で構成し、企画内容とともに協議のうえ、契約において確定します。 

＜番組の著作権の扱い＞ 

Ａ）プロダクション企画の場合 

・アニメ制作会社の企画による場合、制作された番組は、制作会社とＮＨＫ側の共同著作

物と位置付けたうえで、ＮＨＫ放送番組の公共放送としての性格および制作費に用いる

受信料収入の性格から、次の条件のもとで、ＮＨＫを、番組の著作権を代表して行使す

る者（共有著作権の代表行使者）と定めます。 

○ 一定の代表行使期間を定め、その後はあらためて協議することを原則とします。 

○ 番組の著作権行使により番組著作権者としての権料収入が生じたときには、契約時

に定める権料収入配分を行います。 

○ 制作会社側が番組の二次使用を行う希望がある場合は、委託元関連団体を通じてＮ

ＨＫに提案してもらうことが可能です。 

・番組の放送にあたってのクレジット表示は、著作権の共有を踏まえ、ＮＨＫと制作会社

の名称を併記します。 

Ｂ）ＮＨＫ側企画の場合 

・ＮＨＫ側の企画により制作する場合、委託内容は限定的となり番組自体の著作権はＮＨ

Ｋ側に帰属することとなりますが、多角的な活用により権料収入が生じたときには、ア

ニメ制作会社の寄与を踏まえ一定の権料収入配分を行います。 

 

[放送権購入] 

・制作委託と異なり、アニメ制作会社が独自にアニメ番組を企画、制作する場合に、ＮＨ

Ｋは、一定の放送回数・期間の放送権を購入することがあります。 

・（予約購入）また、ＮＨＫ放送にふさわしい番組が完成することを前提に、企画段階で放

送権の購入を予約することがあります。この場合、ＮＨＫ側が制作過程になんらかの形

で関与できることが必要条件となります。 



－８５－ 

中 央 ・ 地 方 放 送 番 組 審 議 会 委 員 

（平成１９年３月３１日現在） 

◎ 委 員 長 

○ 副 委 員 長 

 

中 央 放 送 番 組 審 議 会 

青 木 奈 緒 （作家） 

猪 谷 千 春 （国際オリンピック委員会副会長） 

○ 池 田 理代子 （劇画家、声楽家） 

菊 池 哲 郎 （毎日新聞社取締役） 

榊 原 洋 一 （お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター教授） 

鈴 木 勝 利 （電機連合顧問） 

千 住 真理子 （バイオリニスト） 

○ 塚 田 和 夫 （アジア農業協同組合振興機関常務理事） 

◎ 野 村 吉三郎 （全日本空輸最高顧問） 

橋 本 五 郎 （読売新聞特別編集委員） 

広 野 道 子  （２１ＬＡＤＹ社長） 

松 井 孝 典  （東京大学大学院新領域創世科学研究科教授） 

宮 田 亮 平  （東京芸術大学学長） 

村 松 泰 雄  （朝日新聞社ジャーナリスト学校長） 

山 根 香 織  （主婦連合会副会長） 

 

関東甲信越地方放送番組審議会 

市 村 次 夫 （小布施堂社長） 

今 井 裕 久 （サドヤ醸造場社長） 

○ 上 原   明  （新潟商工会議所会頭） 

上 條 茉莉子 （コペルＮＰＯ代表） 

◎ 加 村 トク江 （前埼玉県国際交流協会専務理事） 

小 島 俊 一 （ＪＡ宇都宮代表理事組合長） 

（資料８） 



－８６－ 

澁 谷   勲  （常陽銀行取締役会長） 

高 山 恵 子  （えじそんくらぶ代表） 

富 岡 賢 治  （群馬県立女子大学学長） 

花 田   力  （京成電鉄社長） 

増 井 光 子 （よこはま動物園園長・獣医学博士） 

森   まゆみ （作家） 

 

近 畿 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

朝 廣 佳 子 （読売奈良ライフ社長・編集長） 

有 田 典 代  （関西国際交流団体協議会事務局長） 

江 里 佐代子 （截金作家） 

金 剛 永 謹 （能楽師 金剛流宗家） 

齊 藤 十 内  （日本スピンドル製造社長） 

○ 佐 藤 友美子 （サントリー次世代研究所部長） 

髙 橋 政 之 （髙橋金属社長） 

建 畠   晢  （国立国際美術館長） 

成 川 守 彦  （和歌山県病院協会会長） 

◎ 西 田 正 吾 （大阪大学大学院基礎工学研究科長） 

野 崎 勝 義  （阪神タイガース取締役連盟担当） 

原 田 廣 人  （ジェイコム関西社長） 

 

中 部 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

揚 原 安 麿 （江守商事常務取締役、日本青年会議所前会頭） 

◎ 網 中 政 機  （名城大学法学部教授） 

池 田 桂 子 （弁護士） 

伊 藤 寿 治 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

岩 崎   隆 （ノリタケカンパニーリミテド会長） 

岡 本 知 彦  （ナベヤ社長） 

加 藤   淳 （富山県水墨美術館顧問） 



－８７－ 

小 堀 幸 穂 （小堀酒造店社長） 

○ 鈴 木 寿美子  （元静岡県教育委員会委員長） 

鈴 山 雅 子  （三重県男女共同参画センター所長） 

中 村 淳 治  （中日新聞社取締役広告担当） 

水 野 耕太郎  （東邦ガス社長） 

 

中 国 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

井野口 慧 子 （詩人・広島県詩人協会副会長） 

加 計 美也子  （高梁学園理事長） 

河 部 眞 弓 （結まーるプラス理事長） 

川 本 一 徳 （佐々木木工社長・府中家具工業協同組合理事長） 

小 泉   凡  （島根県立女子短期大学助教授） 

繁 森 良 二 （旭川荘資料館館長） 

清 水 昭 允 （清水社長） 

○ 徳 永 あけみ （特別養護老人ホーム幸嶺園園長） 

畑 口   實 （広島市ひと・まちネットワーク常務理事） 

堀 江 和 義  （中国新聞社論説委員会論説主幹） 

◎ 前 川 功 一 （広島大学副学長） 

矢 藤 益 美 （写真家） 

山 本   徹 （西中国信用金庫理事長） 

 

九 州 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

石 丸 美奈子 （コピーライター、エッセイスト） 

大 倉 紀 子 （ジャンヌマリー社長） 

親 泊 一 郎 （沖縄セルラー電話常任特別顧問） 

◎ 木之内   均 （木之内農園代表・日本ブランド農業事業協同組合常務理事） 

佐 藤 英 生 （日本ケーブルテレビ連盟理事） 

○ 柴 田 洋三郎  （九州大学理事・副学長） 

正 野 逸 子  （産業医科大学産業保健学部教授） 



－８８－ 

田 口 信 教  （鹿屋体育大学教授・学長補佐） 

田 代 俊一郎  （西日本新聞社編集局次長兼文化部長） 

中 島   宏 （陶芸家・日本工芸会理事） 

渡 邊 眞一郎  （宮崎県酒造組合会長） 

 

東 北 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

牛 尾 陽 子 （藤崎取締役・藤崎快適生活研究所所長） 

大 井 龍 司 （宮城県立こども病院院長） 

大 沼 ヒサ子 （桜の聖母短期大学非常勤講師） 

大 矢 邦 宣 （平泉郷土館館長） 

佐々木 恭之助 （東北電力常務取締役） 

佐 藤 あき子  （青森県ＪＡ女性組織協議会会長） 

○ 立 花 鶴 憲 （河北新報社論説委員会委員長） 

永 山 勝 教  （七十七銀行専務取締役） 

真 下 清 美 （真下慶治記念美術館館長） 

◎ 三 浦 廣 巳 （三傳商事社長） 

結 城 登美雄 （民俗研究家・宮城教育大学講師） 

 

北 海 道 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

青 田 昌 秋 （北海道立オホーツク流氷科学センター所長） 

江 尻   司 （北海道新聞論説主幹） 

折 笠 秀 勝 （折笠農場代表取締役） 

藤 堂 志津子 （作家） 

外 山 茂 樹 （函館大妻高等学校校長） 

野 坂 政 司 （北海道大学大学院国際広報メディア研究科教授） 

○ 長谷川 幸 男 （いわみざわ農業協同組合代表理事組合長） 

  福 居 恵美子  （福居製餡所社長） 

毛 利   稔  （北海道振興社長） 

◎ 矢 澤 武 彦 （釧路水産物流通協会相談役・矢澤商店代表取締役） 



－８９－ 

吉 田 淑 恵 （ワニワニクラブの仲間達の会理事長） 

 

四 国 地 方 放 送 番 組 審 議 会 

河 内 順 子 （大塚国際美術館理事） 

○ 小 松 正 幸  （愛媛大学学長） 

谷   茂 男 （愛媛新聞社報道局長） 

田 村 耕 一 （徳島経済研究所専務理事） 

佃   昌 道 （高松大学・高松短期大学学長） 

野 田 文 子  （内子フレッシュパーク“からり”取締役） 

広 末 幸 彦 （高知市商店街振興組合連合会理事長、協同組合帯屋町筋 

理事長） 

藤 岡 抱 玉 （愛媛女流書家連盟会長） 

丸 地 真 人  （高知県立図書館長） 

◎ 宮 地 正 隆 （四国電力取締役副社長） 

  脇 口 倉 重  （伊予銀行専務取締役） 

 

 



－９０－ 

ラジオ国際放送の放送事項別放送時間及び比率 

 

年間放送事項別 

放送時間 

送信呼称 

報 道 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 娯 楽 計 
１日平均

放送時間

一 般 向 け 
時間 分

7,250･34 

時間 分

3,718･23 

時間 分

351･27 

時間 分 

11,320･24 

時間 分

31･00 

欧 州 向 け 1,294･10 530･26 － 1,824･36 4･59 

北 中 米 向 け 279･14 85･46 － 365･00 1･00 

ハ ワ イ 向 け 278･56 86･04 － 365･00 1･00 

中 米 向 け 134･15 48･15 － 182･30 0･30 

南 米 向 け 402・25 144・58 － 547.23 1.29 

中東・北アフリカ向け 795･48 290･48 － 1,086･36 2･58 

ア フ リ カ 向 け 402･24 144･38 － 547･02 1･29 

極 東 ロ シ ア 向 け 341･15 145･17 － 486･32 1･19 

ア ジ ア 大 陸 向 け 1,755･34 676･41 － 2,432･15 6･39 

東 南 ア ジ ア 向 け 2,194･12 967･45 － 3,161･57 8･39 

南 西 ア ジ ア 向 け 805･04 289･20 － 1,094･24 2･59 

大 洋 州 向 け 104･10 229･55 30･55 365･00 1･00 

計 16,038･01 7,358･16 382･22 23,778･39 

 

65･08

比  率 （％）  67.2   30.9   1.6 100.0   

 

（資料９） 



－９１－ 

ラジオ国際放送の中継放送時間（１日）の推移 

（単位 時間） 

年  度 

海外中継 
１４ １５ １６ １７ １８ 

ガボン中継 9.5 5.0 5.0 5.0 5.0 

 

欧州 

中東・北アフリカ 

アフリカ南部 

3.0 

4.5 

2.0 

3.0 

 － 

2.0 

3.0 

 － 

2.0 

3.0 

 － 

2.0 

3.0 

 － 

2.0 

カナダ中継 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

 
北米東部 

北米西部 

7.0 

1.0 

8.0 

1.0 

8.0 

1.0 

8.0 

1.0 

8.0 

1.0 

ギアナ中継 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5(注3)

 

南米東部 

南米西部 

中米 

3.5 

2.5 

1.5 

3.5 

2.5 

1.5 

3.5 

2.5 

1.5 

3.5 

2.5 

1.5 

3.5(注3)

2.5(注3)

1.5(注3)

スリランカ中継 8.5 14.0(注1) 7.0 7.0 7.0 

 

南西アジア 

中東・北アフリカ 

大洋州 

4.0 

4.5 

   － 

4.0 

7.0(注1)

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

3.0 

2.0 

2.0 

3.0 

2.0 

2.0 

イギリス中継 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 

 
欧州 

中東・北アフリカ 

9.0 

 － 

9.0 

 － 

9.0 

1.0 

9.0 

1.0 

9.0 

1.0 

シンガポール中継 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 

 

インドシナ半島 

大洋州 

南西アジア 

8.0 

5.0 

2.0 

8.0 

5.0 

2.0 

8.0 

6.0 

3.0 

8.0 

6.0 

3.0 

8.0 

6.0 

3.0 

アセンション中継 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

 

アフリカ中部 

アフリカ西部 

南米東部 

4.5 

3.0 

1.0 

4.5 

3.0 

1.0 

4.5 

3.0 

1.0 

4.5 

3.0 

1.0 

4.5 

3.0 

1.0 

ダバヤ中継     － 3.0 7.0 7.0 7.0 

 
中東・北アフリカ 

欧州 

    － 

    － 

2.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

6.0 

1.0 

ボネール中継     － 1.0 1.0 3.0 3.0(注4)

 南米     － 1.0(注2) 1.0 3.0 3.0(注4)

（注１）15年5月から同年12月までの間、送信機の故障により、1日3時間の送信が不能となったた

め、イギリス中継局、ダバヤ中継局から代替送信を行った。 

（注２）年度後半より実施。 

（注３）18年10月29日午前10時からの中継放送時間（1日）は、2時間（南米東部1.0、南米西部

0.5、中米0.5）。 

（注４）18年10月29日午前10時からの中継放送時間（1日）は、4時間（南米4.0）。 

 

（資料１０） 



－９２－ 

国 際 放 送 番 組 審 議 会 委 員 

（平成１９年３月３１日現在） 

◎ 委 員 長 

○ 副委員長 

 

  朝 海 和 夫  （前駐欧州連合日本政府代表部大使） 

  池 上 清 子  （国連人口基金東京事務所長） 

○ 勝 又 英 子  （日本国際交流センター常務理事・事務局長） 

  菊 川   剛  （オリンパス社長） 

  酒 井 啓 子  （東京外国語大学大学院地域文化研究科教授） 

  清 水 優 史  （前橋工科大学教授） 

  竹 田 保 孝  （共同通信社常務理事・編集総本部長） 

  平 田 康 夫  （ＫＤＤＩ研究所会長） 

  吉 村 作 治  （早稲田大学国際教養学部教授） 

◎ 渡 辺   修  （日本貿易振興機構理事長） 

 

                            

 

（資料１１） 



－９３－ 

テレビジョン視聴時間量（１日平均）の推移 

時間:分

3:37 3:42

3:55

3:43 3:43

1:09
1:03 1:07

0:57 1:00

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

14 15 16 17 18年度

 
  ※ ６月調査値（１４年度については５～６月調査値） 

 

 

（資料１２） 

（ ＮＨＫテレビジョン計 ） 

（ テレビジョン全局計 ） 



－９４－ 

放 送 文 化 研 究 委 員 会 委 員 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

飽 戸   弘  （東洋英和女学院大学学長） 

五百旗頭  真  （防衛大学校校長） 

田 中 義 久  （法政大学社会学部教授） 

橋 本 五 郎  （読売新聞編集委員） 

長谷部 恭 男  （東京大学法学部教授） 

松 永 真 理  （バンダイ社外取締役） 

山 下 東 子  （明海大学経済学部教授） 

吉 永 みち子  （作家・エッセイスト） 

 

（資料１３） 



－９５－ 

放送受信契約の種別及び受信料額 

 

１ 放送受信契約の種別 

カ ラ ー 契 約   衛星系によるテレビジョン放送の受信を除き、地上系による 

テレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約 

普 通 契 約   衛星系によるテレビジョン放送の受信及び地上系によるテレ 

ビジョン放送のカラー受信を除く放送受信契約 

衛星カラー契約    衛星系及び地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含 

む放送受信契約 

衛 星 普 通 契 約   衛星系及び地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除 

き、衛星系によるテレビジョン放送の白黒受信を含む放送受 

信契約 

特 別 契 約   地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地 

域又は列車、電車その他営業用の移動体において、地上系に

よるテレビジョン放送の受信を除き、衛星系によるテレビ

ジョン放送の受信を含む放送受信契約 

 ２ 受信料額 

契約種別 支 払 区 分 月 額 ６か月前払額 １２か月前払額

口 座 振 替 等 １,３４５円 ７,６５０円  １４,９１０円 
カ ラ ー 契 約 

訪 問 集 金 １,３９５円 ７,９５０円  １５,４９０円 

口 座 振 替 等 ８５５円 ４,８９０円  ９,５５０円 
普 通 契 約 

訪 問 集 金 ９０５円 ５,１９０円  １０,１３０円 

口 座 振 替 等 ２,２９０円 １３,０９０円  ２５,５２０円 
衛星カラー契約 

訪 問 集 金 ２,３４０円 １３,３９０円  ２６,１００円 

口 座 振 替 等 １,８００円 １０,３３０円  ２０,１６０円 
衛星普通契約 

訪 問 集 金 １,８５０円 １０,６３０円  ２０,７４０円 

口 座 振 替 等 １,００５円 ５,７３０円  １１,１８０円 
特 別 契 約 

訪 問 集 金 １,０５５円 ６,０３０円  １１,７６０円 

 （沖縄県の区域） 

口 座 振 替 等 １,１９０円 ６,８１０円  １３,２８０円 
カ ラ ー 契 約 

訪 問 集 金 １,２４０円 ７,１１０円  １３,８６０円 

口 座 振 替 等 ７００円 ４,０５０円  ７,９２０円 
普 通 契 約 

訪 問 集 金 ７５０円 ４,３５０円  ８,５００円 

口 座 振 替 等 ２,１３５円 １２,２５０円  ２３,８９０円 
衛星カラー契約 

訪 問 集 金 ２,１８５円 １２,５５０円  ２４,４７０円 

口 座 振 替 等 １,６４５円 ９,４９０円  １８,５３０円 
衛星普通契約 

訪 問 集 金 １,６９５円 ９,７９０円  １９,１１０円 

（資料１４） 



－９６－ 

 （多数契約一括支払割引制度） 

   事業所等で衛星契約を１０件以上契約したものが一括して口座振替又は継続振込に

より支払う場合は、すべての衛星契約を対象に、所定の受信料額からその契約種別に

応じて１件当たり次表の月額を割り引く。ただし、衛星カラー契約の契約件数が９７

件、９８件又は９９件である場合は、１００件として受信料の額を算定する。 

 

契約種別ごとの全契約を対象に 

１ 件 当 た り 減 ず る 月 額 
契約種別ごとの契約件数 

衛星カラー契約 
衛星普通契約 

特 別 契 約 

５０件未満 ２００円 

５０件以上１００件未満 ２３０円 

１００件以上 ３００円 

９０円 

 

 （団体一括支払割引制度） 

   協会が定める要件を備えた団体の構成員１５名以上が衛星契約を締結し、その団体

の代表者を通じ、一括して口座振替又は継続振込により支払う場合は、すべての契約

件数に対し、訪問集金額から１件当たり月額２５０円を割り引く。 

 

 （同一生計支払割引制度（家族割引〔学生〕〔単身赴任〕）） 

   協会が定める要件を備えた学生または単身赴任者が、その通学または通勤のための

住居の放送受信料を口座振替等により支払う場合、その者又はその生計をともにする

者が別の住居の放送受信料を口座振替等により支払う限りにおいて、口座振替等によ

る受信料額からその契約種別に応じて次表の月額を割り引く。 

 

（沖縄県の区域） 

 

                        

契約種別 減ずる月額 

カラー契約 ３９５円 

普通契約 ２３５円 

衛星カラー契約 ７０５円 

衛星普通契約 ５４５円 

契約種別 減ずる月額 

カラー契約 ４４５円 

普通契約 ２８５円 

衛星カラー契約 ７６０円 

衛星普通契約 ５９５円 

特別契約 ３３５円 



－９７－ 

放送受信契約（有料）増加計画等の達成状況（平成１８年度） 

 

区 分 増 加 計 画 増 加 実 績 達 成 率 

契 約 総 数 
千件 

１００ 

千件 

３ 

％ 

２.８ 

衛 星 契 約 ３５０ ３７４ １０７.１ 

カ ラ ー 契 約 総 数 １５０ ３４ ２２.５ 

口 座 振 替 等 ４００ ６６２ １６５.５ 

 

（資料１５） 



－９８－ 

都道府県別放送受信契約件数 

（平成１９年３月３１日現在） 

（単位 件） 
   

カラー契約 普通契約 衛星契約 衛星カラー 
契 約 

衛星普通
契 約

特 別 
契 約 

契約総数 

東 京 都 
長 野 県 
新 潟 県 
山 梨 県 
神奈川県 
群 馬 県 
茨 城 県 
千 葉 県 
栃 木 県 
埼 玉 県 

2,398,733
412,206
472,240
173,948

1,596,773
427,511
568,647

1,120,255
400,970

1,337,319

49,102 
1,644 
2,577 
1,118 

23,598 
2,227 
5,527 

18,547 
2,396 

21,580 

1,259,091
298,053
302,127
96,871

987,209
182,094
272,832
572,357
200,538
626,820

1,254,176
297,797
301,935
96,573

984,660
182,016
272,561
570,764
200,278
625,268

3,006
60

101
49

2,500
64

254
1,545

109
1,552

1,909 
196 
91 

249 
49 
14 
17 
48 

151 
0 

3,706,926
711,903
776,944
271,937

2,607,580
611,832
847,006

1,711,159
603,904

1,985,719

大 阪 府 
京 都 府 
兵 庫 県 
和歌山県 
奈 良 県 
滋 賀 県 

1,583,977
498,217

1,008,717
230,476
244,581
240,688

54,603 
11,701 
17,391 
2,138 
7,896 
1,747 

678,593
238,640
474,103
93,604

124,929
127,765

675,145
237,950
472,962
93,409

124,200
127,703

2,794
666
900
126
708
39

654 
24 

241 
69 
21 
23 

2,317,173
748,558

1,500,211
326,218
377,406
370,200

愛 知 県 
石 川 県 
静 岡 県 
福 井 県 
富 山 県 
三 重 県 
岐 阜 県 

1,463,923
227,292
700,293
115,774
175,435
380,829
386,256

13,229 
1,609 
4,491 
1,094 

851 
2,687 
2,903 

688,802
135,062
457,597
122,948
167,396
166,321
234,961

687,936
134,969
457,285
122,840
167,322
166,146
234,666

556
56

186
65
26

113
61

310 
37 

126 
43 
48 
62 

234 

2,165,954
363,963

1,162,381
239,816
343,682
549,837
624,120

広 島 県 
岡 山 県 
島 根 県 
鳥 取 県 
山 口 県 

636,734
391,518
123,753
96,176

314,834

4,682 
4,296 

912 
618 

2,394 

342,235
194,007
123,485
91,823

206,723

341,073
193,560
123,318
91,741

206,072

560
289
74
41

240

602 
158 
93 
41 

411 

983,651
589,821
248,150
188,617
523,951

福 岡 県 
熊 本 県 
長 崎 県 
鹿児島県 
宮 崎 県 
大 分 県 
佐 賀 県 
沖 縄 県 

957,510
367,930
327,978
413,112
209,645
227,601
172,904
218,829

12,323 
3,325 
3,335 
4,736 
2,535 
2,703 

801 
4,122 

488,010
168,816
132,599
165,717
133,401
126,052
70,470
63,667

486,897
168,440
132,338
165,344
133,135
125,789
70,365
63,587

918
218
124
307
74

136
44
58

195 
158 
137 
66 

192 
127 
61 
22 

1,457,843
540,071
463,912
583,565
345,581
356,356
244,175
286,618

宮 城 県 
秋 田 県 
山 形 県 
岩 手 県 
福 島 県 
青 森 県 

411,849
203,321
215,733
251,545
388,647
301,747

2,125 
684 
989 

1,273 
2,231 
1,298 

289,092
173,667
147,557
184,633
221,544
158,925

288,894
173,297
147,428
184,346
221,137
158,807

97
66
22
69

148
45

81 
304 
107 
218 
259 
73 

703,046
377,672
364,279
437,451
612,422
461,970

北 海 道 1,105,944 15,187 492,040 490,271 1,097 672 1,613,171

愛 媛 県 
高 知 県 
徳 島 県 
香 川 県 

303,302
135,715
140,039
211,418

4,095 
1,647 
3,806 
1,420 

155,608
101,079
83,108
99,430

154,698
100,688
82,475
99,285

373
228
412
48

537 
163 
221 
97 

463,005
238,441
226,953
312,268

全 国 計 24,292,844 332,193 12,922,381 12,891,546 21,224 9,611 37,547,418

 

（資料１６） 

契約種別 

都道府県 



－９９－ 

種 類 別 免 除 契 約 件 数 

       （平成１９年３月３１日現在） 

（単位 件） 

     

カラー契約 普通契約 衛星契約
衛星ｶﾗｰ

契 約

衛星普通

契 約

特 別 

契 約 
契約総数 

割 合

（％）

総 数 1,479,225 36,900 241,905 241,220 645 40 1,758,030 － 

全 額 免 除 計 1,251,512 34,179 80,044 79,628 399 17 1,365,735 100.0

社 会 福 祉 施 設 171,641 5,801 24,807 24,673 131 3 202,249 14.8

児童福祉施設 51,020 4,411 2,144 2,134 10 0 57,575 4.2

生活保護施設 3,398 160 188 186 1 1 3,746 0.3

身 体 障 害 者 
更生援護施設 

7,367 138 1,920 1,896 24 0 9,425 0.7

社会福祉事業 
施 設 

108,675 1,057 20,395 20,298 95 2 130,127 9.5

更生保護事業 
施 設 

1,181 35 160 159 1 0 1,376 0.1

学 校 583,415 10,648 15,477 15,431 46 0 609,540 44.6

公的扶助受給者 363,973 11,598 13,860 13,769 84 7 389,431 28.6

身 体 障 害 者 107,471 5,142 22,475 22,345 127 3 135,088 9.9

社 会 福 祉 事 業 

施 設 入 所 者 
15,965 698 1,507 1,503 3 1 18,170 1.3

市町村民税非課税の 

重度の知的障害者 
9,047 292 1,918 1,907 8 3 11,257 0.8

（災害被災者＊） (1,473) (4) (809) (807) (2) (0) (2,286) (-) 

半 額 免 除 計 227,713 2,721 161,861 161,592 246 23 392,295 100.0

視覚、聴覚障害者 94,166 1,320 61,886 61,767 110 9 157,372 40.1

重度のし体不自由者 128,488 1,363 95,122 94,975 135 12 224,973 57.4

重度の戦傷病者 5,059 38 4,853 4,850 1 2 9,950 2.5

＊ 災害被災者の件数は年間の合計値。期間を定めて免除するため、全額免除計及び総数には含めない。 

（資料１７） 

契約種別 

種 類 



－１００－ 

放送受信契約件数（有料）の推移 

  

（単位 千件） 

 
１４ １５ １６ １７ １８ 

カ ラ ー 契 約    24,823    24,582    23,980    23,385 23,042 

普 通 契 約       404       372       349       326 298 

衛 星 契 約    11,520    11,945    12,289    12,468 12,842 

 衛星カラー契約 11,479 11,908 12,254 12,434  12,812 

   衛 星 普 通 契 約 31 28 26 24  21 

  特 別 契 約 10 9 9 10  9 

契 約 総 数    36,747    36,899    36,618    36,179 36,182 

 

カ ラ ー 契 約 総 数    36,312    36,499    36,243    35,829    35,863

契 約 総 数 に 占 め る 

カラー契約総数の割合 
    98.8%     98.9%     99.0%     99.0% 99.1% 

 

 

（参考） 契約総数等の増加件数（有料）の推移 

                                 （単位 千件） 

 
１４ １５ １６ １７ １８ 

契 約 総 数       230       152     △281     △439 3 

衛 星 契 約       409       425       344       179 374 

カ ラ ー 契 約 総 数       269       187     △256     △414 34 

  

（資料１８） 

年 度 

年 度 末 

契約種別 

区 分 



－１０１－ 

支払区分別放送受信契約件数の推移 

  

（単位 千件） 

１４ １５ １６ １７ １８ 
 

 構成 

比率 

 構成

比率

 構成

比率

 構成 

比率 

 構成

比率

   ％ ％ ％  ％ ％

訪問集金 4,867 13.2 4,792 13.0 6,121 16.7 6,371 17.6 5,712 15.8

口座振替 29,591 80.5 29,515 80.0 27,868 76.1 27,039 74.7 26,737 73.9

継続振込 2,289 6.3 2,592 7.0 2,629 7.2 2,769 7.7 3,167 8.7

契 約 総 数 

（ 有 料 ） 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  566 1.6

訪問集金 4,071 16.4 4,027 16.4 4,957 20.7 5,128 21.9 4,632 20.1

口座振替 19,814 79.8 19,570 79.6 18,156 75.7 17,372 74.3 16,963 73.6

継続振込 938 3.8 985 4.0 867 3.6 885 3.8 1,080 4.7
カラー契約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  367 1.6

訪問集金 90 22.3 83 22.2 91 26.0 89 27.3 78 26.0

口座振替 296 73.3 273 73.3 245 70.2 225 69.0 207 69.3

継続振込 18 4.4 16 4.5 13 3.8 12 3.7 13 4.5
普 通 契 約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  0 0.2

訪問集金 706 6.1 682 5.7 1,073 8.7 1,154 9.3 1,002 7.8

口座振替 9,481 82.3 9,672 81.0 9,467 77.0 9,442 75.7 9,567 74.5

継続振込 1,333 11.6 1,591 13.3 1,749 14.3 1,872 15.0 2,074 16.2
衛 星 契 約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  199 1.5

訪問集金 700 6.1 677 5.7 1,067 8.7 1,148 9.2 997 7.8

口座振替 9,452 82.3 9,646 81.0 9,444 77.1 9,421 75.8 9,548 74.5

継続振込 1,327 11.6 1,585 13.3 1,743 14.2 1,865 15.0 2,068 16.2

衛星カラー 

契 約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  199 1.5

訪問集金 6 17.7 5 17.4 6 23.3 6 25.0 5 23.0

口座振替 24 79.2 22 79.4 19 74.1 17 72.3 15 72.8

継続振込 1 3.1 1 3.2 1 2.6 1 2.7 1 3.6

衛星普通 

契 約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  0 0.6

訪問集金 0 3.4 0 3.8 0 4.3 0 5.2 0 4.3

口座振替 5 45.9 4 46.8 4 47.7 4 42.2 4 43.4

 

継続振込 5 50.7 5 49.4 5 48.0 6 52.6 5 52.2

 

特別契約 

ｸ ﾚ ｼ ﾞ ｯ ﾄ －  － － － － － －  －  0 0.1

（注） 構成比率は、それぞれの契約種別における比率を示す。 

（資料１９） 

年 度 末 

支払区分 



－１０２－ 

毎期・前払別放送受信契約件数の推移 

  

（単位 千件） 

１４ １５ １６ １７ １８ 
 

 

 

 
 構成 

比率 

 構成

比率

 構成

比率

 構成 

比率 

 構成

比率

    ％ ％ ％ ％  ％

毎期 16,435 44.7 16,452 44.6 16,701 45.6 16,984 46.9 16,633 46.0
契約総数（有料） 

前払 20,312 55.3 20,447 55.4 19,917 54.4 19,195 53.1 19,549 54.0

毎期 12,073 48,6 11,994 48.8 12,020 50.1 12,124 51.8 11,759 51.0
カ ラ ー 契 約 

前払 12,750 51.4 12,588 51.2 11,960 49.9 11,261 48.2 11,283 49.0

毎期 225 55.7 207 55.7 199 57.0 192 58.8 174 58.5
普 通 契 約 

前払 179 44.3 165 44.3 150 43.0 134 41.2 124 41.5

毎期 4,137 35.9 4,251 35.6 4,482 36.5 4,668 37.4 4,700 36.6
衛 星 契 約 

前払 7,383 64.1 7,694 64.4 7,807 63.5 7,800 62.6 8,142 63.4

毎期 4,118 35.9 4,233 35.5 4,465 36.4 4,650 37.4 4,685 36.6
衛星カラー契約 

前払 7,361 64.1 7,675 64.5 7,789 63.6 7,784 62.6 8,127 63.4

毎期 16 53.1 15 52.9 14 54.9 14 57.7 12 57.1
衛星普通契約 

前払 15 46.9 13 47.1 12 45.1 10 42.3 9 42.9

毎期 3 33.3 3 34.2 3 33.0 4 35.6 3 35.8

 

特 別 契 約 
前払 7 66.7 6 65.8 6 67.0 6 64.4 6 64.2

（注） 構成比率は、それぞれの契約種別における比率を示す。 

 
 

（資料２０） 

年 度 末 

区 分 



－１０３－ 

一括支払割引制度利用件数 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

（単位 件） 

内 訳 

区 分 利 用 件 数 

衛星カラー契約 衛星普通契約 特 別 契 約

多数契約一括支払 

割 引 制 度 
333,753 330,197 21  3,535 

団 体 一 括 支 払 

割 引 制 度 
2,035,104 2,032,087 105  2,912 

 

 

 

 

 

 

 

同一生計支払割引制度利用件数 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

（単位 件） 

内 訳 

区 分 利 用 件 数 
カラー 

契 約 
普通契約

衛星カラー

契   約

衛星普通

契  約 
特別契約

家族割引 

〔学生〕 
101,439  90,851 1 10,587 0  0 

家族割引 

〔単身赴任〕 
22,198  17,963 1 4,233 0  1 

 

（資料２１） 

（資料２２） 



－１０４－ 

インターネットで公開している文書 

 （平成１９年３月３１日現在） 

下表の文書は、ホームページの中の「ＮＨＫ経営情報」（http://www3.nhk.or.jp/pr/）、「ＮＨ

Ｋインターネット営業センター」（http://www.nhk.or.jp/eigyo/）、「視聴者・お客さまのご満足

のために」（http://www.nhk.or.jp/css/）で公開するとともに、各放送局・支局・営業センター

の窓口にも備え置いている（（＊）を除く）。なお、ホームページの他のサイトでも、さまざまな

文書・情報を提供している。 

経  営 

経営委員会議事録 

理事会議事録 

収支予算、事業計画及び資金計画（関する資料含む） 

業務報告書、監事の意見書 

財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書、監事の意見書 

連結決算報告書 

定款 

ＮＨＫことしの仕事 

環境報告書  

経理規程 

役員の報酬支給基準 

職員給与支給基準 

「ＮＨＫ倫理・行動憲章」「行動指針」 

デジタル時代のＮＨＫ懇談会報告書 

ＮＨＫ“約束”評価報告書 

ＮＨＫ役員一覧（＊） 

会長会見要旨・資料（＊） 

放  送 

国内、国際番組基準 

国内、国際放送番組編集の基本計画 

国内、国際放送番組編成計画 

各地方向け地域放送番組編集計画 

中央、地方、国際放送番組審議会議事概要 

ＮＨＫ新放送ガイドライン 

放送番組補完インターネット利用計画 

放送総局長会見要旨・資料（＊） 

情報公開・ 

個人情報保護 

ＮＨＫの情報公開のあり方に関する提言 

ＮＨＫ情報公開基準、規程 

ＮＨＫ個人情報保護方針、規程 

報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保護規程 

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会規程 

情報公開の実施状況（＊） 

営  業 
日本放送協会放送受信規約 

日本放送協会放送受信料免除基準 

受信契約数 

視聴者意向 

視聴者意向の業務への反映事例  

年間視聴者意向集約 

ＮＨＫ視聴者サービス報告書 

ＮＨＫのＣＳ（お客さま満足）推進の基本方針（＊） 

ＮＨＫふれあいミーティング実施状況（＊） 

業務委託 
業務委託基準 

業務委託契約要領 

番組制作委託取引に関する自主基準 

子会社等 

関連団体運営基準 

関連団体の業務監査の結果について 

関連団体事業活動審査委員会規程及び同委員会の活動結果について 

ＮＨＫと関連団体との取引について 

子会社・関連会社の役員一覧  

このほか、「日本放送協会報」を各放送局等に備え置いている。 

（資料２３） 



－１０５－ 

ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会委員 

（平成１９年３月３１日現在） 

◎ 委 員 長 

○ 委員長代行 

 

 

◎ 大 島 崇 志 （弁護士） 

○ 樫 谷 隆 夫 （公認会計士） 

佐 藤 ギン子 （女性労働協会名誉会長） 

宍 戸 常 寿 （首都大学東京社会科学研究科法曹養成専攻助教授） 

那 部 吉 正 （前日本記者クラブ専務理事） 

 

 

（資料２４） 



－１０６－ 

情報開示の状況（平成１８年度） 

 

１ 「情報開示の求め」の今年度受け付け件数とその内容 
 
１３２件   （内訳）  経営一般      ５３件 

放送        ２０件 
営業        ２６件 
技術         ３件 
広報・事業       ７件 
総務・経理      ２３件 

 
 
２ 「情報開示の求め」に対する判断結果 
  

(1) 前年度からの継続件数（７件） 

判断結果 件数 備考 

開 示 ５  

不開示  ２ うち、文書不存在１件 
  

(2) 今年度受け付け件数（１３２件） 

判断結果 件数 備考 

開 示 ７９ うち、一部開示１７件 

不開示  ２９ うち、文書不存在２１件 

対象外 ２１ うち、５件については関連情報を提供 

－   ３ 検討中 
 

（注）２件を除き、期間内（３０日以内）に判断を行った。 
 
 

３ 「再検討の求め」の受け付け件数とその審議結果 
 
(1) 前年度からの継続件数（１５件） 

審議結果 件数 

不開示ではなく一部開示・開示が妥当 ２ 

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 １３
 
(2) 今年度受け付け件数（２１件） 

審議結果 件数 

不開示ではなく一部開示・開示が妥当 １ 

当初判断どおり一部開示・不開示が妥当 ９ 

審議中 ５ 

諮問準備中   ６ 
 
 

４ このほか、情報開示の求めの対象とならない分野の情報についても、可能な範囲で、

情報の提供に努めた。 

 

 

 

（資料２５） 



－１０７－ 

視 聴 者 意 向 件 数 の 推 移 

 

（単位 千件） 

年度 

内容 
１４ １５ １６ １７ １８ 

経営関係 27 88 287 386 484 

放送関係 3,893 4,029 3,336 2,611 1,817 

受信料関係 2,087 1,929 3,203 3,260 3,017 

技術関係 248 401 362 364 336 

その他 204 301 509 691 548 

合 計 6,459 6,748 7,697 7,312 6,202 

 

（参考）受付方法別内訳（１８年度） 

（単位 千件） 

区 分 電 話 投 書 来 局 ﾌｧｯｸｽ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
集金訪

問時等

ふれあい 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
合 計

件 数 4,778 262 117 84 521 392 48 6,202

比率(%) 77.0 4.2 1.9 1.4 8.4 6.3 0.8 100

 

（資料２６） 



－１０８－ 

地上デジタルテレビジョン放送局（総合・教育）開設局名（平成１８年度） 

 

開設局数 
地 域 都道府県名 開設局名 

総 合 教 育

神奈川県 小田原 １ １ 

千葉県 銚子 １ １ 

埼玉県 秩父、児玉 ２ ２ 

群馬県 沼田 １ １ 

栃木県 矢板 １ １ 

長野県 
長野、善光寺平、飯田、岡谷諏訪、 

伊那、松本 
６ ６ 

新潟県 

新潟、高田、相川、小出、津南、 

越後湯沢、三川、越後大和、新井、 

鹿瀬日出谷、津川 

１１ １１ 

本部・ 

関東甲信越 

山梨県 甲府、富士吉田 ２ ２ 

兵庫県 神戸兵庫、西宮山口 ２ ２ 

和歌山県 海南、那賀 ２ ２ 

奈良県 生駒奈良北※、栃原 ２ １ 
近   畿 

滋賀県 彦根、甲賀 ２ ２ 

静岡県 島田、富士宮、伊豆長岡、三島 ４ ４ 

三重県 熊野、尾鷲 ２ ２ 

岐阜県 高山、土岐南 ２ ２ 

石川県 金沢、七尾 ２ ２ 

東海・北陸 

福井県 福井 １ １ 

広島県 広島、呉、佐東 ３ ３ 

岡山県 岡山 １ １ 

島根県 松江 １ １ 

鳥取県 鳥取、米子 ２ ２ 

中   国 

山口県 山口、岩国、下関、山口鴻ノ峯 ４ ４ 

（資料２７） 



－１０９－ 

福岡県 福岡、北九州、久留米 ３ ３ 

熊本県 熊本 １ １ 

長崎県 長崎 １ １ 

鹿児島県 鹿児島 １ １ 

宮崎県 宮崎 １ １ 

大分県 大分 １ １ 

佐賀県 佐賀、伊万里 ２ ２ 

九   州 

沖縄県 沖縄 １ １ 

宮城県 涌谷 １ １ 

秋田県 大館、大曲 ２ ２ 

山形県 鶴岡、新庄、米沢天元台、小国 ４ ４ 
東   北 

福島県 会津若松 １ １ 

北 海 道 北海道 札幌 １ １ 

愛媛県 松山、新居浜 ２ ２ 

高知県 高知 １ １ 

徳島県 徳島、鳴門瀬戸 ２ ２ 
四   国 

香川県 高松、北讃岐 ２ ２ 

合 計  ８２ ８１ 

（注）無印…総合放送及び教育放送を開設 

※印…総合放送のみを開設 



－１１０－ 

テレビジョン放送局（地上放送）の概要 

（平成１９年３月３１日現在） 

ア ナ ロ グ デ ジ タ ル 

総 合 教 育 合 計 

系 統 

 

地域・電力 VHF UHF 計 VHF UHF 計 VHF UHF 計 

総合 

(UHF) 

教育

(UHF)
計 

本 部 ・ 
関東甲信越 

近 畿 

東海・北陸 

中 国 

九 州 

東 北 

北 海 道 

四 国 

44 

1 

53 

80 

58 

95 

46 

54 

365 

394 

405 

396 

574 

339 

165 

270 

409 

395 

458 

476 

632 

434 

211 

324 

44 

1 

53 

80 

58 

95 

46 

53 

364 

378 

394 

390 

564 

339 

163 

242 

408 

379 

447 

470 

622 

434 

209 

295 

88 

2 

106 

160 

116 

190 

92 

107 

729 

772 

799 

786 

1,138

678 

328 

512 

817 

774 

905 

946 

1,254 

868 

420 

619 

34 

18 

24 

11 

11 

14 

1 

7 

34 

14 

23 

11 

11 

14 

1 

7 

68 

32 

47 

22 

22 

28 

2 

14 

地 
 

 
 

 

域 

合 計 431 2,908 3,339 430 2,834 3,264 861 5,742 6,603 120 115 235 

５０ｋＷ 

１０ｋＷ 

５ｋＷ 

３ｋＷ 

２ｋＷ 

１ｋＷ 

５００Ｗ 

３００Ｗ 

２５０Ｗ 

２００Ｗ 

90～100Ｗ 

66～76Ｗ 

50～65Ｗ 

1～40Ｗ 

30～500mW 

1 

7 

6 

8 

0 

24 

5 

1 

11 

0 

34 

11 

2 

294 

27 

0 

3 

3 

1 

2 

6 

0 

11 

0 

3 

68 

0 

2 

1,813 

996 

1 

10 

9 

9 

2 

30 

5 

12 

11 

3 

102 

11 

4 

2,107 

1,023 

1 

7 

6 

8 

0 

23 

5 

1 

10 

0 

35 

11 

3 

293 

27 

0 

2 

1 

1 

2 

1 

0 

12 

0 

3 

69 

0 

2 

1,762

979 

1 

9 

7 

9 

2 

24 

5 

13 

10 

3 

104 

11 

5 

2,055

1,006

2 

14 

12 

16 

0 

47 

10 

2 

21 

0 

69 

22 

5 

587 

54 

0 

5 

4 

2 

4 

7 

0 

23 

0 

6 

137 

0 

4 

3,575

1,975

2 

19 

16 

18 

4 

54 

10 

25 

21 

6 

206 

22 

9 

4,162 

2,029 

0 

1 

0 

8 

2 

25 

4 

2 

0 

1 

16 

0 

2 

58 

1 

0 

1 

0 

8 

2 

23 

2 

2 

0 

1 

13 

0 

3 

59 

1 

0 

2 

0 

16 

4 

48 

6 

4 

0 

2 

29 

0 

5 

117 

2 

電 
 

 
 

 
 

 
 

力 

合 計 431 2,908 3,339 430 2,834 3,264 861 5,742 6,603 120 115 235 

 

（資料２８） 



－１１１－ 

テレビジョン放送局（地上放送）運用局数の推移 
 

年度末 
系統 １４ １５ １６ １７ １８ 

ＶＨＦ    ４３３    ４３３    ４３３    ４３１ ４３１

ＵＨＦ  ２,９８３  ２,９７４  ２,９５５  ２,９３８ ２,９０８
総 

合 

合 計  ３,４１６  ３,４０７  ３,３８８  ３,３６９ ３,３３９

ＶＨＦ    ４３２    ４３２    ４３２    ４３０ ４３０

ＵＨＦ  ２,９１０  ２,９００  ２,８８２  ２,８６５ ２,８３４
教 

育 

合 計  ３,３４２  ３,３３２  ３,３１４  ３,２９５ ３,２６４

ＶＨＦ    ８６５    ８６５    ８６５    ８６１ ８６１

ＵＨＦ  ５,８９３  ５,８７４  ５,８３７  ５,８０３ ５,７４２

ア

ナ

ロ

グ 

合 

計 

合 計  ６,７５８  ６,７３９  ６,７０２  ６,６６４ ６,６０３

総  合 
（ＵＨＦ） 

－ ３ １３ ３８ １２０

教  育 
（ＵＨＦ） 

－ ３ １２ ３４ １１５

デ

ジ

タ

ル 合  計 － ６ ２５ ７２ ２３５

 

（参考） １８年度に廃止したテレビジョン放送局（アナログ） 

京都府：京都鞍馬局 

兵庫県：生野奥銀谷局 

奈良県：下北山局、下北山池原局、下北山寺垣内局、天川川合局、天川洞川局 

滋賀県：西浅井塩津局、西浅井永原局、米原枝折局 

岡山県：富局 

山口県：美祢四郎ヶ原局、須佐本町局 

愛媛県：瀬戸塩成局、伊方川永田局、八幡浜千丈局、八幡浜日土局、二見本浦局、 

八幡浜川名津局、八幡浜穴井局、三瓶皆江局、三瓶下泊局、保内楠町局、 

八幡浜神宮前局、伊方局※、伯方叶浦局 

徳島県：上那賀小浜局、上那賀木沢局、上那賀海川局、木頭局、木沢沢谷局 

 

（注）無印…総合放送及び教育放送を廃局 

※印…教育放送のみを廃局 

（資料２９） 



－１１２－ 

ラ ジ オ 放 送 局 の 概 要 

                         （平成１９年３月３１日現在） 

 

系 統 

地域・電力 
第１放送 第２放送 ＦＭ放送 合 計 

本部・関東甲信越 

近 畿         

東 海 ・ 北 陸         

中 国         

九 州         

東 北         

北 海 道         

四 国         

   ２２ 

１２ 

２８ 

３４ 

４３ 

４３ 

２１ 

２４ 

１４ 

７ 

１９ 

２２ 

２４ 

２５ 

１８ 

１３ 

７２ 

５９ 

５５ 

８２ 

７８ 

７２ 

５６ 

５１ 

１０８ 

７８ 

１０２ 

１３８ 

１４５ 

１４０ 

９５ 

８８ 

地 
 

 
 

域 

合   計 ２２７ １４２ ５２５ ８９４ 

 ５００ｋＷ 

 ３００ｋＷ 

 １００ｋＷ 

 ５０ｋＷ 

 ２０ｋＷ 

 １０ｋＷ 

 ５ｋＷ 

 ３ｋＷ 

 １ｋＷ 

 ５００Ｗ 

 ３００Ｗ 

 ２５０Ｗ 

 １００Ｗ 

 ５０Ｗ 

 ２０～３０Ｗ 

 １０Ｗ 

 １～ ３Ｗ 

 ５００ｍＷ 

    ０ 

１ 

３ 

１ 

２ 

１２ 

１７ 

２ 

３５ 

４ 

２ 

０ 

１４３ 

１ 

０ 

４ 

０ 

０ 

４ 

１ 

０ 

１ 

０ 

１３ 

３ 

０ 

３６ 

２ 

０ 

０ 

８０ 

０ 

０ 

２ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

３ 

５ 

４ 

３２ 

１３ 

０ 

１１ 

１０８ 

９ 

１７ 

２０４ 

１１８ 

１ 

４ 

２ 

３ 

２ 

２ 

２８ 

２５ 

６ 

１０３ 

１９ 

２ 

１１ 

３３１ 

１０ 

１７ 

２１０ 

１１８ 

１ 

電 
 

 
 

 
 

力 

合   計   ２２７ １４２ ５２５ ８９４ 

 

（資料３０） 



－１１３－ 

ラジオ放送局運用局数の推移 

 

年度末 

系統 
１４ １５ １６ １７ １８ 

第 １ 放 送      ２２０ ２２３ ２２５ ２２７ ２２７ 

第 ２ 放 送      １４０ １４２ １４２ １４２ １４２ 

Ｆ Ｍ 放 送      ５２４ ５２４ ５２５ ５２５ ５２５ 

合 計 ８８４ ８８９ ８９２ ８９４ ８９４ 

    

（資料３１） 



－１１４－ 

放 送 技 術 審 議 会 委 員 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

  金 子 和 夫  （電子情報技術産業協会専務理事） 

  工 藤 俊一郎  （日本民間放送連盟常務理事） 

  白 井 克 彦  （早稲田大学総長） 

土 井 美和子  （東芝研究開発センター技監） 

  中 川 正 雄  （慶応義塾大学理工学部教授） 

  中 嶋 正 之  （東京工業大学大学院教授） 

  中 村 慶 久  （東北大学電気通信研究所教授） 

原 島   博  （東京大学大学院情報学環教授） 

松 本 正 夫  （総務省大臣官房技術総括審議官） 

  宮 崎 久美子  （東京工業大学大学院教授） 

  宮 原 秀 夫  （大阪大学総長） 

村 上 仁 己  （ＫＤＤＩ理事） 

  山 田 隆 持  （日本電信電話代表取締役副社長） 

結 城 章 夫  （文部科学省事務次官） 

  若 尾 正 義  （電波産業会専務理事） 

 

 

（資料３２） 



－１１５－ 

放 送 技 術 研 究 委 員 会 委 員 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

  相 澤 清 晴  （東京大学教授） 

秋 葉 重 幸  （ＫＤＤＩ研究所代表取締役所長） 

  伊 東   晋  （東京理科大学教授） 

  大 石 進 一  （早稲田大学教授） 

  大久保   明  （総務省情報通信政策局放送技術課長） 

  小 沢 慎 治  （慶應義塾大学教授） 

  小 林 直 人  （産業技術総合研究所理事・評価部長） 

  工 藤 俊一郎  （日本民間放送連盟常務理事） 

  田 中 克 己  （京都大学教授） 

  筒 井 哲 夫  （九州大学教授） 

  花 澤   隆  （日本電信電話株式会社第三部門長） 

  松 島 裕 一  （情報通信研究機構理事） 

  宗 片 比呂夫  （東京工業大学教授） 

  村 岡 裕 明  （東北大学教授） 

  横 井 亮 介  （フジテレビジョン専務取締役） 

（資料３３） 



－１１６－ 

経 営 委 員 会 委 員 の 経 歴 

 
委 員 長  石 原 邦 夫 

       昭和 18 年 10 月 17 日生 

       関 東 ・ 甲 信 越 地 区 

平成 13 年 ６月 東京海上火災保険社長 

平成 14 年 12 月 経営委員会委員 

平成 16 年 10 月 東京海上日動火災保険社長 

平成 16 年 12 月 経営委員会委員長 

委  員  梅 原 利 之 

 委員長職  昭和 14 年 ３月 17 日生 

務代行者  四 国 地 区 

 

平成 10 年 ６月 四国旅客鉄道社長 

平成 16 年 ６月 四国旅客鉄道会長 

平成 16 年 12 月 経営委員会委員 

平成 17 年 12 月 経営委員会委員長職務代行者 

 委  員  深 谷 紘 一 

       昭和 18 年 12 月 ３日生 

       東 海 ・ 北 陸 地 区 

平成 15 年 ６月 デンソー社長 

平成 16 年 12 月 経営委員会委員 

 委  員  武 田 國 男 

       昭和 15 年 １月 ５日生 

       近 畿 地 区 

平成 ５年 ６月 武田薬品工業社長 

平成 14 年 ６月  経営委員会委員 

平成 15 年 ６月 武田薬品工業会長 

 委  員  小 丸 成 洋 

       昭和 25 年 ４月 16 日生 

       中 国 地 区 

平成 ９年 ６月 福山通運社長 

平成 16 年 ６月 経営委員会委員 

委  員  保   ゆかり 

     （高 崎 ゆかり） 

      昭和 27 年 11 月 15 日生 

      九 州 ・ 沖 縄 地 区 

昭和 56 年 ３月 オフィスピュア代表 

平成 14 年 12 月 経営委員会委員 

 委  員  一 力 徳 子 

       昭和 17 年 ６月 23 日生 

       東 北 地 区 

平成 ５年 ３月 国際電信電話仙台支店長 

平成 ９年 ６月 よろづ園茶舗常務 

平成 13 年 12 月 経営委員会委員 

 委  員  小 柴 正 則 

       昭和 23 年 11 月 23 日生 

       北 海 道 地 区 

昭和 62 年 ４月 北海道大学工学部電子工学科教授 

平成 16 年 ４月  北海道大学大学院情報科学研究科教授 

平成 16 年 ６月 経営委員会委員 

平成 18 年 ４月 北海道大学大学院情報科学研究科長 

 委  員  小 林   緑 

       昭和 17 年 ５月 21 日生 

       地 区 を 通 じ て 

平成 ２年 ４月 国立音楽大学教授 

平成 13 年 ６月 経営委員会委員 

 委  員  佐々木 涼 子 

       昭和 19 年 ７月 ８日生 

       地 区 を 通 じ て 

平成 ４年 ４月 東京女子大学文理学部教授 

平成 13 年 ６月 経営委員会委員 

 委  員  菅 原 明 子 

       昭和 22 年 ８月 ８日生 

       地 区 を 通 じ て 

昭和 59 年 ４月 菅原研究所所長 

平成 14 年 12 月 経営委員会委員 

 委  員  多賀谷 一 照 

       昭和 23 年 ３月 14 日生 

       地 区 を 通 じ て 

平成 ２年 ４月 千葉大学法経学部教授 

平成 17 年 12 月 経営委員会委員 

 
 

（資料３４） 



－１１７－ 

ＮＨＫコンプライアンス委員会委員 

 
（平成１９年３月３１日現在） 

 
◎ 委 員 長 
○ 委員長職務代行者 
 

 

      ◎ 八 田 進 二  （青山学院大学大学院教授） 

        

      ○ 下河辺 和 彦  （弁護士） 

           

        秋 山 を ね  （インテグレックス社長） 

           

        上 野 正 彦  （弁護士、公認会計士） 

 

 

 

（資料３５） 



－１１８－ 

会 長 、 副 会 長 、 理 事 の 経 歴 

 

会   長    橋 本 元 一 

(昭和 18 年 10 月 13 日生) 
昭和43年４月 日本放送協会入局 

平成13年６月 技術局長 

平成14年９月 理事 

平成16年９月 専務理事・技師長 

平成17年１月 会長 

副 会 長   永 井 多惠子 

(昭和 13 年１月 30 日生) 

昭和 35 年４月  日本放送協会入局 

平成２年６月 浦和放送局長 

平成５年６月 解説委員室解説主幹 

平成７年２月 解説委員室専門委員 

平成９年４月 世田谷文化生活情報センター館長

平成17年１月 日本放送協会副会長 

理  事  原 田 豊 彦 

(昭和 22 年５月 28 日生) 

 

昭和 45 年６月  日本放送協会入局 

平成 15 年６月  衛星ハイビジョン局長 

平成 16 年６月  名古屋放送局長 

平成 17 年４月  理事 

理  事  畠 山 博 治 

(昭和 22 年１月 20 日生) 

 

昭和 45 年４月  日本放送協会入局 

平成 12 年５月  広報局長 

平成 14 年６月  福岡放送局長 

平成 17 年４月  理事 

理    事   小 林 良 介 

          (昭和 22 年 10 月 26 日生) 

昭和 45 年４月  日本放送協会入局 

平成 14 年６月  監査室長 

平成 16 年６月  営業局長 

平成 17 年４月  理事 

理  事  金 田  新 

(昭和 23 年１月 10 日生) 

昭和 45 年４月  トヨタ自動車工業株式会社入社 

平成 13 年６月  トヨタ自動車株式会社取締役 

        広報部部長 

平成 15 年６月  トヨタ自動車株式会社常務役員 

平成 17 年６月  トヨタ自動車株式会社専務取締役 

        渉外・広報本部本部長 

平成 18 年６月  トヨタ自動車株式会社専務取締役 

        情報システム本部本部長 

平成 18 年９月  日本放送協会理事 

理  事   中 川 潤 一 

(昭和 23 年９月７日生) 

昭和 46 年４月  日本放送協会入局 

平成 13 年６月  総合企画室〔経営計画〕担当局長 

平成 17 年４月  理事 

理   事   小  野  直  路      

(昭和 22 年８月４日生) 

昭和 46 年４月  日本放送協会入局 

平成 15 年６月  衛星ハイビジョン局担当局長 

平成 16 年６月  衛星放送局担当局長 

平成 17 年４月  理事 

理  事   衣 奈 丈 二 

(昭和 24 年２月 22 日生) 

昭和 46 年４月  日本放送協会入局 

平成 16 年６月  監査室長 

平成 17 年４月  理事 

理  事  石 村 英二郎 

(昭和 23 年９月 20 日生) 

昭和 47 年４月  日本放送協会入局 

平成 14 年６月  広報局長 

平成 15 年６月  報道局長 

平成 17 年４月  理事 

理  事  西 山 博 一 

(昭和 24 年 11 月 13 日生) 

昭和 48 年４月  日本放送協会入局 

平成 16 年６月  技術局長 

平成 17 年４月  理事 

 

（資料３６） 



－１１９－ 

 
監 事 の 経 歴 

 

監 事  古 閑 伸 高 

      (昭和 23 年１月６日生) 

昭和 46 年 7 月 日本放送協会入局 

平成 14 年 6 月 経理局長 

平成 17 年 4 月 監事 

監 事  坂 野 泰 治 

(非常勤) （昭和 21 年 10 月 19 日生） 

平成 12 年 8 月 総務庁行政管理局長 

平成 14 年 1 月 内閣官房内閣審議官 

        （内閣官房副長官補付） 

平成 16 年 7 月 社団法人行政情報システム研究所

        理事長 

平成 17 年 7 月 日本放送協会監事 

監 事  落 合 誠 一 

(非常勤) （昭和 19 年 4 月 10 日生） 

平成 2 年 4 月 東京大学法学部教授 

平成 3 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科

          教授 

平成 18 年 9 月 日本放送協会監事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ“約束”評価委員会委員 
 

（平成１９年３月３１日現在） 
 

◎ 委 員 長 
○ 委員長代行 

 
 

○ 江 上 節 子  （ＪＲ東日本顧問・早稲田大学大学院客員教授） 
 
◎ 辻   正 次  （兵庫県立大学教授・大阪大学名誉教授） 
   

村 上 輝 康  （野村総合研究所理事長） 
 

 

 

（資料３７） 

（資料３８） 



－１２０－ 

 

１８年度の“約束” 
 
 視聴者のみなさまから期待していただいている創造性、信頼性などがＮＨＫの追求すべ

き公共放送の価値であると認識し、改革を進めて、その向上を図ります。 

◆ “ＮＨＫだからできる放送”に全力で取り組みます。 
・ みなさまの判断の材料となること、安全・安心なくらしに資すること、文化を継

承・創造すること、子どもたちの情操を育むこと、“ともに生きる社会”を支援す

ること―――こうした様々な価値を持つ、“ＮＨＫだからできる”ニュースや番組

を充実させます。 
・ 幅広い世代に見ていただける番組編成・番組開発を行います。 
・ 地域放送の充実と、全国に向けての情報発信を強化します。 
・ 平成２０年度までに英語化率１００％を実現するなど、国際放送を充実します。 
・ インターネットを利用したアーカイブスの展開に向け準備を進めます。 
・ デジタル技術を活用した新しいサービスの開発・普及に取り組みます。 

◆ みなさまに受信料制度のご理解をいただくよう努め、公平負担の徹底を図ります。 
・ 契約率の向上、収納額の確保に努めます。 
・ より公平で合理的な受信料体系の検討を進めます。 
・ 契約・収納システムの抜本的見直しを行い、営業経費率を改善します。 

◆ みなさまの声を事業運営に反映するとともに、公共放送へのご理解を深めていただける

よう努めます。 
・ みなさまからのご意見・ご要望を的確に放送・事業運営に反映します。 
・ みなさまにより満足していただけるイベント・公開番組を実施します。 
・ 若い方々にＮＨＫを理解していただく取り組みを進めます。 

◆ 不正の根絶に徹底して取り組みます。 
・ 役員が先頭に立ち、職員意識の実態を把握したうえで、コンプライアンス意識の向

上に向けた実効性ある対策を講じます。 
・ 「ＣＯＳＯフレームワーク」の考え方に基づき、業務全般にわたる内部統制機能を

強化します。 

◆ 事業運営の改革を進めます。 
・ 事業運営において、説明責任を果たします 
・ 効果的な事業運営を行うため、“約束”評価結果を予算策定などに活用します。 
・ 本部・地域放送局の体制の見直しを進め、デジタル時代に対応した体質強化を図り

ます。 
・ 関連団体のあり方を見直し、再編・統合を行います。 
・ 平成２０年度までに職員を１割削減するなど、コスト削減を進めます。 

◆ デジタル技術の成果をみなさまに還元します。 
・ ２０１１年（平成２３年）の放送の完全デジタル化を目指し、デジタル放送の全国

“あまねく”の実現に取り組みます。 
・ デジタル放送普及に向けて、視聴者への理解促進に努めます。 
・ デジタル技術の開発とその実用化を進めます。 

（資料３９） 



－１２１－ 

主 要 規 程 の 変 更 の 概 要 

 

１ 日本放送協会放送受信規約の変更 

 (1) クレジットカード継続払の導入                 （４月１日実施） 

 ５月より、クレジットカードによる受信料の継続的な支払い（クレジットカード継続

払）の受け付けを始め、同年６月よりこれによる支払いを可能となるようにするため、

規定の整備を行うもの。 
 (2) 継続振込におけるクレジットカード払の開始           （６月１日実施） 

 ６月より、継続振込により受信料を支払う場合に、クレジットカードによる支払いを

可能となるようにするため、規定の整備を行うもの。 
 (3) 同一生計支払に関する特例（家族割引〔学生〕〔単身赴任〕）の導入 

（１２月１日実施） 

 １２月より、同一生計支払に関する特例による受信料支払いを可能となるようにする

ため、規定の整備を行うもの。 
 

変更前 変更後 

（放送受信料支払いの義務） 
第５条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から

その廃止の届け出のあった月の前月（受信機を設

置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者に

ついては、当該月とする。）まで、１の放送受信契

約につき、その種別および支払区分に従い、次の

表に掲げる額の放送受信料（消費税および地方消

費税を含む。）を支払わなければならない。 

種 別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

訪問集金 1,395円 7,950円 15,490円
カラー 

契 約 口座振替 

継続振込 
1,345円 7,650円 14,910円

訪問集金 905円 5,190円 10,130円
普 通 

契 約 口座振替 

継続振込 
855円 4,890円 9,550円

訪問集金 2,340円 13,390円 26,100円衛 星 

カラー

契 約 
口座振替 

継続振込 
2,290円 13,090円 25,520円

訪問集金 1,850円 10,630円 20,740円衛 星 

普 通 

契 約 
口座振替 

継続振込 
1,800円 10,330円 20,160円

訪問集金 1,055円 6,030円 11,760円
特 別 

契 約 口座振替 

継続振込 
1,005円 5,730円 11,180円

 
２ 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の

区域に居住する者の支払うべき放送受信料額（消

費税および地方消費税を含む。）は、前項の規定

にかかわらず、当分の間、別表に掲げる額とす

る。 

（放送受信料支払いの義務） 
第５条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から

その廃止の届け出のあった月の前月（受信機を設

置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者に

ついては、当該月とする。）まで、１の放送受信契

約につき、その種別および支払区分に従い、次の

表に掲げる額の放送受信料（消費税および地方消

費税を含む。）を支払わなければならない。 

種 別 支 払 区 分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

口座振替等 1,345円 7,650円 14,910円カラー

契 約
訪 問 集 金 1,395円 7,950円 15,490円

口座振替等 855円 4,890円 9,550円普 通

契 約
訪 問 集 金 905円 5,190円 10,130円

口座振替等 2,290円 13,090円 25,520円衛 星

カラー

契 約 訪 問 集 金 2,340円 13,390円 26,100円

口座振替等 1,800円 10,330円 20,160円衛 星

普 通

契 約 訪 問 集 金 1,850円 10,630円 20,740円

口座振替等 1,005円 5,730円 11,180円特 別

契 約
訪 問 集 金 1,055円 6,030円 11,760円

この表において「口座振替等」とは、第３項第

１号から第３号までに定める口座振替、継続振

込またはクレジットカード継続払をいう。 
 
２ 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の

区域に居住する者の支払うべき放送受信料額（消

費税および地方消費税を含む。）は、前項の規定

にかかわらず、当分の間、別表１に掲げる額とす

る。 

（資料４０） 



－１２２－ 

変更前 変更後 

３ 第１項の規定において「訪問集金」、「口座振

替」および「継続振込」とは、次の各号に定める

ところによる。（以下この規約の各条項において

同じとする。） 

 

 

⑴ 訪問集金 ＮＨＫの集金取扱者への支払いな

ど次の２号に定める口座振替および継続振込以

外の方法による支払いをいう。 

 

⑵ 口座振替 ＮＨＫの指定する金融機関に設定

する預金口座、通常郵便貯金等から、ＮＨＫの

指定日に自動振替によって行なう支払いをい

う。 

⑶ 継続振込 ＮＨＫの指定する金融機関、郵便

局等においてＮＨＫの指定する支払期日までに

継続して払込むことによって行なう支払いをい

う。 

 

 

４ 放送受信契約の種別に変更があったときの当該

月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額と

する。ただし、当該月に２回以上の契約種別の変

更があったときの放送受信料は、各変更前および

各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した

契約種別の料額とする。 

⑴ 衛星カラー契約 

⑵ 衛星普通契約 

⑶ カ ラ ー 契 約 

⑷ 特 別 契 約 

 

（多数契約一括支払に関する特例） 
第５条の２ 衛星カラー契約、衛星普通契約または

特別契約の契約件数の合計が 10 件以上である１の

放送受信契約者が、支払期間を同じくして口座振

替または継続振込により一括して放送受信料を支

払う場合は、前条第１項および第２項の規定にか

かわらず、これらの契約種別である全契約を対象

に、口座振替または継続振込による放送受信料額

から、１件あたりその契約種別に応じて次表に定

める月額を減じて支払うものとする。ただし、衛

星カラー契約の契約件数が 97 件、98 件または 99

件である１の放送受信契約者については、その契

約件数を 100 件として算定した放送受信料額を、

12 か月前払額の衛星カラー契約の契約件数が９件

である沖縄県の区域に居住する１の放送受信契約

者については、その契約件数を 10 件として算定し

た放送受信料額を支払うものとする。 

 

 

 

３ 第１項の規定において、「口座振替等」とは、口

座振替、継続振込またはクレジットカード継続払

をいい、「口座振替」、「継続振込」、「クレジットカ

ード継続払」および「訪問集金」とは、次の各号

に定めるところによる。（以下この規約の各条項に

おいて同じとする。） 
⑴ 口座振替 ＮＨＫの指定する金融機関に設定

する預金口座、通常郵便貯金等から、ＮＨＫの

指定日に自動振替によって行なう支払いをい

う。 
⑵ 継続振込 ＮＨＫの指定する金融機関、郵便

局等においてＮＨＫの指定する支払期日までに

継続して払込むことによって行なう支払いをい

う。 
⑶ クレジットカード継続払 ＮＨＫの指定する

クレジットカード会社との契約に基づき、クレ

ジットカード会社に継続して立て替えさせるこ

とによって行なう支払いをいう。 
⑷ 訪問集金 ＮＨＫの集金取扱者への支払いな

ど口座振替等以外の方法による支払いをいう。 
４ 放送受信契約の種別に変更があったときの当該

月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額と

する。ただし、当該月に２回以上の契約種別の変

更があったときの放送受信料は、各変更前および

各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した

契約種別の料額とする。 
⑴ 衛星カラー契約 
⑵ 衛星普通契約 
⑶ カ ラ ー 契 約 
⑷ 特 別 契 約 

 

（多数契約一括支払に関する特例） 
第５条の２ 衛星カラー契約、衛星普通契約または

特別契約の契約件数の合計が 10 件以上である１の

放送受信契約者が、支払期間を同じくして口座振

替または継続振込により一括して放送受信料を支

払う場合は、前条第１項および第２項の規定にか

かわらず、これらの契約種別である全契約を対象

に、口座振替等による放送受信料額から、１件あ

たりその契約種別に応じて次表に定める月額を減

じて支払うものとする。ただし、衛星カラー契約

の契約件数が 97 件、98 件または 99 件である１の

放送受信契約者については、その契約件数を 100

件として算定した放送受信料額を、12 か月前払額

の衛星カラー契約の契約件数が９件である沖縄県

の区域に居住する１の放送受信契約者について

は、その契約件数を 10 件として算定した放送受信

料額を支払うものとする。 

 

 

 



－１２３－ 

変更前 変更後 

 

契約種別ごとの全契約を対象に 

１件あたり減ずる月額 契約種別ごとの 

契約件数 
衛星カラー契約 

衛星普通契約

特 別 契 約

50件未満 200円 

50件以上100件未満 230円 

100件以上 300円 

90円 

２ 前項の多数契約一括支払に関する特例は、次条

に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用

することはしない。 
 

 

（団体一括支払に関する特例） 

第５条の３ 別に定める要件を備えた団体の構成員

で、衛星カラー契約、衛星普通契約または特別契

約を締結している放送受信契約者が 15 名以上まと

まり、団体としてその代表者を通じ、口座振替ま

たは継続振込により一括して放送受信料を支払う

場合は、第５条第１項および第２項の規定にかか

わらず、訪問集金による放送受信料額から、１件

あたり月額250円を減じて支払うものとする。 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜新規＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
契約種別ごとの全契約を対象に 

１件あたり減ずる月額 契約種別ごとの 

契約件数 
衛星カラー契約 

衛星普通契約 

特 別 契 約 

50件未満 200円 

50件以上100件未満 230円 

100件以上 300円 

90円 

２ 前項の多数契約一括支払に関する特例は、次条

に定める団体一括支払に関する特例または第５条

の４に定める同一生計支払に関する特例と重ねて

適用することはしない。 
 

（団体一括支払に関する特例） 

第５条の３ 別に定める要件を備えた団体の構成員

で、衛星カラー契約、衛星普通契約または特別契

約を締結している放送受信契約者が 15 名以上まと

まり、団体としてその代表者を通じ、口座振替ま

たは継続振込により一括して放送受信料を支払う

場合は、第５条第１項および第２項の規定にかか

わらず、訪問集金による放送受信料額から、１件

あたり月額250円を減じて支払うものとする。 

２ 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定め

る同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場

合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支

払う放送受信料について、訪問集金による放送受

信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額

は、250 円に次条第１項の表または別表２に定め

る額を加算したものとする。 

 

（同一生計支払に関する特例（家族割引〔学生〕

〔単身赴任〕）） 
第５条の４ 別に定める要件を備えた学生または単

身赴任者で、その通学または通勤のための住居に

設置した受信機について放送受信契約を締結した

者（以下この項において「対象契約者」とい

う。）が、口座振替等によりその放送受信料を支

払う場合は、対象契約者またはその生計をともに

する者が別の住居に設置した受信機について放送

受信契約を締結し、口座振替等により本条の特例

を受けることなくその放送受信料を支払うもので

ある限り、第５条第１項および第２項の規定にか

かわらず、対象契約者がその通学または通勤のた

めの住居に設置した受信機についての放送受信料

を、口座振替等による放送受信料額から、その契

約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払う

ものとする。 
 
 



－１２４－ 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

（放送受信料の支払方法） 
第６条 放送受信料の支払いは、次の各期に、当該

期分を一括して行なわなければならない。 
第１期 （４月および５月） 

第２期 （６月および７月） 

第３期 （８月および９月） 

第４期 （10月および11月） 

第５期 （12月および１月） 

第６期 （２月および３月） 

２ 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の

翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができ

る。ただし、当該期以降６か月分または 12 か月

分の放送受信料を一括して前払するときは、期別

の支払いによらないことができる。 

３ 放送受信料は、放送受信契約者の住所または放

送受信契約者があらかじめ放送局に申し出た場所

でＮＨＫの集金取扱者に支払うほか、口座振替ま

たは継続振込により支払うことができる。ただ

し、訪問集金の場合において、ＮＨＫのつごうに

より振替払込による支払い（「一時振込」という。

以下同じ。）またはクレジットカードによる支払い

（「クレジットカード一時払い」という。）を求め

たときは、これにより支払うことができるものと

し、この場合、一時振込の振替手数料は、ＮＨＫ

が負担する。 

４ 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を

支払おうとする場合は、ＮＨＫが定める放送受信

料口座振替利用届をあらかじめＮＨＫに提出しな

ければならない。 

５ 口座振替による支払いは、第４項に定める放送

受信料口座振替利用届をＮＨＫが受け付けた月の

属する期の翌期以降の期分（放送受信料が前払さ

れている場合においては、当該前払の期間が終了

する月の翌月以降分）の放送受信料について取り

扱うものとする。 

 

 
 減ずる月額 

カラー契約 445 円 

普通契約 285 円 

衛星カラー契約 760 円 

衛星普通契約 595 円 

特別契約 335 円 

２ 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の

区域に居住する者の支払うべき放送受信料額か

ら、前項の規定に基づきその契約種別に応じて減

ずる月額は、前項の規定にかかわらず、当分の

間、別表２に掲げる額とする。 

 

（放送受信料の支払方法） 
第６条 放送受信料の支払いは、次の各期に、当該

期分を一括して行なわなければならない。 
第１期 （４月および５月） 

第２期 （６月および７月） 

第３期 （８月および９月） 

第４期 （10月および11月） 

第５期 （12月および１月） 

第６期 （２月および３月） 

２ 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の

翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができ

る。ただし、当該期以降６か月分または 12 か月分

の放送受信料を一括して前払するときは、期別の

支払いによらないことができる。 

３ 放送受信料は、口座振替等により支払うほか、

放送受信契約者の住所または放送受信契約者があ

らかじめ放送局に申し出た場所でＮＨＫの集金取

扱者に支払うことができる。ただし、訪問集金の

場合において、ＮＨＫのつごうにより振替払込に

よる支払い（以下「一時振込」という。）またはク

レジットカードによる支払い（「クレジットカード

一時払」という。）を求めたときは、これにより支

払うことができるものとし、この場合、一時振込

の振替手数料は、ＮＨＫが負担する。 

 

４ 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を

支払おうとする場合は、ＮＨＫが定める放送受信

料口座振替利用届をあらかじめＮＨＫに提出しな

ければならない。 

５ 口座振替による支払いは、前項に定める放送受

信料口座振替利用届をＮＨＫが受け付けた月の属

する期の翌期以降の期分（放送受信料が前払され

ている場合においては、当該前払の期間が終了す

る月の翌月以降分）の放送受信料について取り扱

うものとする。 

 



－１２５－ 

変更前 変更後 

６ 口座振替の指定日において、所定の放送受信料

額を請求したにもかかわらず振り替えることがで

きなかったとき（次項の場合を除く。）または継続

振込の支払期日までに払込みが行なわれなかった

ときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分

の放送受信料を訪問集金により支払わなければな

らない。 

７ 口座振替の指定日において、残高の不足により

所定の放送受信料額を振り替えることができなか

った場合は、次の期の指定日に一括して請求する

ものとし、なお振り替えることができなかったと

きは、放送受信契約者は、当該請求期間分の放送

受信料を訪問集金により支払わなければならな

い。当該請求期間後の放送受信料については、口

座振替による支払いを継続するが、別に定める場

合は、その期間の放送受信料についても、訪問集

金により支払わなければならない。 

 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

 ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 口座振替の指定日において、所定の放送受信料

額を請求したにもかかわらず振り替えることがで

きなかったとき（次項の場合を除く。）または継続

振込の支払期日までに払込みが行なわれなかった

ときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分

について、訪問集金による放送受信料額を訪問集

金により支払わなければならない。 

７ 口座振替の指定日において、残高の不足により

所定の放送受信料額を振り替えることができなか

った場合は、次の期の指定日に一括して請求する

ものとし、なお振り替えることができなかったと

きは、放送受信契約者は、当該請求期間分につい

て、訪問集金による放送受信料額を訪問集金によ

り支払わなければならない。当該請求期間後の放

送受信料については、口座振替による支払いを継

続するが、別に定める場合は、その期間について

も、訪問集金による放送受信料額を訪問集金によ

り支払わなければならない。 

８ 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契

約者は、金融機関、郵便局等において払込む方法

に代えて、クレジットカードにより支払うことが

できる。 

９ 放送受信契約者がクレジットカード継続払によ

り放送受信料を支払おうとする場合は、ＮＨＫが

定める放送受信料クレジットカード継続払利用申

込書をあらかじめＮＨＫに提出しなければならな

い。ＮＨＫは、その放送受信料クレジットカード

継続払利用申込書に記載された内容により立替払

いが可能であることをクレジットカード会社に確

認した上で受理する。 

10 クレジットカード継続払による支払いは、前項

に定める放送受信料クレジットカード継続払利用

申込書をＮＨＫが受理した月の属する期の翌期以

降の期分（放送受信料が前払されている場合にお

いては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降

分）の放送受信料について取り扱うものとする。 

11 ＮＨＫがクレジットカード会社に所定の放送受

信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行な

われなかったとき、または、ＮＨＫが所定の放送

受信料額を請求する前に、クレジットカード会社

から放送受信料を請求されても立替払いができな

いと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当

該請求期間以降分について、訪問集金による放送

受信料額を訪問集金により支払わなくてはならな

い。 
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変更前 変更後 

別表 沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放

送受信料額（第５条第２項関係） 

種 別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

訪問集金 1,240円 7,110円 13,860円
カラー 

契 約 口座振替 

継続振込 
1,190円 6,810円 13,280円

訪問集金 750円 4,350円 8,500円
普 通 

契 約 口座振替 

継続振込 
700円 4,050円 7,920円

訪問集金 2,185円 12,550円 24,470円衛 星 

カラー

契 約 口座振替 

継続振込 
2,135円 12,250円 23,890円

訪問集金 1,695円 9,790円 19,110円衛 星 

普 通 

契 約 
口座振替 

継続振込 
1,645円 9,490円 18,530円

 
 ＜新規＞ 

 

別表１ 沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき

放送受信料額（第５条第２項関係） 

種 別 支払区分 月 額 
６か月 

前払額 

12か月 

前払額 

口 座 振 替等 1,190円 6,810円 13,280円カラー

契 約
訪 問 集 金 1,240円 7,110円 13,860円

口 座 振 替等 700円 4,050円 7,920円普 通

契 約
訪 問 集 金 750円 4,350円 8,500円

口 座 振 替等 2,135円 12,250円 23,890円衛 星

カラー

契 約 訪 問 集 金 2,185円 12,550円 24,470円

口 座 振 替等 1,645円 9,490円 18,530円衛 星

普 通

契 約 訪 問 集 金 1,695円 9,790円 19,110円

 

 

 

 

別表２ 沖縄県の区域内に居住する者の同一生計支

払に関する特例における契約種別に応じて減ずる

月額（第５条の４第２項関係） 
 減ずる月額 

カラー契約 395 円 

普通契約 235 円 

衛星カラー契約 705 円 

衛星普通契約 545 円  
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２ 定款の変更 （５月１日実施） 

 

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により放送法の協会に関する規定が

改正されたことに伴い、協会の定款を放送法の趣旨に適合させるよう、規定の整備を行う

もの。 
 

変更前 変更後 
第２２条 （略） 
２ 監事は、その職務を行うため必要があると

きは、その総株主又は総社員の議決権（商法

第２１１条の２第４項に規定する種類の株式

又は持分に係る議決権を除き、同条第５項の

規定により議決権を有するものとみなされる

株式又は持分に係る議決権を含む。次項にお

いて同じ。）の過半数を本会が有する株式会

社又は有限会社（以下「子会社」という。）

に対し、営業の報告を求めることができる。 
 
 
３ 他の株式会社の総株主の議決権の過半数を

本会及び子会社又は子会社が有するときは、

この定款の規定の適用については、その株式

会社は、子会社とみなす。他の有限会社の総

社員の議決権の過半数を本会及び子会社又は

子会社が有するときも、同様とする。 
４～６ （略） 

第２２条 （略） 
２ 監事は、その職務を行うため必要があると

きは、その総株主の議決権（株主総会におい

て決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株式につい

ての議決権を除き、会社法（平成１７年法律

第８６号）第８７９条第３項の規定により議

決権を有するものとみなされる株式について

の議決権を含む。次項において同じ。）の過

半数を本会が有する株式会社（以下「子会

社」という。）に対し、営業の報告を求める

ことができる。 
３ 他の株式会社の総株主の議決権の過半数を

本会及び子会社又は子会社が有するときは、

この定款の規定の適用については、その株式

会社は、子会社とみなす。 
 
 
４～６ （略） 

 

 

 
３ 連結決算規程の変更 （１９年３月３１日実施） 

 
 会社法の施行に伴って制定された法務省令（会社計算規則）の連結計算書類に関する規

定に準じて、協会の連結決算諸表に関する規定を変更するもの。 
 

変更前 変更後 
（連結決算諸表） 
第４条 この規程において連結決算諸表とは、

以下の決算諸表から構成される。 

(1) 連結貸借対照表 

(2) 連結損益計算書 

(3) 連結剰余金計算書 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（連結決算諸表） 
第４条 この規程において連結決算諸表とは、

以下の決算諸表から構成される。 
(1) 連結貸借対照表 

(2) 連結損益計算書 

(3) 連結資本等変動計算書 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 



－１２８－ 

組 織 図 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会 

監 査 室 

考 査 室 

コンプライアンス室 

秘 書 室 

総合企画室 

監 事 

事務局 

事務局 

放送総局 編 成 局 

制 作 局 

報 道 局 

放送技術局 

国際放送局 

海外総支局（＊） 

視聴者総局 

労務・人事室 

技 術 局 

経 理 局 

総 務 局 

研 究 所 

視聴者サービス局 

広 報 局 

営 業 局 

放 送 局（**） 

放送文化研究所
放送技術研究所 

＊ 総局－アジア（バンコク）、中国（北京）、ヨーロッパ（パリ）、アメリカ（ニューヨーク）
支局－マニラ、ジャカルタ、ハノイ、クアラルンプール、ニューデリー、イスラマバード、シ

ドニー、ソウル、上海、広州、台北、ロンドン、ベルリン、ブリュッセル、カイロ、エ
ルサレム、テヘラン、モスクワ、ウラジオストク、ワシントン、ロサンゼルス、シアト
ル、サンパウロ 

** （関東甲信越）長野、新潟、甲府、横浜、前橋、水戸、千葉、宇都宮、さいたま 
  （ 近 畿 ）大阪、京都、神戸、和歌山、奈良、大津 
  （東海・北陸）名古屋、金沢、静岡、福井、富山、津、岐阜 
  （ 中 国 ）広島、岡山、松江、鳥取、山口 

（ 九 州 ）福岡、北九州、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、沖縄 
（ 東 北 ）仙台、秋田、山形、盛岡、福島、青森 

   （ 北海道 ）札幌、函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭 
   （ 四 国 ）松山、高知、徳島、高松 

会 長 

（資料４１） 

経営委員会 



－１２９－ 

放 送 局 等 所 在 地 

（平成１９年３月３１日現在） 

〔本 部〕 

放送センター  150-8001 東京都渋谷区神南２－２－１      (03)3465-1111 

放送文化研究所   105-6216 東京都港区愛宕２－５－１       (03)5400-6800 

愛宕ＭＯＲＩタワー１６Ｆ 

放送技術研究所     157-8510 東京都世田谷区砧１－１０－１１    (03)5494-1125 

〔関東甲信越地方〕 

長野放送局     380-8502 長野市稲葉２１０－２         (026)291-5200 

新潟放送局     951-8508 新潟市川岸町１－４９         (025)230-1616 

甲府放送局     400-8552 甲府市飯田３－１０－２０       (055)222-1311 

横浜放送局     231-8324 横浜市中区本町１－４         (045)212-2822 

前橋放送局     371-8555 前橋市元総社町１８９         (027)251-1711 

水戸放送局     310-8567 水戸市大町３－４－４         (029)232-9885 

千葉放送局     260-8610 千葉市中央区中央４－１４－１４    (043)227-7311 

宇都宮放送局     320-8502 宇都宮市中央３－１－２        (028)634-9155 

さいたま放送局     330-9310 さいたま市浦和区常盤６－１－２１   (048)833-2041 

〔近畿地方〕 

大阪放送局    540-8501 大阪市中央区大手前４－１－２０    (06)6941-0431 

京都放送局     602-8501 京都市上京区智恵光院丸太町下ル    (075)841-4321 

主税町９６４ 

神戸放送局     650-8515 神戸市中央区中山手通２－２４－７   (078)252-5000 

和歌山放送局     640-8556 和歌山市吹上２－３－４７       (073)424-8111 

奈良放送局     630-8540 奈良市鍋屋町２７           (0742)26-3411 

大津放送局     520-0806 大津市打出浜３－３０         (077)522-5101 

〔東海・北陸地方〕 

名古屋放送局   461-8725 名古屋市東区東桜１－１３－３     (052)952-7000 

金沢放送局     920-8644 金沢市大手町１４－１         (076)264-7001 

静岡放送局     420-8721 静岡市葵区西草深町１－２１      (054)274-1111 

福井放送局     910-8680 福井市宝永３－３－５         (0776)28-8850 

富山放送局     930-8502 富山市新総曲輪３－１         (076)444-6630 

津放送局      514-8531 津市丸之内養正町４－８        (059)229-3000 

岐阜放送局     500-8554 岐阜市京町２－３           (058)264-4611 

〔中国地方〕 

広島放送局     730-8672 広島市中区大手町２－１１－１０    (082)504-5111 

岡山放送局     700-8621 岡山市駅元町１５－１         (086)214-4700 

（資料４２） 



－１３０－ 

松江放送局     690-8601 松江市灘町１－２１          (0852)32-0700 

鳥取放送局     680-8701 鳥取市寺町１００           (0857)29-9200 

山口放送局     753-8660 山口市中園町２－１          (083)921-3737 

〔九州地方〕 

福岡放送局     810-8577 福岡市中央区六本松１－１－１０    (092)724-2800 

北九州放送局     803-8555 北九州市小倉北区室町１－１－１－２０ (093)591-5002 

熊本放送局     860-8602 熊本市千葉城町２－７         (096)326-8203 

長崎放送局     850-8603 長崎市西坂町１－１          (095)821-1115 

鹿児島放送局     892-8603 鹿児島市本港新町４－６        (099)805-7000 

宮崎放送局     880-8633 宮崎市江平西２－２－１５       (0985)32-8111 

大分放送局     870-8660 大分市高砂町２－３６         (097)533-2800 

佐賀放送局     840-8601 佐賀市城内２－１５－８        (0952)28-5000 

沖縄放送局     900-8535 那覇市おもろまち２－６－２１     (098)865-2222 

〔東北地方〕 

仙台放送局     980-8435 仙台市青葉区錦町１－１１－１     (022)211-1001 

秋田放送局     010-8501 秋田市山王１－１－２         (018)824-8111 

山形放送局     990-8575 山形市桜町２－５０          (023)625-9511 

盛岡放送局     020-8555 盛岡市上田４－１－３         (019)626-8811 

福島放送局     960-8588 福島市早稲町１－２          (024)526-4333 

青森放送局     030-8633 青森市松原２－１－１         (017)774-5111 

〔北海道地方〕 

札幌放送局     060-8703 札幌市中央区大通西１－１       (011)232-4001 

函館放送局     040-8680 函館市千歳町１３－１         (0138)27-0111 

旭川放送局     070-8680 旭川市６条通６－２７         (0166)24-7000 

帯広放送局     080-0015 帯広市西５条南７－２－２       (0155)23-3111 

釧路放送局     085-8660 釧路市幣舞町３－８          (0154)41-9191 

北見放送局     090-0035 北見市北斗町２－３－２４       (0157)23-4181 

室蘭放送局     051-0012 室蘭市山手町１－３－５０       (0143)22-7271 

〔四国地方〕 

松山放送局     790-8501 松山市堀之内５            (089)921-1111 

高知放送局     780-8512 高知市本町３－３－１２        (088)823-2300 

徳島放送局     770-8544 徳島市寺島本町東１－２８       (088)626-5970 

高松放送局     760-8686 高松市錦町１－１２－７        (087)825-0151 



－１３１－ 

要 員 効 率 化 の 推 移 

 

年度 

区分 
１４ １５ １６ １7 １8 

 

効率化 

   人 

  △ 221 

人

  △ 167 

人

  △ 94 

人 

   △ 90 

人

  △ 403 

要員措置       35       85      58       57       18 

差引純減   △ 186    △ 82    △ 36    △ 33   △ 385 

      

年度末人員 11,815 11,733 11,697 11,664 11,279 

 

 

（資料４３） 



－１３２－ 

資産、負債及び資本の推移 

（一般勘定） 
（単位 百万円） 

年度末 
区 分 １４ １５ １６ １７ １８ 

流 動 資 産 

固 定 資 産 

特 定 資 産 

( 31.3) 

222,511 

( 68.3) 

485,547 

(  0.4) 

3,200 

( 17.5) 

126,634 

( 81.6) 

589,477 

(  0.9) 

6,400 

( 17.2) 

125,255 

( 82.4) 

598,141 

(  0.4) 

3,000 

( 18.0) 

129,569 

( 81.2) 

585,158 

(  0.8) 

5,600 

( 22.3) 

167,046 

( 76.6) 

574,508 

(  1.1) 

8,200 

 

資

産

の

部 
資 産 合 計 

(100.0) 

711,259 

(100.0) 

722,511 

(100.0) 

726,397 

(100.0) 

720,328 

(100.0) 

749,755 

流 動 負 債 

固 定 負 債 

( 29.2) 

207,800 

(  9.1) 

64,895 

( 28.8) 

208,134 

(  8.9) 

64,292 

( 27.6) 

200,679 

(  9.4) 

68,116 

( 27.3) 

196,726 

(  8.6) 

61,691 

( 28.2) 

211,302 

(  7.1) 

53,064 

負 債 合 計 
( 38.3) 

272,696 

( 37.7) 

272,427 

( 37.0) 

268,795 

( 35.9) 

258,418 

( 35.3) 

264,367 

資 本 

積 立 金 

当期事業収支差金 

( 52.5) 

373,486 

(  7.7) 

54,795 

(  1.5) 

10,280 

( 55.7) 

402,351 

(  5.0) 

36,211 

(  1.6) 

11,521 

( 57.0) 

413,872 

(  5.0) 

36,211 

(  1.0) 

 7,516 

( 58.4) 

420,990 

(  5.1) 

36,610 

(  0.6) 

 4,309 

( 57.3) 

429,684 

(  4.3) 

32,225 

(  3.1) 

 23,477 

資 本 合 計 
( 61.7) 

438,562 

( 62.3) 

450,084 

( 63.0) 

457,601 

( 64.1) 

461,910 

( 64.7) 

485,388 

負

債

及

び

資

本

の

部 

負債及び資本合計 
(100.0) 

711,259 

(100.0) 

722,511 

(100.0) 

726,397 

(100.0) 

720,328 

(100.0) 

749,755 

（注）１ （ ）内は、構成比率（％）を示す。 

２ 平成15年度より、流動資産の有価証券は１年以内に満期が到来する債券、固定資産
の長期保有有価証券は１年を超えて満期が到来する債券を表示している（ワンイヤー
ルールの適用）。なお、平成15年度期首時点で流動資産から固定資産に組み替えた額は、
89,492百万円である。 

 

（受託業務等勘定） 
（単位 百万円） 

年度末 

区 分 
１４ １５ １６ １７ １８ 

流 動 資 産 24 11 4 6 4 資
産
の
部 資 産 合 計 24 11 4 6 4 

流 動 負 債 24 11 4 6 4 

負 債 合 計 24 11 4 6 4 
資
本
の
部 

負
債
及
び 

負債及び資本合計 24 11 4 6 4 

（資料４４） 



－１３３－ 

◇ 構成比率 （％） 

年度末
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

固定資産（対 資 産 合 計        ） 68.3 81.6 82.4 81.2 76.6 

負  債（対負債・資本合計） 38.3 37.7 37.0 35.9 35.3 

自己資本（対負債・資本合計） 61.7 62.3 63.0 64.1 64.7 

（注） 平成15年度より、保有有価証券の計上基準を変更している（ワンイヤールールの適用）。 

 
◇ 財務比率 （％） 

年度末
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

固 定 資 産 
固 定 比 率 

自 己 資 本 
110.7 131.0 130.7 126.7 118.4 

流 動 資 産 
流 動 比 率 

流 動 負 債 
107.1  60.8  62.4 65.9 79.1 

（注） 平成15年度より、保有有価証券の計上基準を変更している（ワンイヤールールの適用）。 

 

◇ 回転率、減価償却率 

年 度
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

経常事業収入 
総資本回転率 

自己資本＋負債 

回 ／ 年

0.96 

 

0.95 

 

0.95 

 

0.93 

 

0.92 

経常事業収入 
自己資本回転率 

自 己 資 本 

回 ／ 年

1.56 

 

1.53 

 

1.51 

 

1.47 

 

1.43 

減 価償却費 
減価償却率 

償却資産額＋減価償却費 

％

12.7 

 

13.2 

 

14.7 

 

15.2 

 

15.1 

（注） 自己資本及び負債の算出にあたっては、前期末・当期末の平均値を用いた。 

 
（参考）外部資金残高の推移 

（単位 百万円） 

年度末
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

総 額 53,162 53,305 46,805 39,162 28,598

放 送 債 券 

長 期 借 入 金 

32,000

21,162

32,000

21,305

26,000

20,805

26,000 

13,162 

26,000

2,598

（注） 平成18年度末の長期借入金の借入先別金額は、都市銀行2,180百万円、協同組織金融機
関110百万円、生命保険会社307百万円。 

    このほか、平成18年度末の短期借入金（7,195百万円）の借入先別金額は、都市銀行
6,439百万円、協同組織金融機関575百万円、生命保険会社179百万円。 



－１３４－ 

損 益 の 推 移 

（一般勘定） 
（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

経 常 事 業 収 入 
( 1.1)

674,999
( 0.8)

680,257
( 0.8)

685,493
(△1.5) 
674,946 

( 0.1)
675,606

受 信 料 

交 付 金 収 入 

副 次 収 入 

( 1.3)
665,629

2,002

7,367

( 0.8)
671,112

2,233

6,911

( 0.4)
673,665

2,394

9,434

(△1.5) 
663,515 

2,497 

8,933 

( 0.1)
664,462

2,276

8,868

経 常 事 業 支 出 
( 1.7)

655,603
( 0.6)

659,280
( 1.3)

667,623
(△0.2) 
666,089 

(△2.0)
652,619

国 内 放 送 費 

国 際 放 送 費 

契 約 収 納 費 

受 信 対 策 費 

広 報 費 

調 査 研 究 費 

給 与 

退 職 手 当 ・ 厚 生 費 

共 通 管 理 費※ 

減 価 償 却 費 

未収受信料欠損償却費 

273,639

6,873

62,645

2,103

3,228

8,714

142,650

62,934

14,320

55,381

23,114

271,888

6,862

62,554

2,078

3,087

8,514

141,277

64,519

13,942

61,261

23,295

265,123

6,819

61,348

1,950

3,081

8,713

141,099

63,854

12,904

70,075

32,653

244,858 

6,915 

64,014 

1,615 

3,165 

6,977 

136,699 

56,937 

11,696 

72,123 

61,086 

251,674

6,936

64,567

1,650

3,212

7,512

132,510

52,031

11,461

70,481

50,580

経

常

事

業

収

支 

経 常 事 業 収 支 差 金 19,395 20,976 17,869 8,856 22,987

経 常 事 業 外 収 入 4,236 3,447 3,464 3,815 8,184

財 務 収 入 

雑 収 入 

3,761

474

3,057

390

2,997

467

3,157 

657 

6,326

1,857

経 常 事 業 外 支 出 16,164 16,400 16,847 15,736 14,532

財 務 費 16,164 16,400 16,847 15,736 14,532

経

常

事

業

外

収

支 経 常 事 業 外 収 支 差 金 △11,928 △12,953 △13,382 △11,921 △ 6,347

経 常 収 支 差 金 7,467 8,023 4,487 △ 3,064 16,640

資 本 支 出 充 当 

当 期 剰 余 金 

7,467

－

7,761

262

4,487

  －

－ 

－ 

－

16,640

特 別 収 入 8,666 8,959 10,439 16,721 10,069収 

支

特 

別特 別 支 出 5,853 5,461 7,410 9,347 3,231

当 期 事 業 収 支 差 金 10,280 11,521  7,516 4,309 23,477

資 本 支 出 充 当 

事 業 収 支 剰 余 金 

8,392

1,888

7,761

3,760

7,118

  398

3,719 

590 

－

23,477

（注） （ ）内は、対前年度増加率（％）を示す。 

※  平成14年度以前の名称は「一般管理費」。 
 

（資料４５） 



－１３５－ 

 

（受託業務等勘定） 
（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

経 常 事 業 収 入 1,275   855   920 1,007 1,030 

受 託 業 務 等 収 入 1,275   855   920 1,007 1,030 

経 常 事 業 支 出 1,017   685   738 809 830 

受 託 業 務 等 費 1,017 685 738 809 830 

経

常

事

業

収

支 経 常 事 業 収 支 差 金 257 170 182 198 199 

経 常 事 業 外 支 出 59 38 38 43 43 

財 務 費 59 38 38 43 43 

経
常
事
業
外
収
支 経 常 事 業 外 収 支 差 金 △  59 △  38 △  38 △  43 △  43 

当 期 事 業 収 支 差 金 197 131 144 154 156 

当 期 繰 入 前 剰 余 金 

一 般 勘 定 へ の 繰 入 れ 

197 

197 

131 

131 

144 

144 

154 

154 

156 

156 

 



－１３６－ 

収 入 支 出 決 算 表 

（一般勘定） 

 （事業収支） 
（単位 百万円） 

予 算 額 

予算総則に基づく増減額 
区 分 

当初額 第 ４ 条
第 １ 項
流    用

第 ６ 条
予 備 費

第 13 条
受託研究

合 計 
決算額 

予 算 
残 額 

事 業 収 入 621,791 － － 391 622,182 643,280 △21,098

受 信 料 

交 付 金 収 入 

副 次 収 入 

財 務 収 入 

雑 収 入 

特 別 収 入 

594,029 

2,271 

10,000 

5,450 

500 

9,540 

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

391

－

－

  －

594,029 

2,271 

10,391 

5,450 

500 

9,540 

613,882 

2,276 

8,868 

6,326 

1,857 

10,069 

△19,852

△      4

 1,522

△  876

△ 1,357

△   529

事 業 支 出 621,791 － － 391 622,182 619,803  2,379

国 内 放 送 費 

国 際 放 送 費 

契 約 収 納 費 

受 信 対 策 費 

広 報 費 

調 査 研 究 費 

給 与 

退職手当・厚生費 

共 通 管 理 費 

減 価 償 却 費 

財 務 費 

特 別 支 出 

予 備 費 

254,932 

7,171 

59,727 

1,922 

3,424 

7,211 

 134,199 

52,076 

11,809 

68,205 

14,656 

3,454 

3,000 

  △ 3,310

△   220
2,410

△  270

△  210

     －

     －

 －

△  340

2,280

△  120

△  220

－

213

 －

2,431

－

－

－

－

－

－

－

－

－

 △ 2,645

－

－

－

－

－

317

49

19

－

－

5

  －

－

251,836 

6,951 

64,569 

1,652 

3,214 

7,529 

134,248 

 52,095 

 11,469 

 70,485 

14,541 

3,234 

354 

251,674 

  6,936 

 64,567 

  1,650 

  3,212 

  7,512 

132,510 

52,031 

 11,461 

 70,481 

 14,532 

  3,231 

      － 

    161

   14  

     1

     1

     2

    16

 1,738

    64

     8

      3

     9

     2

   354

事 業 収 支 差 金 － － － － － 23,477 △23,477

 

（注1）事業収支差金23,477百万円は、翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越

すものである。なお、翌年度以降の財政安定のための繰越金は18年度末55,703百万

円であった。 

（注2）本表における受信料は、損益計算書における受信料から未収受信料欠損償却費を

控除した金額である。 

 

（資料４６） 



－１３７－ 

 （資本収支） 
（単位 百万円） 

予  算  額 

予 算 総 則 に 

基づく増減額 区  分 
当初額 第４条 

第１項 
流 用 

第５条
第２項
繰 越

第７条
増  収
振 当

合計 
決算額 繰越額 

予 算 

残 額 

資 本 収 入 75,769 － 2,300 2,644 80,713 79,053 1,660 0

前期繰越金受入れ 

減価償却資金受入れ 

資 産 受 入 れ 

4,975 

68,205 

 2,589 

－

－

－

－

－

2,300

－

2,276

368

4,975

70,481

5,257

4,975 

70,481 

3,597 

－ 

－ 

1,660 

－

0

0

資 本 支 出 75,769 － 2,300 2,644 80,713 79,052 1,660 0

建 設 費 

放 送 債 券 償 還 
積立資産繰入れ 

長期借入金返還金 

69,800 

2,600 

 3,369 

△4,551

－

4,551

2,300

－

－

－

－

2,644

67,549

2,600

10,564

65,888 

2,600 

10,564 

1,660 

－ 

－ 

0

－

－

資本収支差金 － － － － －   1 －   △ 1

 

 

（受託業務等勘定） 

 （事業収支） 
（単位 百万円） 

予 算 額 

予 算総則に
基づく増減額区 分 

当 初 額 
第 ７ 条 

増 収 振 当 

合 計 
決 算 額 予算残額

事 業 収 入 954 72 1,026 1,030  △ 4 

受 託 業 務 等 収 入 954  72 1,026 1,030  △ 4 

事 業 支 出 816  72 888 874    14 

受 託 業 務 等 費 

財 務 費 

772 

  44 

71 

1 

843 

45 

830 

43 

   12 

1 

事 業 収 支 差 金  138   －  138  156  △ 18 

 



－１３８－ 

衛星放送に係る収入と経費の推移 

（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

 

衛星放送に係る収入（Ａ） 116,084 119,725 122,437 119,303 123,398 

 衛 星 付 加 受 信 料 

 副 次 収 入 等 

115,785 

299 

119,424 

301 

122,018 

419 

119,137 

165 

123,279 

118 

 

衛星放送の実施に要する経費 
（Ｂ） 

125,365 120,799 121,933 118,225 121,322 

 事 業 運 営 費 

 減 価 償 却 費 

 財 務 費 

110,660 

13,256 

1,448 

105,346 

13,598 

1,853 

106,008 

13,970 

1,955 

102,656 

13,648 

1,920 

106,534 

12,854 

1,933 

 

差 額（Ａ－Ｂ） △ 9,280 △ 1,074     503 1,077 2,075 

（注） 一般勘定の事業収支のうち衛星放送に係る収入と経費を計上。 

        18年度末における収入と支出の差額の累計は△8,495百万円。 

 

 

（資料４８） 

受信料、収納率、欠損率等の推移 

（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

受 信 料（Ａ） 665,629 671,112 673,665 663,515 664,462 

当 年 度 収 納 額（Ｂ） 639,004 644,307 636,282 599,350 609,603 

Ｂ 
当年度末収納率  

Ａ 96.00% 96.01% 94.45% 90.33% 91.74% 

欠損引当金計上額 （Ｃ） 23,114 23,295 32,653 61,086 50,580 

受信料未収金（Ａ－Ｂ－Ｃ） 3,511 3,509 4,730 3,079 4,278 

翌 年 度 回 収 額（Ｄ） 2,661 2,163 2,644 6,343 
 

Ｂ＋Ｄ 
確 定 収 納 率 

Ａ 
96.40% 96.33% 94.84% 91.29% 

 

欠 損 率 3.60% 3.67% 5.16% 8.71% 
 

 

（資料４７） 



－１３９－ 

交 付 金 収 入 の 推 移 

 

（単位 百万円） 

年 度 

区 分 
１４ １５ １６ １７ １８ 

総        額   2,002   2,233   2,394 2,497 2,276 

ラジオ国際放送関係*1 

選 挙 放 送 関 係*2 

  1,973 

    28 

  1,973 

    260 

  2,273 

    120 

2,273 

224 

2,256 

19 

昭和26年度以降の交付金収入の累計額は55,325百万円であり、全額を当該

年度の国際放送及び政見・経歴放送の実施経費に充てている。 

＊１ 総務大臣が放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきこと

を命じたことによる費用の国庫負担分（放送法第33条、第35条）。 

＊２ 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙に関する政見・経歴放送に要した費

用の国庫又は当該都道府県負担分（公職選挙法第150条、第151条、第263条、第264条）。 

 

（参考） ラジオ国際放送実施経費の推移 

（単位 百万円） 

年 度 

区 分 
１４ １５ １６ １７ １８ 

経 費 総 額（Ａ）   9,141   8,671   8,538 8,450 7,941 

交  付  金（Ｂ） 

協 会 負 担 額 

  1,973 

7,168 

  1,973 

6,698 

  2,273 

6,265 

2,273 

6,177 

2,256 

5,685 

 

Ｂ 
交 付 金 の 比 率  

Ａ  
  21.6%   22.8%   26.6% 26.9% 28.4% 

 

（資料４９） 



－１４０－ 

副 次 収 入 の 推 移 

 

（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

総           額 7,367 6,911 9,434 8,933 8,868

  うち子会社等からの副次収入 6,223 5,810 7,622 7,099 6,883

一 般 業 務 収 入  6,168 6,110 8,570 7,992 7,946

 放 送 番 組 の 多 角 的 活 用 

 放送番組テキストの出版 

 技術協力・特許実施許諾 

 施 設 利 用 料 

 番 組 コ ン ク ー ル 賞 金 等 

3,742

758

358

1,264

44

4,006

628

245

1,192

37

6,251

653

422

1,203

39

5,450 

727 

651 

1,126 

36 

5,408

566

831

1,101

37

受 託 業 務 等 収 入 1,198 800 864 940 922

 

事 業 収 入 に 占 め る 割 合 1.11% 1.03% 1.41% 1.41% 1.38%

 

（資料５０） 



－１４１－ 

業 務 別 事 業 経 費 の 推 移 

 

（単位 百万円） 

年 度 
区 分 

１４ １５ １６ １７ １８ 

事 業 支 出 
(100.0) 

654,507 

(100.0)

657,847

(100.0)

659,228

(100.0) 

630,087 

(100.0)

619,803

 業務別経費 
( 96.6) 

632,489 

( 96.7)

635,985

( 96.3)

634,970

( 96.0) 

605,003 

( 97.2)

602,039

国内放送 
( 72.8) 

476,177 

( 73.1)

480,996

( 73.2)

482,329

( 72.6) 

457,107 

( 73.5)

455,509

国際放送 
(  1.8) 

 11,925 

(  1.7)

 11,449

(  1.7)

 11,285

(  1.7) 

 11,154 

(  1.8)

 11,002

契約収納 
( 12.5) 

 81,903 

( 12.4)

 81,748

( 12.2)

 80,430

( 13.0) 

 81,913 

( 13.2)

 81,690

受信対策 
(  1.1) 

  7,184 

(  1.1)

  7,312

(  1.1)

  7,211

(  1.0) 

  6,577 

(  1.0)

  6,372

広  報 
(  0.7) 

  4,395 

(  0.7)

  4,276

(  0.6)

  4,249

(  0.7) 

  4,263 

(  0.7)

  4,279

調査研究 
(  3.0) 

 19,883 

(  3.0)

 19,513

(  2.9)

 19,412

(  2.7) 

 16,583 

(  2.8)

 16,941

 管  理 
(  4.7) 

 31,020 

(  4.7)

 30,687

(  4.6)

 30,052

(  4.3) 

 27,403 

(  4.2)

 26,241

財 務 費 等 
(  3.4) 

 22,017 

(  3.3)

 21,861

(  3.7)

 24,257

(  4.0) 

 25,084 

(  2.8)

 17,763

（注）１ 事業支出のうち、給与及び退職手当・厚生費については各業務別の要員数に応じ
て、減価償却費については資産の運用形態に応じて、各業務へ配分。 

   ２ （ ）内は、構成比率（％）を示す。 
 

（資料５１） 



－１４２－ 

子 会 社 等 系 統 図 

（平成１９年３月３１日現在） 
 

 

 

 

 

 

㈱ＮＨＫエンタープライズ ㈱ＮＨＫ共同ビジネス (財)ＮＨＫサービスセンター 

NHK Enterprises America, Inc. ㈱ＮＨＫアイテック (財)ＮＨＫインターナショナル 

NHK Enterprises Europe Ltd. ㈱ＮＨＫ文化センター (財)ＮＨＫエンジニアリングサービス 

㈱ＮＨＫエデュケーショナル ㈱ＮＨＫコンピューターサービス (財)ＮＨＫ放送研修センター 

㈱ＮＨＫ情報ネットワーク ＮＨＫ営業サービス㈱ (学)日本放送協会学園 

㈱ＮＨＫプロモーション ㈱ＮＨＫオフィス企画 (財)ＮＨＫ交響楽団 

㈱ＮＨＫアート  (福)ＮＨＫ厚生文化事業団 

㈱ＮＨＫテクニカルサービス  

㈱日本放送出版協会 

㈱ＮＨＫきんきメディアプラン 

㈱ＮＨＫ中部ブレーンズ   日本放送協会健康保険組合 

㈱ＮＨＫちゅうごくソフトプラン  (財)日本放送協会共済会 

㈱ＮＨＫ九州メディス 

㈱ＮＨＫ東北プランニング 

㈱ＮＨＫ北海道ビジョン   

   

  ㈱日本文字放送 

  ㈱放送衛星システム 

  ㈱ＮＨＫ名古屋ビルシステムズ 

  ㈱総合ビジョン 

 

 

 

（注）1 (財)は財団法人、(学)は学校法人、(福)は社会福祉法人 

2 斜字体で表記している会社は、協会の直接出資のない会社 

 

 

 

（資料５２） 

公 益 サ ー ビ ス 分 野

子     会     社 

関   連   会   社 

日  本  放  送  協  会

関 連 公 益 法 人 等 

放送番組の企画･制作､販売分野 

福 利 厚 生 団 体 

業 務 支 援 分 野



－１４３－ 

 

子 会 社 等 の 概 要 

  （平成１９年３月３１日現在） 

＜子会社＞ 

会 社 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

資 本 金

協会出資額

(比率％)

(*1) 

売上高 

当期純利益

剰余金等

 

配当総額

協会の 
受取配当額

(*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

ＮＨＫエンタープライズ 
東京都渋谷区神山町4-14 

平成元年６月 

社長 三枝 武 

http://www.nhk-ep.co.jp/ 

 

○協会の委託による放送番組の制作、購

入、販売 

○協会の委託による映像国際放送業務 

○協会の委託によるケーブルテレビ事業者

への放送番組の提供 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

万円

125,000
101,890
(80.7)
[97.3]

百万円

 

42,383
925

15,591

2,580
2,082

人

 
16(11) 
2( 0) 
11(9) 

 
412 
109 

百万円

27,853

(24,225)

百万円

1,497

(1,661)
 

ＮＨＫエデュケーショナル 
東京都渋谷区神山町9-2 

平成元年５月 

社長 軍司 達男 

http://www.nhk-ed.co.jp/ 

○協会の委託による教育・教養番組の制作、

購入 

○放送大学学園番組の制作 

○主として教育に関する映像ソフトの制作、

販売 

○主として教育に関する催物の企画、実施等

10,000
6,700

(67.0)
[100.0]

13,470
586

4,521

507
339

 9( 6) 
2( 0) 
7( 6) 

 
 182 

39 

9,483

(7,793)

1,542

(1,530)

ＮＨＫ情報ネットワーク 
東京都渋谷区神山町9-2 

昭和63年２月 

社長 宮本 克彦 

http://www.nhk-jn.co.jp/ 

○協会の委託によるニュース、スポーツ番組

の制作、購入 

○協会の委託による回線コーディネーション

業務 等 

30,000
20,950
(69.8)
[90.7]

16,572
757

8,470

1,351
944

12( 8) 
3( 0) 
9( 8) 

 
265 
96 

13,271

(13,450)

746

(660)

ＮＨＫプロモーション 
東京都渋谷区神山町5-5 

昭和52年10月 

社長 横里 幸一 

http://www.nhk-p.co.jp/ 

○協会の放送番組に関連した催物の企画、

実施 

○各種催物の企画、実施 等 

10,000
5,700

(57.0)
[94.0]

※7,178
166

1,269

33
19

11( 6) 
2( 0) 
7( 6) 

 
 42 

4 

519

(580)

103

(141)

ＮＨＫアート 
東京都渋谷区富ヶ谷1-14-7 

昭和36年７月 

社長 溝田 謙 

http://www.nhk-art.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作に係る

美術業務 

○コンピューターグラフィックソフトの企画、

制作 

○展示装飾等の一般美術業務 等 

20,000
12,670
(63.4)
[96.9]

12,897
58

548

－
－

10( 6) 
3( 0) 
6( 5) 

 
 245 

7 

8,884

(8,278)

3 

(3)

ＮＨＫテクニカルサービス 
東京都渋谷区神山町4-14 

昭和59年10月 

社長 中村 宏 

http://www.nhk-ts.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作に係る

技術業務 

○各種映像ソフトの制作に係る技術業務 等

30,000
21,000
(70.0)
[92.5]

15,981
239

6,347

48
33

12( 9) 
2( 0) 

10( 9) 
 

737 
228 

10,781

(10,769)

50

(37)

日本放送出版協会 
東京都渋谷区宇田川町41-1 

昭和６年４月 

社長 大橋 晴夫 

http://www.nhk-book.co.jp/ 

○協会の放送番組に係るテキストの発行 

○協会の放送番組に関連する図書、雑誌の

出版 

○各種書籍、ビデオ、CD-ROM等の発行 

○音楽著作権の管理 等 

6,480
3,300

(50.9)
[68.9]

22,887
△1,442
12,762

7
3

13(10) 
2( 0) 
8( 7) 

 
292 
26 

57 

(57)

828

(963)

＊１ 比率は議決権保有割合。［ ］内は子会社保有分を含めた議決権保有割合。 

＊２ いずれも平成１７年度決算。百万円未満切捨て。売上高・事業収入の※は消費税込み。 

   剰余金等は利益処分前の額で、利益準備金を含み、資本準備金、評価差額金を含まない。 

＊３ （ ）内は常勤役員数の再掲。役員兼任数は協会職員（関連公益法人等は協会役職員）による兼任数。 

＊４ 百万円未満切捨て。消費税込み。（ ）内は平成１７年度の額。 
  

（資料５３） 



－１４４－ 

会 社 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

資 本 金

協会出資額

(比率％)

(*1) 

売上高 

当期純利益

剰余金等

 

配当総額

協会の 
受取配当額

 (*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額 

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

 
ＮＨＫきんきメディアプラン 
大阪市中央区谷町３-１-18 

昭和63年12月 

社長 外島 正司 

http://www.nhk-mp.co.jp/ 

 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として近畿地方及び

四国地方） 

万円

10,000
5,200

(52.0)
[75.0]

百万円

3,029
69

739

10
5

人

12( 4) 
4( 0) 
5( 4) 

 
 41 
13 

百万円

 
 

1,121 

(1,262)
 
 

百万円

172

(169)

ＮＨＫ中部ブレーンズ 
名古屋市東区東桜1-13-3 

昭和63年11月 

社長 木邨 猪一郎 

http://www.nhk-ｃb.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として中部地方） 

5,850
3,000

(51.3)
[63.2]

2,935
34

226

2
1

13( 2) 
4( 0) 
4( 2) 

 
42 
3 

495 

(576)

14

(6)

ＮＨＫちゅうごくソフトプラン 
広島市中区大手町2-11-10 

平成２年10月 

社長 倉本 耕治 

http://www.nhk-sp.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として中国地方） 

5,000
2,600

(52.0)
[71.0]

610
4

80

－
－

 9( 1) 
4( 0) 
2( 1) 

 
 16 

3 

276 

(305)

0 

(0)

ＮＨＫ九州メディス 
福岡市中央区六本松１-１-10 

平成３年10月 

社長 国吉 良光 

http://www.medis-nhk-grp.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として九州・沖縄地方）

5,000
2,600

(52.0)
[66.0]

688
△20
205

2
1

 9( 1) 
4( 0) 
2( 1) 

 
27 
4 

381 

(342)

19

(6)

ＮＨＫ東北プランニング 
仙台市青葉区錦町1-10-11 

平成３年６月 

社長 小林 裕 

http://www.planning-nhk-grp.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として東北地方） 

5,000
2,600

(52.0)
[88.0]

438
 △6
312

2
1

 9( 1) 
4( 0) 
2( 1) 

 
18 
4 

340 

(322)

2 

(2)

ＮＨＫ北海道ビジョン 
札幌市中央区大通西1-1 

平成２年９月 

社長 仲田 陽一 

http://www.nhv.co.jp/ 

○協会の委託による放送番組の制作 

○各種映像ソフトの制作、販売 

○各種催物の企画、実施 等 

（事業活動の地域は主として北海道） 

5,000
2,600

(52.0)
[74.5]

650
△17

67

－
－

9( 1) 
4( 0) 
2( 1) 

 
18 

   2 

471 

(546)

8

(5)

ＮＨＫ共同ビジネス 
東京都渋谷区神南1-13-8 

昭和56年２月 

社長 土谷 信夫 

http://www.nhk-kb.co.jp/ 

○協会の建物、設備等の総合管理業務

○協会子会社 等入居ビルの所有、管

理、運営 

○協会及び子会社等所有の車両の運

行管理 等 

15,500
4,000

(12.8)
[73.6]

6,754
51

4,854

15
2

10( 6) 
2( 0) 
7( 6) 

 
251 
45 

2,918 
 

(3,036)

38

(51)
 

ＮＨＫアイテック 
東京都渋谷区神南1-4-1 

昭和44年７月 

社長 野 武彦 

http://www.nhkitec.co.jp/ 

○協会の委託による放送設備、共同受

信設備の建設、保全 

○スタジオ設備等の設計、施工 等 

30,000
15,100
(50.3)
[58.7]

44,739
1,008

11,478

204
102

15( 9) 
3( 0) 
7( 7) 

 
755 
156 

12,934 

(12,002)

81

(80)

 

 

 

 

 

 

 



－１４５－ 

会 社 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

資 本 金

協会出資額

(比率％)

(*1) 

売上高 

当期純利益

剰余金等

 

配当総額

協会の 
受取配当額

 (*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額 

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

 
ＮＨＫ文化センター 
東京都港区南青山1-1-1 

昭和53年12月 

社長 山村 裕義 

http://www.nhk-cul.co.jp/ 

○教養、趣味、実用、健康等の各種講

座の運営を通じた協会の放送番組

の利用促進 

○各種講演会等の企画、実施 等 

万円

20,000
2,000

(10.0)
[75.0]

百万円

9,919
 112

1,475

14
1

人

 
10( 6) 
2( 0) 
7( 6) 

 
197 
60 

百万円

 
 

28 

(66)

百万円

95 

(95)

ＮＨＫコンピューターサービス
東京都渋谷区神山町4-14 

昭和60年１月 

社長 三浦 真吾 

http://www.nhkcs.co.jp/ 

○協会の委託によるコンピューターシス

テムの管理運用、情報処理 

○ソフトウェアの開発、販売及びプログ

ラムの作成 等 

8,000
5,700

(71.3)
[97.5]

5,742
68

1,424

13
9

 8( 5) 
3( 0) 
5( 5) 

 
210 
23 

5,234 

(5,055)

0 

(0)

ＮＨＫ営業サービス 
東京都渋谷区富ヶ谷1-17-10 

平成２年１月 

社長 井橋 光平 

http://www.nhk-nbs.co.jp/ 

○協会の委託による受信料関係の事

務、情報処理、受信相談の受付 等

15,000
12,000
(80.0)
[95.0]

8,304
402

2,574

140
112

 8( 5) 
2( 0) 
6( 5) 

 
549 
88 

6,991 

(6,700)

0 

(0)

ＮＨＫオフィス企画 
東京都渋谷区神山町7-10 

昭和40年４月 

社長 岡野 輝男 

http://www.nhk-office.co.jp/ 

 

○協会の委託による編成に関する各

種データの処理 

○協会の放送番組の台本等の印刷 

○協会の委託による固定資産・物品等

の調達契約の締結、運用・管理に関

する業務 等 

5,000
1,000

(20.0)
[96.2]

3,029
 98

1,540

20
4

 8( 4) 
3( 0) 
5( 4) 

 
128 
12 

1,794 

(2,013)

－

(－)

NHK Enterprises America 
437 Fifth Avenue, New York, 

N.Y. 10016 U.S.A. 

1994年４月 

社長 髙澤 裕之 

○アメリカ地域における協会関連番組

の制作とその支援業務 

○協会関連番組の制作等に関するリ

サーチ・コーディネーション業務 等

万$

250
－

(  0)
[52.0]

 

万$

1,596
55

803

－
－

人

 
3( 1) 
0( 0) 
3( 1) 

 
20 
0 

百万円

 

 
17 

(0)

百万円

－

(－)

NHK Enterprises Europe 
4 Millbank, Westminster 

London, SW1P 3JA U.K. 

1994年４月 

社長 城田 登良男 

○ヨーロッパ地域における協会関連番

組の制作とその支援業務 

○協会関連番組の制作等に関するリ

サーチ・コーディネーション業務 等

万￡

41
－

( 0)
[51.2]

万￡

328
6

249

－
－

 

3( 1) 
0( 0) 
3( 1) 

 
11 
0 

1 

(－)

－

(－)

 

 



－１４６－ 

＜関連会社＞ 

会 社 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

資 本 金

協会出資額

(比率％)

(*1) 

売上高 

当期純利益

剰余金等

 

配当総額

協会の 
受取配当額

 (*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額 

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

 

日本文字放送 
東京都渋谷区宇田川町7-13 

昭和60年11月 

社長 篠崎 鉄夫 

http://www.telemo.co.jp/ 

 

○協会の放送設備を使用するテレビ

ジョン文字多重放送の実施 

○テレビジョン文字多重放送番組の制

作、販売 等 

万円

40,000
4,000

(10.0)
[40.3]

百万円

1,758
152
653

20
  2

人

 

13( 3) 
2( 0) 
3( 2) 

 
37 
16 

百万円

 

 

1,376 

(1,329)
 

 

 百万円

95 

(145)

放送衛星システム 
東京都渋谷区富ヶ谷1-16-4 

平成５年４月 

社長 永井 研二 

http://www.b-sat.co.jp/ 

○放送衛星の調達 

○放送衛星の中継器の譲渡、リース 

○放送衛星の管制 

○受託放送事業 等 

1,500,000

749,970
(49.998)
[49.998]

7,235
527

 3,323

－
－

16( 5) 
4( 0) 
2( 2) 

 
61 
14 

2,450 

(2,526)

250

(245)

ＮＨＫ名古屋ビルシステムズ 
名古屋市東区東桜1-13-3 

平成２年12月 

社長 長縄 年延 

http://www.nhk-nb.co.jp/ 

○ＮＨＫ名古屋放送センタービル施設

の維持、管理、運営 等 

2,000
1,000

(50.0)
[50.0]

 718
2

61

－
－

8( 2) 
3( 0) 
1( 1) 

 
7 
3 

486 

(467)

21

(22)

 

総合ビジョン 
東京都港区赤坂9-5-24 

昭和61年１月 

社長 秋田 敏彰 

http://www.sogovision.co.jp/ 

○放送、有線テレビジョン、ビデオソフト

用映像素材の企画、制作、販売 等

20,000
－

(  0)
[25.0]

1,999
92

798

10
－

9( 4) 
 1( 1) 
4( 2) 

 
14 
1 

1,188 

(990)

196

(175)

 

 

＜関連公益法人等＞ 

団 体 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

 

基本財産

 

 

 

事業収入

 

(*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額 

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

 

ＮＨＫサービスセンター 
東京都渋谷区宇田川町41-1 

昭和26年２月 

理事長 山田 勝美 

http://www.nhk-sc.or.jp/ 

 

○協会の委託による番組情報誌の発

行及び番組公開、展示、広報業務 

○協会の委託による放送番組・素材の

保存 等 

万円

30,000

百万円

12,413

人

 

13( 6) 
1( 0) 
4( 4) 

 
279 
96 

百万円

 

 

6,425 

(6,428)

百万円

687

(662)

ＮＨＫインターナショナル 
東京都渋谷区宇田川町7-13 

昭和55年７月 

理事長 諸星 衛 

http://www.nhkint.or.jp/ 

○協会の委託による外国の放送事業

者等への放送番組の提供 

○協会の放送番組を中心とした国際番

組ライブラリー事業の運営 等 

10,000 1,054

11( 3) 
1( 0) 
4( 3) 

 
29 
10 

542 
 

(596) 

17

(15)

ＮＨＫｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 
東京都世田谷区砧1-10-11 

昭和56年12月 

理事長 大島 英男 

http://www.nes.or.jp/ 

○協会の委託による協会の研究開発

に基づく技術移転、特許の周知、斡

旋 

○音響、映像、無線等に関する調査研

究並びに機器の試験、評価 等 

3,000 ※1,947

11( 3) 
1( 0) 
3( 3) 

 
41 
15 

527 

(366) 

342

(339)

 



－１４７－ 

団 体 名 

所 在 地 

設 立 年 月 

代 表 者 

ホ ー ム ペ ー ジ 

事業内容 

 

基本財産

 

 

 

事業収入

 

(*2) 

役員数 

役員兼任数 
協会退職者数 

 

従業員数 
協会退職者数 

(*3) 

 

協会支払額 

 

(*4) 

協会の

副次収入額

 

(*4) 

 

ＮＨＫ放送研修センター 
東京都世田谷区砧1-10-11 

昭和60年８月 

理事長 船山 真 

http://www.nhk-cti.jp/ 

 

○協会の委託による協会職員に対する

研修 

○一般放送事業者の従業員等に対す

る研修 等 

万円

10,000

百万円

※1,809

人

 
14( 4) 
1( 0) 
5( 4) 

 
64 
35 

百万円

1,056  

(1,131)

百万円

57

(66)

日本放送協会学園 
国立市富士見台2-36 

昭和37年10月 

理事長 中里 毅 

http://www.n-gaku.jp/ 

○協会の放送を利用する通信制高等

学校の運営 

○生涯学習通信講座の実施 等 

388,302
(平成17年度末)

※4,777

9( 5) 
3( 0) 
4( 4) 

 
131 
10 

260 

(260)

－

(－)

ＮＨＫ交響楽団 
東京都港区高輪2-16-49 

昭和17年４月 

理事長 野島 直樹 

http://www.nhkso.or.jp/ 

○協会の放送での利用を目的とする演

奏の実施 

○公開演奏会の実施 等 
800 ※3,110

10( 3) 
1( 0) 
3( 3) 

 
126 

1 

1,389 

(1,406)

4 

(4)

ＮＨＫ厚生文化事業団 
東京都渋谷区神南1-4-1 

昭和35年８月 

理事長 北村 真征 

http://www.npwo.or.jp/ 

○障害者、高齢者福祉事業への助成

○協会の社会福祉番組の普及、周知

及び制作協力 等 

10,040 ※472

12( 3) 
2( 0) 
4( 3) 

 
15 
6 

135 

(135)

3 

(3)

日本放送協会共済会 
東京都渋谷区宇田川町41-1 

昭和30年２月 

理事長 中澤 俊明 
(http://www.disclo-koeki.org/02b/00523/) 

○協会役職員への福利厚生事業 等
275,447

(平成17年度末)

※4,160
<一般会計>

※9,063
<特別会計>

20( 8) 
12( 1) 
6( 6) 

 
182 
14 

1,226 
(1,063)
<一般会計> 

3,264 
(6,476)
<特別会計> 

－

(－)

 

このほか、健康保険法に基づく日本放送協会健康保険組合(昭和18年4月設立､ 理事長 布谷洋勝)がある。 

 



－１４８－ 

子会社、関連会社からの出資先（議決権保有割合３％以上） 

（平成１９年３月３１日現在） 
 

＜子会社の出資＞ 

会社名 事業内容 
議決権保有割合

（％） 

有線テレビサービス㈱ 有線放送設備工事の設計、施工等 36.0 

Ｎｉｐｐｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ （タイ国） 番組の制作、コーディネイト等 34.0 

㈱Ｊリーグ映像 Ｊリーグ公式試合映像の販売等 30.0 

アイシン共聴開発㈱ ＣＡＴＶ施設の調査、保守等 20.0 

Ｊａｐａｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｇｒｏｕｐ         （米国） 北米における映像国際放送の実施 19.8 

㈱サンセイ 清掃、警備等 15.3 

㈱ＳＥＣ企画       放送番組等の制作、販売等 16.0 

㈱アイテックリース 放送用設備等の賃貸等 14.9 

㈱エクサート松崎 放送、舞台の照明、音声業務等 14.7 

㈱放文社 書籍の販売等 14.6 

㈱ネオテック 番組制作技術業務等 14.3 

Ｊａｐａｎ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ ＴＶ（Ｅｕｒｏｐｅ）    （英国） 欧州における映像国際放送の実施 13.8 

㈱アート制作工房 スタジオ美術装置の操作等 13.0 

㈱千代田ビデオ スタジオ、附属設備の賃貸等 12.5 

㈱電波タイムス社 電波タイムズの発行等 11.3 

㈱アイテックメンテナンス 放送局の設計、保守等 9.1 

㈱日本プレスセンター プレスセンタービルの賃貸等 8.8 

東新紙業㈱ 用紙の販売等 8.4 

㈱渋谷ビデオスタジオ 貸しスタジオ等 8.0 

オールニッポンヘリコプター㈱ ヘリコプターの運行等 8.0 

江刺振興開発㈱ 「えさし藤原の郷」の管理等 7.0 

㈱アストロメディア広島 大型映像システムの操作等 7.0 

㈱メディアパークつくば 「ワープステーション江戸」の運営等 3.2 

このほか、議決権保有割合３％未満の出資先が２６社ある。 

 

＜関連会社の出資＞ 

会社名 事業内容 
議決権保有割合

（％） 

栄公園振興㈱ 公園、テナント施設等の管理等 3.3 

このほか、議決権保有割合が３％未満の出資先が２社ある。 

 

 

(注) ・資料５２に掲載している会社を除く。 

   ・議決権保有割合は、自己株式を除いたもの。 
 

（資料５４） 



－１４９－ 

子 会 社 等 の 業 務 監 査 の 概 要 

 

１ 対象団体 

   ３２団体 （子会社２１社、関連会社４社、関連公益法人７団体） 

２ 実施時期 

   １８年７月～１９年２月 

３ 委嘱先 

   新日本監査法人 

４ 委嘱事項 

子会社等の事業活動が「関連団体運営基準」に照らして適正に行われているかにつ

いて調査を委嘱することとし、具体的には、新規事業に関して、業務範囲（運営基準

第６条）、遵守事項（同第８条）、事前協議・事前説明（同第１１、１２条）の３点の

調査を委嘱 

５ 対象期間 

   １７年度の業務監査実施以降、１８年度に業務監査を実施するまでの期間 

６ 実施方法 

新日本監査法人所属の公認会計士が各子会社等を訪問し、あらかじめ定められた調

査手続に基づき、各種書面の点検並びに関係者への聞き取りにより実施 

７ 結果の概要 

   新日本監査法人からは、以下の報告があった。 

  「調査対象期間に新規に発生したあるいは決定された事業、業務ならびに活動につい

て調査した結果、運営基準に抵触する事項は認められなかった。 

   なお、関連団体の情報セキュリティーへの対応等、なお改善すべき点があり、万全な体制

にするためには更に有効な内部管理体制の整備及び運用を進めていく必要がある。」 
 

（資料５５） 



－１５０－ 

子 会 社 等 以 外 へ の 出 資 

（平成１９年３月３１日現在） 

 

団体名 協会との関係 設立年月 資本金 発行済株数 持株数（比率*）

㈱ビーエス・コンディショナル

アクセスシステムズ 

Ｃ Ａ Ｓ 方 式 を 利 用 し た Ｉ Ｃ

カードの発行及び受信者管

理情報の提供 

平成12年 2月
万円

150,000
株 

30,000 
   株   ％

5,526 (18.4)

福岡タワー㈱ 
電波塔の管理運用等を実

施 
昭和62年10月 300,000 60,000 3,200 ( 5.3)

㈱国際電気通信基礎技術研

究所 

協会と共同して放送を含む

電 気 通 信に係る基 盤 的 技

術の調査研究開発を実施 

昭和61年 3月 10,000 440,704 1,878 ( 0.9)

ＮＴＴビジュアル通信㈱ 

協 会 の調 査 研 究 の成 果 を

一般の利用に供する事業を

実施 

昭和59年 2月 124,725 24,945 40 ( 0.2)

＊比率は議決権保有割合 
 

このほか、独立行政法人情報通信研究機構に対する無利子貸付金（注）が、3 億 3,826 万円ある。 

（注） 協会の委託による放送衛星の管理運用等を実施していた通信・放送機構に対する出資金が、「通信・放送機構

法の一部を改正する法律」（平成 11 年法律第 39 号）に基づき、平成 11 年 12 月 20 日をもって無利子貸付金

に転換され、さらに「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律」（平成 14 年法律第 134 号）附則

第 3 条に基づき、独立行政法人情報通信研究機構に承継されたもの。 

 

（資料５６） 



－１５１－ 

デジタル時代のＮＨＫ懇談会委員 

（平成１９年３月３１日現在） 

◎ 座  長 

○ 座長代行 

 

家 本 賢太郎  （クララオンライン社長）  

伊 東   晋  （東京理科大学教授）  

江 川 紹 子  （ジャーナリスト）  

音   好 宏  （上智大学助教授） 

梶 原   拓  （前全国知事会会長）  

金 澤   薫  （日本電信電話顧問）  

小 林 陽太郎  （富士ゼロックス相談役最高顧問、前経済同友会代表幹事） 

笹 森   清  （前連合会長） 

新 開 玉 子  （農業・農産物直売店店長）  

◎ 辻 井 重 男  （情報セキュリティ大学院大学学長） 

永 井 美奈子  （フリーアナウンサー）  

○ 長谷部 恭 男  （東京大学大学院教授） 

藤 井 克 徳  （日本障害者協議会常務理事）  

山 内 純 子  （全日本空輸上席執行役員客室本部長）  

山 内 豊 彦  （前共同通信社社長）  

山野目 章 夫  （早稲田大学大学院教授） 

吉 岡   忍  （ノンフィクション作家） 

 

（資料５７） 



－１５２－ 

個人情報の開示等の状況（平成１８年度） 

 

１ 「個人情報の開示等の求め」の受け付け件数とその内容 

  ７件 

（内訳）  開示の求め     ４件 

     内容の訂正の求め  １件 

     利用の停止の求め  １件 

     消去の求め     １件 

 

 

２ 「個人情報の開示等の求め」に対する判断結果 

 
 

判断結果 件数 備考 

開示 ４  

措置 １ 内容の訂正の求めに対して 

措置せず ２ 利用の停止の求め、及び消去の求めに対して 
 

 

３ 「再検討の求め」の受け付け件数とその審議結果 

 
審議結果 件数 

措置（消去）せずとした当初判断が妥当 １ 

 

（資料５８） 
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